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本市では，平成１５年度に「宇都宮市男女共同参画推進条例」を制定し，これまで４

次にわたる「宇都宮市男女共同参画行動計画」により，男女共同参画に関する施策事業

を推進してまいりました。 
このような中，人口減少・少子高齢化の進行や若年世代の首都圏への転出，人生１０

０年時代の到来など，私たちを取り巻く社会環境は大きく変化しており，加えて，新型

コロナウイルス感染症の脅威は，私たちの雇用や生活面，人々の行動に大きな影響を及

ぼしました。  
さらに，世代や活動の場によって固定的性別役割分担意識の解消や，様々な分野にお

ける女性の政策・方針決定過程への登用促進，男性の家事・育児への参画促進，コロナ

下で顕在化した不安や困難な問題を抱える女性への支援が必要となるなど，男女共同参

画を取り巻く環境も大きく変化しております。 
これら男女共同参画を取り巻く新たな課題等に適切に対応するため，このたび，「宇

都宮市男女共同参画推進条例」の基本理念のもと，市民，事業者，行政等が同じ将来像

を共有し，一丸となって男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進していけるよう，

令和５年度からの５年間を計画期間とする「第５次男女共同参画行動計画」を策定いた

しました。  
 
本計画の推進にあたっては，市民や関係団体や事業者の皆様など，多様な主体と連携

し，男女が共に活躍できる社会の実現に取り組んでまいりますので，皆様からのお力添

えを賜りますようお願い申し上げます。 
また，本年６月には，本県におきまして，Ｇ７男女共同参画・女性活躍担当大臣会合

が開催される予定であり，女性活躍の機運醸成に向けた好機と捉えておりますので，市

民の皆様の更なる御理解を賜りますようお願い申し上げます。  
  

結びに，本計画の策定にあたり，実施したアンケート調査やパブリック・コメントに

御協力いただきました市民の皆様，また，貴重な御意見や御指導を賜りました「宇都宮

市男女共同参画審議会」委員の皆様に厚く御礼申し上げます。 
 

 
 
 
 
 

令和５年２月 

         宇都宮市長 佐 藤 栄 一 
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１ 計画策定の趣旨 

 本市では，男女が互いに人権を尊重しつつ，喜びも責任も分かち合い，その個性と能力を

十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指して，平成１５年度に「宇都宮

市男女共同参画推進条例」を制定し，これまで４次にわたる「宇都宮市男女共同参画行動計

画」により，様々な施策を総合的に推進してきました。 

 特に，第４次行動計画（平成３０年３月策定）においては，国の「女性活躍推進法」（平

成２７年９月策定）の施行を受け，雇用の場における女性活躍の推進や男性を中心とした意

識改革などに重点を置き，施策を推進した結果，市民の理解が広がるとともに，企業におけ

る働きやすい職場環境づくりや女性活躍の取組などが徐々に進んできました。 

 一方，世代や活動の場では，依然として固定的性別役割分担意識が根強く残っていること

や，誰にでも存在するアンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）への対応，また，女

性の経済的自立に向けた就労支援や様々な分野における女性活躍の推進，男性の家庭参画

促進，更には，不安や困難な問題を抱える女性への支援や多様な性への理解促進などの，

様々な課題に対して取り組んでいく必要があります。 

 こうしたことから，本市が目指すＳＤＧｓの達成や，スーパースマートシティを構成する

「地域共生社会」などの構築に向け，男女が共に活躍できる社会を実現するため，「第５次

宇都宮市男女共同参画行動計画」を策定し，男女共同参画施策を総合的かつ一体的に推進し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画策定にあたって 

第１章 計画策定にあたって 
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２ 計画の位置付け 

（１） この計画は，男女共同参画社会基本法第１４条第３項に規定する「市町村計画」で 

す。 

（２） この計画は，「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第６条に規定する 

「市町村推進計画」です。 

（３） この計画は，「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第２条の

３第３項に基づく「市町村基本計画」です。 

（４） この計画は，「第６次宇都宮市総合計画基本計画」の分野別計画です。 

（５） この計画は，「宇都宮市男女共同参画推進条例」第８条第１項に規定する計画です。 

（６） この計画は，ＳＤＧｓの目標５「ジェンダー平等の実現」をはじめとして，目標８ 

「働きがい・経済成長」，目標１０「不平等是正」などの達成に貢献し，持続可能なま

ちを目指す計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合・連携 

◆女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27年法律第 64号) 

女性活躍推進法 

 
◆(県)栃木県女性の職業生活における活躍の推進に関する計画（令和 3年 3月） 

◆男女共同参画社会基本法(平成 11年法律第 78号) 

◆(県) とちぎ男女共同参画プラン（令和 3年 2月） 

 

◆(国)男女共同参画基本計画（令和 2年 12 月） 

◆(県)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（令和 4年 3月） 

◆配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成 13年法律第 31号) 
配偶者暴力防止法 

 

第５次宇都宮市男女共同参画行動計画（令和 5 年度から令和 9 年度） 

 
男女共同参画基本法に基づく 

市町村男女共同参画計画 

（男女共同参画社会基本法第 14条） 

 

配偶者暴力防止法に基づく 

市町村基本計画 

（配偶者暴力防止法第 2条の 3） 

女性活躍推進法に基づく 

市町村推進計画 

（女性活躍推進法第 6条） 

 

◆第６次宇都宮市総合計画基本計画 

◆宇都宮市まち・ひと・しごと創生総合戦略(令和 2年 3 月) 

≪関連計画≫ 
・宇都宮市人権施策推進指針 
・うつのみや中小企業応援プラン 
・宮っこ 子育ち・子育て応援プラン 
・宇都宮市地域教育推進計画 など 

 

※令和 6年 4月施行 

◆困難な問題を抱える女性への

支援に関する法律 

(令和 4年法律第 52号) 

 

宇都宮市男女共同参画 

推進条例 

（平成 15年 7月） 

整合 分野別計画 

整合 整合 整合 

第１章 計画策定にあたって 

計画の位置付け（イメージ図） 
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３ 計画の期間 

 この計画の期間は，令和５（２０２３）年度～令和９（２０２７）年度までの５か年とし

ます。ただし，社会情勢の変化や計画の進捗状況等により，計画の期間内でも必要に応じて

見直しをする場合があります。 
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第２章 計画策定の背景 

 

 

１ 男女共同参画を取り巻く社会の動向 

（１） 世界の中の日本 

・ 令和４年に国連開発計画（ＵＮＤＰ）が発表した「人間開発報告書」及び世界経済 

フォーラムによると，ジェンダー不平等指数（ＧＩＩ）は２２位と世界でも高い順位

になっていますが，健康，知識，生活水準における男女比の格差を明らかにしたジェ

ンダー開発指数（ＧＤＩ）は７６位，管理職や国会議員の男女比率など性別による格

差を明らかにしたジェンダー・ギャップ指数（ＧＧＩ）は１１６位と低い状況となっ

ています。 

  ・ このように，日本は他国と比べて，政治，経済などへの女性参画が進まず，依然と  

   して男女格差が大きいことから，政策決定過程への参画など，女性の能力が十分に発 

   揮できる社会づくりが求められます。 

 

 

GII 2022（令和 4）年 
（ジェンダー不平等指数） 

GDI 2022（令和 4）年 
（ジェンダー開発指数） 

GGI 2022（令和 4）年 
（ジェンダーギャップ指数） 

順位 国名 GII 値 順位 国名 GDI 値 順位 国名 GGI 値 
1 デンマーク 0.013 1 米国 1.001 1 アイスランド 0.908 
2 ノルウェー 0.016 1 アルメニア 1.001 2 フィンランド 0.860 
3 スイス 0.018 1 スリナム 1.001 3 ノルウェー 0.845 

： ： ： 
22 日本 0.083 76 日本 0.970 116 日本 0.650 

対象 191 か国 対象 191 か国 対象 146 か国 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 計画策定の背景 

【男女共同参画に関する国際的な指数】 
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第２章 計画策定の背景 

（２） 社会情勢の変化 

ア 人口減少社会の本格化と未婚・単独世帯の増加 

・ 令和元年の出生数は，統計開始以来初めて９０万人を下回り，以降４年連続で

低下しています。未婚・単独世帯が増加するなど，世帯構成にも大きな変化が生

じており，この傾向は今後も続くと想定されているところです。 
・ 地方から東京圏を中心とした大都市圏へ若年者，特に女性が転出し，地方にお

いては，深刻な人口流出や少子高齢化に直面しており，特に中小企業等を中心に

担い手の確保が喫緊の課題となっています。 
・ 若い女性にとって地方は，固定的な性別役割分担意識や性差による偏見，アン

コンシャス・バイアス（無意識の思い込み）の存在，また，「多様な働き方がで

きる企業が少ない」，「雇用者側に性別による役割分担意識が残っている」など，

女性にとって働きにくい環境であるため，東京に移動している可能性も指摘さ

れています。 
 

イ 人生１００年時代の到来と家族の姿の変化 

・ 令和元年の日本の平均寿命は，男性８１．４１歳，女性８７．４５歳であり，

９０歳まで生存する割合は男性２７．２％，女性５１．１％で女性の過半数は 
９０歳まで生存する社会となっています。また，昭和の時代，多くみられたサラ

リーマンの夫と専業主婦の妻と子どもの世帯は減少し，多様な生き方により，ひ

とり親世帯や単独世帯が増加するなど家族の姿は変化しており，こうした変化・

多様化に対応した女性の経済的自立を可能とする環境整備などの社会の制度設

計や政策が求められています。 
・ 人生１００年時代の生涯にわたる健康の維持，学び続け活躍し続けられる環境

の整備，仕事と家事・育児・介護等を両立できる環境の整備，固定的な性別役割

分担意識や性差に関する偏見の解消及び固定概念の打破に取り組むことが重要

になっています。 
 
ウ 新型コロナウイルス感染症拡大と「新たな日常」への対応 

 ・ 新型コロナウイルス感染症の拡大により，女性の就業者数が大きく減少した後，

少しずつ持ち直しているものの，非正規雇用やひとり親世帯など，女性の雇用や

生活面に大きな影響が出ています。 

   ・ 全国的に民間企業におけるテレワーク導入が急速に進んでいる状況です。（１

回目の緊急事態宣言時には１７．６％から５６．４％へと上昇し，その後，緊急

事態宣言解除後には低下するものの，２回目の緊急事態宣言時には３８．４％に

再上昇しました。※東京商工リサーチ調査より） 
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第２章 計画策定の背景 

エ デジタル化社会への対応 

・ デジタル化の進展により，デジタル人材の獲得競争は世界的に激化しており，

性別を問わず人材育成が急務となっています。世界的に，女子学生の理工系進学

支援によってジェンダー・ギャップを縮小させ，女性が活躍できるような環境整

備が進められています。 
 

オ 国内外で高まる女性に対する暴力根絶への問題意識 

  ・ 令和２年度の内閣府調査では，性被害の経験のある女性は約１５人に１人に上

っており，６人に１人の女性が配偶者からの暴力を複数回経験しているなど，依

然として深刻な状況です。世界的にも性被害の経験を告発する大規模な社会運動

が起こっています。 
・ 女性に対する暴力の背景には，人権の軽視や男性の社会的・経済的な優位性が

あるとされており，被害者は，長期にわたる心身の不調から就労が困難になった

り，離婚後に経済的な苦境に陥ったりするなど，貧困等の生活困難と暴力被害が

複合的に発生している場合があります。また，情報通信技術の進化やＳＮＳなど

の広がりに伴い，インターネット・携帯電話・スマホなどによる性的な嫌がらせ

など，女性に対する暴力が多様化しています。 
 

カ ＳＤＧｓの達成に向けた世界的な潮流 

・ 「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」では，「すべての人々の人権を

実現し，ジェンダー平等とすべての女性と女児のエンパワーメントを達成するこ

とを目指す」としています。 
    ・ 日本の「ＳＤＧｓモデル」の確立に向けた取組の柱の一つにも「あらゆる人々

が活躍する社会・ジェンダー平等の実現」を掲げています。 
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第２章 計画策定の背景 

（３） 国の動き 

ア 「働き方改革関連法」（平成３０年７月公布） 

・ 「少子高齢化による労働人口の減少」や「育児や介護との両立など，働く人の 
ニーズの多様化」，「企業におけるダイバーシティの実現の必要性」等の課題を解 
決することを目的として成立し，平成３１年４月から段階的に施行，企業等に対 
し，時間外労働の上限規制，「フレックスタイム制」の拡充などを行うこととさ 
れました。 
 

イ 「女性活躍推進法」改正（令和元年５月公布） 

・ 「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出」及び「女性活躍 
推進に関する情報公表」の義務付けの対象が「常時雇用する労働者が３０１人以 
上の事業主」でありましたが，令和４年４月から「常時雇用する労働者が１０１

人以上の事業主」に拡大されました。 
 

ウ 「育児・介護休業法」改正（令和３年６月公布） 

・ 男女ともに仕事と育児を両立することを目的として成立し，企業に対し，「産 
後パパ育休制度」の創設や，雇用環境整備，個別周知・意向確認の措置が義務化 
されました。 

 
エ  「ＤＶ防止法」改正（令和元年６月公布） 

・ 相互に連携・協力すべき関係機関として児童相談所が法文上明確化され，ま 
た，保護の適用対象として被害者の同伴家族が含まれることが明確化されまし 
た。 

 
オ 「困難な問題を抱える女性（※）への支援に関する法律」（令和４年５月成立） 

・ 人権が尊重され，女性が安心して，自立して暮らせる社会の実現に寄与する  
ことを目的とし，令和６年４月に施行され，発見，相談，心身の健康の回復のた 
めの援助や，自立して生活するための援助など，ＤＶのみならず，多様な支援を

包括的に提供する体制を整備することなどを行うこととされました。 
※ 性的な被害，家庭の状況，地域社会との関係性その他の様々な事情により日常

生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性（そのおそれのあ

る女性を含む。） 
 

 

 

 



 

8 
 

第２章 計画策定の背景 

カ 「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」（令和２年６月決定） 

・ 令和２年度から４年度までの３年間を集中強化期間として，被害者支援の充実，

加害者対策，教育・啓発の強化等の実効性ある取組を速やかに進めることとされ

ました。 
 

キ 「第５次男女共同参画基本計画」（令和２年１２月決定） 

    ・ 男女共同参画や女性活躍の視点を企業のみならず，家庭や地域など生活の場全

体に拡大し，幼少期から大人までを対象とした啓発に取り組むこととされまし

た。 
     ・ 人生１００年時代を見据えて，男女が学び続け活躍し続けられる環境の整備， 

仕事と家事・育児・介護などが両立できる環境の整備に取り組むこととされまし 
た。   

  ・ 科学技術の発展に男女が共に寄与するとともに，その発展が男女共同参画に資 
する形で進むよう取り組むこととされました。 

 
ク 「ＳＤＧｓアクションプラン２０２２」（令和３年１２月決定） 

・ 女性デジタル人材の育成や「生理の貧困」への支援，女性の登用目標達成，女

性に対する暴力の根絶など，女性活躍・男女共同参画の取組を推進することが明

記されました。 
 

ケ 「女性デジタル人材育成プラン」（令和４年４月決定） 

・ 就労に直結するデジタルスキルを身に付けた女性デジタル人材育成の加速化，

デジタルスキルの向上とデジタル分野への就労支援に取り組むこととされまし

た。（３年間集中的に推進） 
 

コ 「女性活躍・男女共同参画の重点方針」（女性版骨太の方針２０２２）（令和４年６

月決定） 

・ 男女間の賃金格差を含む労働慣行や固定的な性別役割分担意識やアンコンシャ

ス・バイアス（無意識の思い込み）などの課題へ対応するため，女性の経済的自

立に取り組むこととされました。 

・ 働く女性の視点に立った社会保障制度や税制の在り方を検討するほか，男女の

賃金格差の改善に向け，従業員が３００人を超える企業に男女の賃金の差の開示

を義務付け，女性がデジタル分野で働くための就労支援を今後３年間，集中的に

推進することとされました。 
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第２章 計画策定の背景 

（４）  県の動き 

ア 「とちぎ男女共同参画プラン」（５期計画）（令和３年２月決定） 

・ 「男女共同参画推進に向けた意識変革」，「男女がともにあらゆる分野の活動に

参加する機会の確保」，「性に関するあらゆる暴力の根絶と様々な困難を抱える女

性への支援」を視点とした令和３年度から令和７年度までのプランが策定されま

した。 

 
イ 「栃木県女性の職業生活における活躍の推進に関する計画」（令和３年３月決定） 

 ・ 若い女性も取り組むことができるアグリビジネスモデルづくりを支援し，その

事例を広く情報発信するほか，県内の製造業をはじめとした企業における女性研

究者や技術開発者の活躍に関する情報を提供することとされました。 

 
ウ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（第４次改訂版）」

（令和４年３月決定） 

  ・ ＤＶを許さない社会づくりの推進のため，デートＤＶや性暴力被害防止のため

の若年層への教育の強化に取り組むこと，また，ＤＶ被害者支援対策の充実のた

め，被害者の心の回復支援の充実に取り組むこととされました。 
    ・ ＤＶ対策の推進体制の充実に向けて，ＤＶと児童虐待との関連を踏まえた児童

相談所や市町との連携強化に取り組むこととされました。 
 

エ 「とちぎパートナーシップ宣誓制度」（令和４年９月導入） 

    ・ 性的指向や性自認にかかわらず，誰もが自分らしく生きることのできる社会の

実現に向けて，令和４年９月に導入し，宣誓カードの提示により，性的マイノリ

ティの方々に対し，県をはじめ市町等が提供するサービスの利用が可能となりま

した。 
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第３章 本市の現状 

 

 

 

１ データからみる本市の現状 

 

（１） 女性の人口推移等 

・ 本市の生産年齢人口は，２０１７（平成２９）年をピークに減少に転じています。    
（図１－１） 
男女別にみると，生産年齢人口（１５歳～６４歳）は，男性は１０年間で６％減少

しているのに対し，女性は９％減少しており減少率が高くなっています。（図１－２，

３） 
   ・ １０歳代，２０歳代女性の首都圏へ転出超過の傾向が続いています。（図１－４） 
 
図１－１ 本市の年齢別人口構成の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出典：政策審議室 

出典：政策審議室 

図１－２ 男性の年齢別生産人口の推移 
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第３章 本市の現状 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ※ 首都圏：１都７県 

 
 

【参考】栃木県の「女性の生き方等への寛容性」 
一人ひとりの価値観や生き方の違いを尊重する意識等である「寛容性」について，未婚 

女性においては，全国４２位という調査結果であった。（株式会社 LIFULL LIFULL 
HOME’S 総研 ２０２１年８月「地方創生のファクターＸ 寛容と幸福の地方論」） 
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図１－４ 若年女性の首都圏の転出超過数 
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第３章 本市の現状 

（２） 女性の就業状況 

  ・ 女性の就業率は５年前に比べ０．５％増加しているものの，全国の伸び率と比較

すると低い水準となっています。（図１－５） 
  ・ 子育て期に当たる２５歳から４４歳の女性の就業率は５年前に比べ０．６％増加

しているものの，全国と比較すると乖離の幅が０．２％拡大し，全国との差が大き

くなっています。（図１－６） 
  ・ 女性の年齢階級別労働力率は２５歳から２９歳をピークにして，３０歳代で低下

（いわゆるＭ字カーブ問題），全国と比較しても全国が８．５％の落差の幅に対し

て，本市は１１．６％と大きく，また，５年前の本市と比較しても５年前が１０．

７％の落差の幅に対して，現在は１１．６％と拡大しています。（図１－７，８） 
  ・ 女性の正規雇用比率は，２０歳代後半から男性より大きく低下し，年齢とともに

乖離の幅も大きくなっています。また，全国と比較しても，本市の女性の正規雇用

比率は低い状況です。（図１－９，１０） 
  ・ 本市における女性の就業構造は「医療・福祉」「卸売業・小売業」の分野に偏って   

おり，約４割を占めています。（全国でも同様の傾向）（図１－１１） 
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図１－５ 女性の就業率【全国比較】 

図１－６ 女性の就業率（２５～４４歳）【全国比較】 
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図１－８ 女性の年齢階級別労働力率（Ｍ字カーブの推移）【経年比較】 

図１－９ 年齢階級別正規雇用比率 
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第３章 本市の現状 

（３） 「指導的地位」等に占める女性の状況 

   ・ 自治会長に占める女性の割合は全国平均に比べ，２．１％低くなっており，年々

全国との乖離の幅が大きくなっています。また，防災会議に占める女性の割合も全

国市町村平均に比べ，５．０％低くなっています。（図１－１２，１３） 

・ 市議会における女性の割合は全国地方市議会平均に比べ，５．４％高くなってい

ます。（図１－１４） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.4% 14.7%

15.9% 16.2% 16.8%13.6% 13.9%

22.2% 22.2% 22.2%

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３

地方市議会 宇都宮市議会

5.4% 5.7% 5.9% 6.1% 6.3%

3.9%
3.1%

4.2% 4.1% 4.2%

0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３

全国平均 宇都宮市

8.1% 8.4%

8.7% 8.8%

9.3%

6.5%
4.3%

11.1%
8.9%

4.3%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%

10.0%
12.0%

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３

市町村合計 宇都宮市

出典：内閣府 男女共同参画局 女性の政策・方針決定参画状況調べ 

図１－１２ 自治会長に占める女性の割合 

図１－１３ 防災会議に占める女性の割合 

図１－１４ 市議会における女性の割合 

出典：内閣府 男女共同参画局 女性の政策・方針決定参画状況調べ 

出典：内閣府 男女共同参画局 女性の政策・方針決定参画状況調べ 
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第３章 本市の現状 

（４） ＤＶ被害 

   ・ 本市配偶者暴力相談支援センターにおけるＤＶ相談件数は，令和３年度は４０１

件であり５年前（Ｈ２８：６８４件）と比較し，大きく減少しています。（図１－

１５） 
・ 栃木県配偶者暴力相談支援センターにおけるＤＶ被害者の一時保護件数は，減少

傾向となっています。（図１－１６） 
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出典：宇都宮市配偶者暴力相談支援センター調べ 

図１－１６ ＤＶ被害者の一時保護の状況 

図１－１５ 市配偶者暴力相談支援センターにおけるＤＶ相談件数 
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第３章 本市の現状 

２ 市民意識調査，事業所意識調査，児童意識調査等の結果 

 

  本市では，「第５次宇都宮市男女共同参画行動計画」策定の基礎資料とするため，令和

３年度に「男女共同参画に関する市民意識調査」等を実施しました。この調査結果から見

えてきた現状等は次のとおりです。 

 

（１） 市民意識調査結果 

ア 男女共同参画意識 

（ア）男女の地位の平等感 
・ 「学校教育の場」での平等感は進んでいますが，その他の場においては，男性  

優遇と感じている市民が多い状況です。（図２－１） 

   （イ）固定的な性別役割分担意識 

・ 「男は仕事，女は家庭にいるのが良い」という考えは，「５０歳代以上の男性」 

において，根強く残っており，女性と比較すると差が大きい現状が窺えます。 

（図２－２） 

 

 

                                    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ 分野別の男女の地位について 

7.9%

12.5%

2.6%

9.1%

37.2%

14.7%

21.0%

12.7%

40.0%

39.0%

14.7%

30.0%

39.4%

33.3%

51.7%

57.9%

34.2%

24.2%

45.3%

27.9%

6.8%

25.8%

10.7%

13.1%

5.3%

6.1%

1.9%

2.1%

3.4%

2.2%

3.1%

1.1%

1.1%

0.7%

0.8%

0.3%

0.9%

0.3%

0.7%

9.2%

13.1%

30.3%

26.8%

11.9%

18.5%

10.9%

10.2%

2.4%

4.0%

4.6%

3.4%

3.0%

3.4%

3.2%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①家庭生活で

②職場で

③学校教育の場で

④自治会等の地域社会で

⑤政治の場で

⑥法律や制度の上で

⑦社会通念・慣習・しきたりなどで

⑧社会全体で

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている わからない

無回答



 

18 
 

第３章 本市の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２ 「男は仕事，女は家庭」という考え方について，あなたの意見に近いものはどれか。 



 

19 
 

第３章 本市の現状 

イ 男性のワーク・ライフ・バランス 

・ 「男性の家事，子育て，介護，地域活動への参加」に重要なものとして，男女

ともに「職場の理解」，「夫婦間での協力」が高かったほか，「労働条件での男女の

差をなくすこと」や「柔軟な勤務制度」などの回答も多くなりました。なお，ほ

とんどの項目において，重要だと思う回答は男性より女性が多くなっています。

（図２－３） 

・ 「男性が育児休業を取得しづらい理由」として，２０歳代と３０歳代のいずれ

も「職場にとりやすい雰囲気がないから」の回答が最も高くなりました。 

（図２－４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0％

0.0%

37.9%

57.9%

69.5%

61.1%

67.4%

72.6%

31.6%

31.6%

42.1%

61.4%

52.6%

59.6%

70.2%

63.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

男性が家事や子育て，介護について学べる機会や

情報提供を充実すること

男性の仕事中心の生き方や考え方を改めること

男女の役割意識についての社会通念や慣習，しき

たりを改めること

柔軟な勤務制度（フレックス制度など）の導入が

されていること

賃金，昇進・昇格の機会，仕事内容など，労働条

件での男女の差をなくすこと

労働時間の短縮や休暇制度を普及させること

夫婦の間で家事などの分担について，十分に話し

合い，協力し合うこと

夫婦が協力して家事，子育て，介護をすることに

職場の理解が得られること

20歳代男性 20歳代女性

図２－３ 今後，男性が家事，子育て，介護，地域活動に積極的に参加していくためには， 

    特にどのようなことが重要だと思うか。（複数選択可） 
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第３章 本市の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 女性の就労 

    ・ 「結婚」，「妊娠・出産」，「育児」，「介護」の理由で，「退職した経験がある」女

性の割合は，３０歳代以降増加しており，その理由としては，「家事・育児・介護

に専念したいので自発的に辞めた」が３７．５％で最も多く，次いで，「仕事と家

事・育児・介護の両立が難しいため」退職した割合が３５．７％と高く，働く希

望はあっても，働き続けることが難しい状況が窺えます。（図２－５，６） 

・ 女性の再就職に必要なことについては，「夫の理解と家庭参画」と回答した割合

が最も高いほか，「フレックスタイム制度の導入や育児休業などの制度の充実」

などの柔軟な働き方と回答した割合が多い状況でした。（図２－７） 

・ 女性が職業をもつことについての考え方は，「子どもができても，ずっと職業を

続ける方がよい」と回答した女性が最も多く，「子どもができたら職業をやめ，大

きくなったら再び職業をもつ方がよい」の回答は減少しています。（図２－８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0%

44.1%

35.6%

62.7%

50.8%

78.0%

59.3%

3.5%

40.4%

36.8%

50.9%

49.1%

70.2%

47.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

育児は女性の方が向いているので，男性が取る

必要はないから

休業補償が十分でないので経済的に困るから

人事評価や昇給に影響があるから

取ると仕事で周囲の人に迷惑がかかるから

仕事が忙しいから

職場に取りやすい雰囲気がないから

周囲に取った男性がいないから

20歳代男性 30歳代男性 （％）

18.9%

47.0%

54.5%

57.9%

52.5%

43.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

図２－４ 男性が育児休業を取得しづらい理由は何だと思うか。（複数選択可） 

図２－５ 「結婚」「妊娠・出産」「育児」「介護」を理由に退職した女性の割合 
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第３章 本市の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－６ 「結婚」，「妊娠・出産」，「育児」，「介護」の理由で退職した具体的な理由 

37.5%

35.7%

9.0%

9.2%

5.6%

12.1%

5.2%

7.0%

23.4%

2.0%

6.1%

2.5%

0% 20% 40%

家事・育児・介護に専念したいので自発的に辞めた

仕事と家事・育児・介護の両立が難しいため

体力や健康に自信がないため（病気を含む）

子ども，高齢者や病人を預けられる人や，施設が近くに

ないため

保育園や幼稚園，介護施設に預ける方が，経済的に負担

が大きくなるため

職場に，育児，介護休業制度がなかったため

解雇・または退職勧奨されたため

配偶者または子どもなど，家族が望まなかったから

配偶者の転勤や居住地の問題などで職場が遠くなったか

ら

仕事の内容や責任等が変わり，やりがいを感じられなく

なりそうだったから

その他

無回答

図２－７ 女性の再就職には何が必要だと思うか。 

83.7%

49.8%

79.1%

30.4%

22.1%

49.0%

47.5%

60.4%

1.9%

1.7%

0.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

夫の理解や家事・育児などへの参加

夫以外の家族の理解や家事・育児などへの参加

子どもや介護を必要とする人を預かってくれる施設

やサービスの充実

就職情報や職業紹介などの相談機関の充実

技能習得のための講座等の充実

企業等事業所の理解

企業等が再就職を希望する人を雇用する制度の充実

フレックスタイム制度の導入や育児休業などの制度

の充実

その他

わからない

無回答
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エ 地域・社会への参画 

・ 「地域活動の役員など方針を決定していく場への女性の参画に必要なこと」に

ついて，「男性優位の組織運営を改善すること」は，現役世代の「３０歳代男性」

で３５．６％，「３０歳代女性」で４７．０％，「４０歳代男性」で３３．０％，

「４０歳代女性」で４１．３％と高い状況となっています。一方で，７０歳以上

男性においては，「女性自身が積極的な参画意識をもつこと」の回答が多く，子育

て世代である３０歳代との意識の乖離が大きいことが窺えます。 

（図２－９，１０） 

・ 「自治会等の地域社会での男女の地位の平等感」について，男性より女性の方

が「男性が非常に優遇されている」と考えている割合が多い一方，４０歳代以上

の女性においては，男性以上に「自治会などの重要な役割は男性が担うべき」と

考える人の割合が高くなっており，２０～３０歳代の女性との意識の乖離があり

ました。（図２－１１，１２） 

図２－８ 女性が職業をもつことについてどう考えるか。（女性回答） 

0.5%

20.1%

1.9%

2.3%

29.0%

16.5%

9.8%

10.9%

9.0%

0.7%

15.1%

1.9%

3.7%

27.2%

22.9%

17.1%

6.9%

4.5%

0.4%

4.0%

8.0%

28.6%

52.2%

3.5%

3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

女性は職業を持たない方がよい

女性は職業を持つことにこだわらないでよい

(平成28年度からの質問)

結婚するまでは職業を持つ方が良い

子どもができるまでは，職業を持つ方がよい

子どもができても，ずっと職業を続ける方がよい

結婚後や出産後も仕事は続けるが，パートタイムに

きりかえるなど負担を軽くするのがよい

(平成28年度からの質問)

子どもができたら職業をやめ，大きくなったら再び

職業をもつ方がよい

その他

無回答

令和３年度 平成２８年度 平成２３年度
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34.3%
35.6%

29.8%
35.6%

33.0%
33.0%

38.9%
33.1%

42.1%
47.0%

41.3%
33.6%
32.6%

22.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【性別】

男性(n=609)
女性(n=872)

【男性・年代別】

20歳代(n=57)
30歳代(n=59)
40歳代(n=94)

50歳代(n=109)
60歳代(n=131)

70歳以上(n=157)
【女性・年代別】

20歳代(n=95)
30歳代(n=134)
40歳代(n=143)
50歳代(n=152)
60歳代(n=181)

70歳以上(n=165)

図２－９ 「地域活動の役員など方針を決定していく場への女性の参画に必要なこと」 

について，「男性優位の組織運営を改善すること」と考える割合 

 

図２－１０ 「地域活動の役員など方針を決定していく場への女性の参画に必要なこと」 

について，「女性自身が積極的な参画意識をもつこと」と考える割合 

32.2%
32.3%

22.8%
20.3%

25.5%
29.4%

37.4%
41.4%

27.4%
28.4%

31.5%
27.6%

34.3%
41.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【性別】

男性(n=609)
女性(n=872)

【男性・年代別】

20歳代(n=57)
30歳代(n=59)
40歳代(n=94)

50歳代(n=109)
60歳代(n=131)

70歳以上(n=157)
【女性・年代別】

20歳代(n=95)
30歳代(n=134)
40歳代(n=143)
50歳代(n=152)
60歳代(n=181)

70歳以上(n=165)
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図２－１１ 自治会等の地域社会での男女の地位は平等になっていると思うか。 
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図２－１２ 自治会などの重要な役職は男性が担うべきと考える割合 
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第３章 本市の現状 

オ ＤＶ被害の防止 

・ 配偶者等から受けた暴力について，「相談した」と回答した方の割合は，平成 

２８年度から女性は減少している一方で，男性の相談は増加しています。（図２－

１３） 

・ 相談しなかった理由について，女性は「相談しても無駄だと思ったから」，「自

分さえ我慢すればやっていけると思ったから」が多く，男性は「自分にも落ち度

があると思ったから」が多い状況でした。また。男性においては，女性と比べ「相

談する人がいなかったから」の割合が高かったところです。（図２－１４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和３年度】 

【平成２８年度】 

32.7%

9.5%

25.7%

34.7%

3.7%
29.2%

61.7%

78.6%

67.1%

54.8%

85.2%

60.4%

5.6%

11.9%

7.2%

10.5%

11.1%

10.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

女性

男性

全体

女性

男性

全体

相談した 相談しなかった 無回答

図２－１３ 配偶者等から受けた暴力についての相談 

【平成２８年度】 

【令和３年度】 
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41.2%

38.2%

34.3%

28.4%

22.5%

19.6%

15.7%

12.7%

6.9%

5.9%

3.9%

2.0%

27.3%

30.3%

30.3%

42.4%

30.3%

21.2%

12.1%

15.2%

6.1%

6.1%

3.0%

0.0%

47.0%

40.9%

36.4%

19.7%

18.2%

16.7%

18.2%

9.1%

6.1%

6.1%

4.5%

3.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

相談しても無駄だと思ったから

自分さえ我慢すればやっていけると思ったから

相談するほどのことではないと思ったから

自分にも落ち度があると思ったから

相談する人がいなかったから

他人を巻き込みたくなかったから

恥ずかしくて誰にも言えなかったから

どこに相談してよいのかわからなかったから

仕返しを受けると思ったから

子どもに危害がおよぶと思ったから

その他

無回答

全体(n=102）

男性(n=33）

女性(n=66）

図２－１４ 配偶者等から受けた暴力について，相談しなかった理由（複数選択可） 
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カ 多様な性への理解 

・ ＬＧＢＴの言葉の認知度は，６６．５％で平成２８年度の４１．０％から大き

く上昇しました。一方で，性的マイノリティの方々の人権を守る啓発の必要性につ

いて，「わからない（５３．８％）」が過半数であり，「必要だ（３８．６％）」を大

きく上回っています。（図２－１５，１６） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

言葉も内容も

知っている
66.5％

言葉だけは聞いた

ことがある

26.3％

まったく知らない

6.1％

無回答

1.1％

3.1%

1.9%

53.8%

2.5%

38.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

無回答

その他

わからない

必要ないと思う

必要だと思う

出典：令和３年度「市政に関する世論調査」 

図２－１６ 性的マイノリティの方々の人権を守る啓発や施策について必要だと思うか。 

図２－１５ （参考）ＬＧＢＴの言葉の認知度 
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第３章 本市の現状 

キ 女性の健康への理解 

・ 健康に関してパートナーが「理解してくれている」とした女性の割合は，平成

２８年度時の調査から全ての世代において大きく減少しています。（図２－１７） 

・ ２０～３０歳代では男女の差がありませんが，４０歳代以上は「理解している，

理解できている」に男女差が生じており，年齢が上がるほど男女の意識の差が大き

くなっている現状が窺えます。（図２－１８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.1%

61.5%

48.3%

60.1%

66.1%

50.8%

35.8%

47.0%

37.8%

34.2%

37.6%

32.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

令和3年度 平成28年度

図２－１７ 健康に関してパートナーが「理解してくれている」とした女性の割合 
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図２－１８ パートナーの健康への理解について 

     【女性の方】あなたの配偶者や恋人などが，正しく理解していると思うか。 

     【男性の方】あなた自身が，配偶者や恋人などの健康状態を理解できていると思うか。 

 

35.1%

45.8%

41.5%

38.5%

44.3%

42.0%

35.8%

47.0%

37.8%

34.2%

37.6%

32.7%

21.1%

27.1%

26.6%

29.4%

20.6%

26.8%

22.1%

26.9%

39.2%

37.5%

34.3%

29.1%

28.1%

22.0%

24.5%

22.9%

26.0%

19.7%

26.3%

20.1%

19.6%

21.7%

22.1%

20.6%

15.8%

5.1%

7.4%

6.4%

7.6%

5.7%

15.8%

5.2%

3.5%

5.9%

5.5%

11.5%

0.0%

0.0%

0.0%

2.8%

1.5%

5.7%

0.0%

0.7%

0.0%

0.7%

0.6%

6.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【男性・年代別】

20歳代(n=57)

30歳代(n=59)

40歳代(n=94)

50歳代(n=109)

60歳代(n=131)

70歳以上(n=157)

【女性・年代別】

20歳代(n=95)

30歳代(n=134)

40歳代(n=143)

50歳代(n=152)

60歳代(n=181)

70歳以上(n=165)

理解していると思う、理解できていると思う

理解していると思わない、理解できていないと思う

わからない

該当しない

無回答
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（２） 事業所意識調査結果 

ア ワーク・ライフ・バランス 

      ・ 事業所における取組について，「有給休暇取得の奨励（７９．１％）」や「定時 

退社の推奨（６３．０％）」に多くの事業所が取り組んでいる一方，「フレックス 

タイム制度の導入（１１．５％）」や「在宅勤務（テレワーク）（１８．３％）」に 

ついては取り組んでいる事業所が少ない状況となっています。（図２－１９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 企業における女性管理職の登用 

・ 市内企業における女性管理職登用率は１０．０％で全国と比べ，やや低い状況 

となっています。（〈参考〉全国：１１．４％）（厚生労働省「令和２年度雇用均等 

基本調査」より） 

     ・ 女性管理職がいない，または少ない理由については，「管理能力の面で，女性の 

適任者が少ない，またはいない」が３６．９％で最も多く，次いで「業務内容が 

女性に向いていないと思う，または任せられない」が１８．１％で多い状況とな

りました。（図２－２０） 

 

 

1.3%

11.5%

18.3%

31.8%

33.5%

36.1%

52.6%

52.3%

63.0%

79.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

その他

フレックスタイム制度を導入している

在宅勤務（テレワーク）ができるようにしている

管理職以外の従業員の意識改革を行っている

管理職の意識改革を行っている

時間短縮勤務ができるようにしている

育児・介護休業をとりやすい環境を整えている

業務効率の向上を図っている

定時退社の推奨

有給休暇取得の奨励

図２－１９ 現在，ワーク・ライフ・バランスに関して行っている取組はどのようなものか。 

（複数選択可） 
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ウ 多様な性への理解 

・ 企業が性的マイノリティに関する取組を進めるにあたって，国や自治体に取り組 

んでほしいことについては，「職場における性的マイノリティに関するガイドライ 

ン等の提供」が２９．８％で最も多く，次いで「職場における性的マイノリティに 

関する取組や事例の紹介などの情報提供」２８．９％，「性的マイノリティに対する 

社会全体の理解促進に向けた啓発活動」２８．１％の順となりました。（図２－２１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0%

6.1%

16.1%

17.3%

18.1%

36.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

管理職試験制度があるが，受験生が少な

い，またはいない

辞めてしまう可能性があるので，人材とし

て育てられない

家庭の仕事もあるので，長時間労働を要求

できない

在籍年数など満たしていない

業務内容が女性に向いていないと思う，ま

たは任せられない

管理能力の面で，女性の適任者が少ない，

またはいない

図２－２０ 女性管理職がいない，または少ない理由は何か。（複数選択可） 

図２－２１ 企業で性的マイノリティに関する取組を進めるに当たって，国や自治体に取り組

んでほしいこと。（複数選択可） 

3.1%

18.3%

18.3%

22.0%

22.7%

28.1%

28.9%

29.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

性的マイノリティに関する積極的な取組を行

う企業の表彰

職場環境整備のための助成

性的マイノリティに関する企業からの相談へ

の対応

特にない

性的マイノリティに関する労働者からの相談

への対応

性的マイノリティに対する社会全体の理解促

進に向けた啓発活動

性的マイノリティに関する取組や事例の紹介

等の情報提供

性的マイノリティに関するガイドライン等の

提供
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（３）児童意識調査結果 

ア 「女（男）らしくしなさい」，「女（男）のくせに」と言われることについて 

・ 「女(男)らしくしなさい」や「女(男)のくせに」と言われることの頻度につい

て，「全く言われない」が５０．６％（平成２８年度調査時より６．６％増）で最

も多く，次いで「あまり言われない」が３１．５％，「ときどき言われる」が 

１３．７％となりました。（図２－２２） 

・ 「女(男)らしくしなさい」や「女(男)のくせに」と言う人について，「母」が 

６８．５％で最も多く，次いで「父」が３１．５％，「祖母」が２３．５％という

状況です。（図２－２３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7%

5.4%

6.0%

12.8%

13.4%

23.5%

31.5%

68.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

祖父

女の友達

姉や妹

男の友達

兄や弟

祖母

父

母

0.6%

50.6%

31.5%

13.7%

3.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

無回答

まったく言われない

あまり言われない

ときどき言われる

よく言われる

図２－２２ 「女（男）らしくしなさい」や「女（男）のくせに」と言われることがあるか。 

 

図２－２３ 「女（男）らしくしなさい」や「女（男）のくせに」と言う人は誰か。（複数回

答可） 
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（４） ＤＶ被害者実態調査結果  

ア 加害者からの暴力について 

・ 加害者からの暴力は「精神的・心理的暴力」が８４％で最も多く，「身体的暴力」

と「社会的暴力」が同率で７２％の順に多くなっています。また,夫婦間だけでな

く子どもを巻き込んだ暴力も５２％と多い状況でした。（図２－２４） 

・ 加害者から暴力を受けていた期間は「１０年～２０年未満」の人が２８％と最

も多く，「５年～１０年未満」，「３年～５年未満」の順に多くなっています。また，

５年以上もの長期間に渡り加害者から暴力を受けていた被害者は６４％という状

況でした。（図２－２５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21人

18人

18人

15人

13人

13人

0 5 10 15 20 25

ののしる、無視するなどの「精神的・心理

的暴力」

殴る、蹴るなどの「身体的暴力」

外出や親族･友人との付き合いを制限する

などの「社会的暴力」

生活費を渡さないなどの「経済的暴力」

性行為を強要する、避妊に協力しないなど

の「性的暴力」

子どもを巻き込んだ暴力

（人）

1人

3人

5人

6人

7人

2人

1人

0 2 4 6 8

1年未満

1年～3年未満

3年～5年未満

5年～10年未満

10年～20年未満

20年～40年未満

40年以上

（人）

図２－２４ あなたが受けた暴力はどのようなものか。（２５人回答・複数選択可） 

 

図２－２５ 加害者から暴力を受けた期間について（２５人回答） 
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イ 相談について 

・ 最初に相談した時期は，暴力を振るわれてから「１年未満」と「５～１０年未

満」が２５％で最も多く，「１０～２０年未満」，「１年～５年未満」の順に多くな

りました。（図２－２６） 

・ 相談に行くまでに時間がかかった理由は，「自分さえ我慢すればやっていけると

思ったから」が７２％と多く，「自分にも落ち度があると思ったから」，「仕返しを

受けると思ったから」が同率で４０％の順に多くなっています。また，「どこに相

談してよいのかわからなかったから」が３６％，「相談する人がいなかったから」

が２８％となっており，相談窓口を知らなかった被害者も多い状況でした。（図

２－２７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6人

3人

3人

6人

4人

1人

1人

0 2 4 6 8

暴力を振るわれてから1年未満

暴力を振るわれてから1年～3年未満

暴力を振るわれてから3年～5年未満

暴力を振るわれてから5～10年未満

暴力を振るわれてから10～20年未満

暴力を振るわれてから20～40年未満

暴力を振るわれてから40年以上

（人）

18人
10人
10人

9人
8人

7人
6人

5人
4人

3人
4人

0 5 10 15 20

自分さえ我慢すればやっていけると思ったから

自分にも落ち度があると思ったから

仕返しを受けると思ったから

どこに相談してよいのかわからなかったから

子どもに危害が及ぶと思ったから

相談する人がいなかったから

相談しても無駄だと思ったから

相談するほどのことではないと思ったから

他人を巻き込みたくなかったから

恥ずかしくて誰にもいえなかったから

その他

（人）

図２－２６ 加害者から暴力を振るわれたときに最初に相談したのはいつか。（２４人回答） 

 

図２－２７ 相談に行くまで時間がかかった理由は（２５人回答・複数選択可） 
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ウ 被害者について 

・ 被害者の就労の割合は，「仕事をしている人」が６８％で，「仕事をしていない

人」は３２％となっています。「仕事をしていない理由」は，「就職先が見つから

ない」「その他（子どもが不登校のため等）」「身体的に不安がある」「精神的に不

安がある」の順でした。（図２－２８，２９） 

・ 健康面での不安については，「不安はない」が２８％で，「不安がある」が７２％

となっており，そのうち，身体面での不安がある人が２７．８％，精神面での不

安がある人が３８．９％，精神，身体ともに不安がある人は３３．３％と多い状

況です。（図２－３０，３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3人

2人

2人

1人

1人

5人

0 2 4 6

就職先が見つからないから

身体的に不安があるから

精神的に不安があるから

加害者に見つかる不安があるから

今まで働いたことがないから

その他（子どもの不登校，高齢のため）

（人）

仕事をしている 17人
68%

仕事はしていない 8人
32%

図２－２８ 現在の仕事の状況（２５人回答） 

図２－２９ 仕事をしていない理由（８人回答・複数選択可）  
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エ 子どもについて 

・ 加害者から子どもへの虐待は，「身体的虐待」と「心理的虐待」が同率で８９％ 

であり，ほとんどの被害者の子どもに共通していました。心理的虐待の内容とし

ては，「子どもは被害者が暴力を受けたところを見ていた」が９４%であるほか，

「加害者が子どもに直接言葉で脅したり心を傷つけたりする態度をとっていた」

が５９％と多かったところです。（図２－３２，３３） 

・ 子どもに対し必要な支援は，「専門家の診察・カウンセリング・メンタルケア」

が７６％，「子どもの居場所作り・安心して遊べる居場所の提供」が６５％と多く

なっています。（図２－３４） 

 

 

5人，27.8%

7人，38.9%

6人，33.3%

身体面 精神面 身体・精神とも

不安はない

7人, 28%

不安がある

18人, 72%

図２－３０ 現在の健康面について（２５人回答） 

図２－３１ 現在の不安について（１８人回答） 
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13人

11人

7人

5人

0 5 10 15

専門家の診察・カウンセリング・メンタルケ

ア

子どもの居場所作り・安心して遊べる居場所

の提供

子どもの学習支援

その他

（人）

17人

17人

5人

1人

1人

0 5 10 15 20

身体的虐待（殴る、蹴るなど）

心理的虐待

育児放棄（ネグレクト。食事を与えない、病

気でも病院に連れていかないなど）

性的虐待

その他

（人）

16人

6人

10人

0 5 10 15 20

子どもはあなたが暴力を受けたところを見てい

た

子どもはあなたが暴力を受けたところは見てい

なかったが、物音や声、様子から知っていた

子どもに直接、言葉で脅したり心を傷つけたり

する態度をとっていた

（人）

図２－３２ 子どもは加害者からどのような虐待を受けていたか。（１９人回答・複数選択可） 

図２－３３ 心理的虐待の内容 （１７人回答・複数選択可） 

図２－３４ 子どもに対してどのような支援をしてもらいたかったか。（１７人回答・複数選択可） 
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３ 「第４次宇都宮市男女共同参画行動計画」の評価と課題 

 

本市では，「第４次宇都宮市男女共同参画行動計画」に基づき，男女共同参画に関する

様々な施策・事業を実施してきました。 

計画に掲げた各成果指標の達成状況を踏まえ，これまでの取組を評価し，課題を抽出し

ました。 

 

（１）基本目標Ⅰ 男女共同参画意識社会に向けた行動を促す意識の変革 

 

○施策の方向１ 男女共同参画を実践・行動に繋げるための教育・啓発の推進 

○施策の方向２ 男性を中心とした意識変革による固定的性別役割分担や慣行の見直      

        し 

【主な取組】 

＜施策１ 男女共同参画の教育の推進＞ 

・ 小学生を対象にした男女共同参画教育資料の配布や資料に基づく出前講座，中学生

へのデートＤＶ防止啓発ハンドブックの配布や中・高・大学生等へのデートＤＶ防止

出前講座の実施，女子中学生を対象とした理工系大学教員による実験・実習等の機会

の提供など，子どもの頃からの男女共同参画意識の醸成や性別に偏りのないキャリア

教育の支援に取り組みました。 

＜施策２ 男女共同参画についての広報啓発活動＞ 

・ 広報紙や男女共同参画情報誌，男女共同参画推進月間におけるパネル展，男女共同

参画推進センターの Facebook（フェイスブック）などを活用し，性別役割分担意識の

解消や夫婦間の家事・育児の分担などをテーマに，男女共同参画を実践・行動につな

げるための啓発を推進しました。 

【評価・課題】 

＜評価＞ 男女共同参画に関する教育や広報・啓発活動により子どもの頃からの男女共同

参画意識の醸成が図られるとともに，新型コロナウイルス感染症の影響により，ライフ

スタイルが変化したことに伴い，男性の家事・育児等に費やす時間の割合が増加したと

考えられます。 

成果指標 
基準値 

（平成２８年度） 

最新値 

（令和３年度） 

目標 

（令和４年度） 

男女の家事・育児・介護時間の割合 

（男：女）（指標①） 
－ １：２ １：４ 

「夫は外で働き，妻は家庭を守るべきで

ある」という考え方に肯定的な市民の割

合（指標②） 

７．２％ ４．７％ ５．０％ 



 

40 
 

第３章 本市の現状 

＜課題＞ 男女の家事・育児等を担う時間割合は大きく差が縮まっているが，依然として女

性への負担が大きいことを踏まえ，今後更に，男性の行動変容を促し，積極的に家事・

育児に参加できるよう効果的な啓発に取り組む必要があります。 

 

【主な取組】 

＜施策３ 男性自身の意識の変革による家庭参画の促進＞ 

・ 幼い子を持つ父親など男性の家庭参画促進講座や家族で参加するセミナー，パパマ

マ学級の実施などによる男性の家庭参画を促進するとともに，農業分野においては，

「家族経営協定締結促進事業」の着実な実施により，労働・生活環境等の改善を図り

ました。 

＜施策４ 男性シニア層を中心とした固定的役割分担意識の解消＞ 

・ 男性シニア層を中心に男女共同参画についての理解を深める講座を実施し，幅広い

層への意識啓発に取り組みました。 

【評価・課題】 

＜評価＞ 男性を対象とした講座の実施など男女共同参画に関する様々な啓発や取組によ

り，徐々に固定的な性別役割分担意識の解消が図られていますが，依然として男性シニ

ア層などに固定的な性別役割分担意識が残っています。 

＜課題＞ 様々な組織で指導的立場や中心的役割を担っている中高年男性には，女性と比

較して固定的性別役割分担意識が残っている状況があり，女性が「地域」や「職場」等

で活躍していくうえで，固定的性別役割分担意識やアンコンシャス・バイアス（無意識

の思い込み）の解消を図っていく必要があることから，世代や活動の場に応じた効果的

な啓発に取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

（２）基本目標Ⅱ さまざまな分野における男女共同参画の推進 

成果指標 
基準値 

（平成２８年度） 

最新値 

（令和３年度） 

目標 

（令和４年度） 

女性の就業率（２５～４４歳まで） 

（指標③） 

６０．８％

（平成２７年） 

６１．４％

（令和２年） 
６２．０％ 

民間企業の管理職に占める女性の割合 

（課長相当職）（指標④） 
－ １０．０％ １６．０％ 

男性の育児休業取得率（指標⑤） 
５．８％ 

参考値 
２４．９％ １３．０％ 
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○施策の方向３ 雇用の場における女性の活躍の推進 

 

【主な取組】 

＜施策５ 女性の活躍に向けた人材育成支援＞ 

・ 女性のためのキャリアデザイン講座や女性の自立や活躍など自身の生き方を考える

ための講座を実施し，女性の人材育成支援に取り組みました。 

＜施策６ 仕事と子育てや介護等との両立支援＞ 

・ 待機児童を解消するための教育・保育施設等による保育サービスの提供や「ファミリ

ーサポートセンター事業」など子育て支援サービス，放課後等における「宮っ子ステー

ション事業」の実施，また，介護保険事業の着実な実施や介護離職予防講座・家族介護

教室等の実施により，勤労者の仕事と子育てや介護等の両立を支援しました。 

＜施策７ 働きやすい職場環境整備に向けた支援＞ 

・ 性別に関わらず個性や能力を発揮できる職場環境づくりに積極的に取り組む事業者

を表彰し，その優れた取組を市内事業者に波及するための周知や，企業向けワーク・ラ

イフ・バランス実践ガイドブックの配布，中小企業の一般事業主行動計画の策定支援等

に取り組み，企業における働きやすい職場環境づくりを促進しました。また，勤労者や

子育て世代を対象とした仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組む企業へのインター

ンシップ事業を実施し，市民のワーク・ライフ・バランスの促進や若年層からの継続就

労意識の醸成に取り組みました。 

【評価・課題】 

＜評価＞ 女性活躍に向けた人材育成や，仕事と子育て等との両立支援，働きやすい職場環

境整備の促進に取り組み，女性の就業率は上昇したものの目標値には達しておらず，全

国と比較しても低く，女性管理職の割合も目標値を下回っています。一方，男性の育児

休業取得率については，勤労者や子育て世代を対象にした啓発事業の取組のほか，育

児・介護休業法の改正により，取得率が上昇していると考えられます。 

＜課題＞ 女性の就業率を高めることは，女性の経済的自立につながることから，女性の継

続就業や再就職支援の充実が必要であるとともに，より多くの男性が育児休業を取得

女性活躍推進法に基づく一般事業主 

行動計画策定中小企業数（指標⑥） 
３８社 １３２社 １００社 

社会活動に参加する市民の割合 

（指標⑦） 
－ ３６．６％ ６３．０％ 

審議会等委員に占める女性の割合 

（指標⑧） 
２４．６％ ２６．５％ ３０．０％ 

本市職員の管理職に占める女性の割合

（指標⑨） 
１０．８％ １４．９％ １５．０％ 
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できるよう，女性だけでなく，男性にとっても働きやすい職場環境整備を促進していく

必要があります。また，管理職など雇用の場における女性の活躍を推進するため，企業

の女性人材育成支援の充実が必要です。 

 

○施策の方向４ 地域・社会における男女共同参画の推進 

 

【主な取組】 

＜施策８ 女性のチャレンジへの支援＞ 

・ 女性の起業を支援する講座やチャレンジショップの実施，男女共同参画推進センター

における女性向け就職情報の提供，女性の再就職を支援するための就業マッチング事

業等の実施により，働く意欲のある女性の就業や企業を支援しました。 

＜施策９ 地域における男女共同参画の推進＞ 

・ 地域で活動する男女共同参画推進団体と協働で実施する「市民企画講座」の実施や女

性の視点を活かした防災講座，生涯学習センターとの連携により男女共同参画推進講

座等を実施し，地域における男女共同参画の推進に取り組みました。また，スマートフ

ォンを活用した「まちづくり活動応援事業」の実施により，市民の地域活動等への参加

促進に取り組みました。 

【評価・課題】 

＜評価＞ 女性のチャレンジ支援や地域における男女共同参画の推進に取り組みましたが，

新型コロナウイルス感染症の影響による社会活動機会の減少に伴い，社会活動に参加

している人の割合は減少しています。 

＜課題＞ 地域が抱える課題を解決するためには，男女双方の視点が重要であることから，

地域活動における女性の参画を促進する必要があります。また，性別により活動する分

野に偏りが生じており，固定的な役割分担が窺えることから，それらを解消し，男女が

ともに，様々な活動に参加できるよう，地域における男女共同参画を推進する必要があ

ります。 

 

○施策の方向５ 意思決定過程における男女共同参画の推進 

 

【主な取組】 

＜施策 10 市の政策・方針決定過程における女性の登用促進＞ 

・ 審議会や委員会等への女性登用を促進するため，庁内各課への周知啓発や働きかけ

を行うとともに，政策や方針などの意思決定の場に女性が参画出来るよう，女性リーダ

ーを養成する講座に取り組みました。 

・  本市職員については，女性職員のキャリアアップ研修や人事評価・人材育成能力向 

上研修を実施し，女性のキャリア支援に取り組みました。 
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＜施策 11 自営の商工業や農業・林業従事者，地域等における方針決定への女性の参画促進＞ 

・ 男女共同参画広報誌を活用し，様々な分野で活躍する女性の紹介や，女性が意思決定

の場に参画する意義や重要性について広く周知を行いました。 

【評価・課題】 

＜評価＞ 審議会等への女性登用を促進するため，庁内各課への働きかけを行っています

が，「該当分野に女性がいない」等の理由により，目標を達成できていません。 

＜課題＞ 意思決定の場に女性を積極的に登用することは，行政課題の解決に向けた視点

が拡大し，行政サービスの向上につながることが期待できることから，庁内所管課等に

対し，審議会等において積極的な女性登用の働きかけが徹底されるよう周知の強化を

図るとともに，さらなる女性登用に向けた取組を展開していく必要があります。 

 

 

（３）基本目標Ⅲ 人権が守られ尊重される社会に向けた環境整備 

 

○施策の方向６ 男女間におけるあらゆる暴力の根絶 

 

【主な取組】 

＜施策 12 配偶者や恋人からの暴力対策の推進＞ 

・ 地域で活動する民生委員児童委員への啓発講座や，中・高・大学生等を対象としたデ

ートＤＶ防止出前講座の実施により，ＤＶの未然防止や早期発見につなげるための周

知啓発に取り組みました。 

・ 広報紙やチラシの配布，ステッカーの医療機関や公共施設等の女子トイレへの貼付な

ど相談窓口の周知に取り組むとともに，相談員の専門性の向上，被害者の状況に応じた

カウンセリングや法律相談を実施するなど，相談体制の充実に取り組みました。 

 ・ 一時保護など緊急時における関係機関との連携や，保護命令制度の利用により，被害 

者の安全確保に取り組むとともに，被害者が行政手続き等を行う際の同行支援や，被害 

者とその子どもの心身の健康回復に向け，民間支援団体と連携し，自立支援事業の実施 

に取り組みました。 

 ・ 「ＤＶ防止庁内連絡調整会議」や関係機関で構成する「虐待・ＤＶ対策連携会議」 

などを通して，庁内外との情報共有，意見交換など連携強化に取り組みました。 

成果指標 
基準値 

（平成２８年度） 

最新値 

（令和３年度） 

目標 

（令和４年度） 

この１年間に配偶者から暴力を受けた

ことのある女性の割合（指標⑩） 
１８．３％ ２．２％ ０％に近づける 

ＬＧＢＴの言葉の認知度（指標⑪） 
４１．０％ ６６．５％ ５０．０％ 
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＜施策 13 女性に対する性暴力・性犯罪被害等の未然防止＞ 

・ 企業に対するセクハラ等被害防止の周知や，中学生を対象としたＳＮＳを通した性被

害の未然防止講座，ＡＶ出演強要やＪＫビジネス等の被害の未然防止に向けた，広報紙

や啓発チラシによる呼びかけなどの周知啓発，性暴力被害の専用相談窓口の周知等に

取り組みました。 

【評価・課題】 

＜評価＞ ＤＶや性暴力等の未然防止のための意識啓発や，相談や一時保護の支援，自立支

援事業の実施などに取り組み，ＤＶ被害を受けたことのある女性の割合は減少してい

ます。 

＜課題＞ 依然としてＤＶ被害を受けている女性がいることから，被害者が早期の相談に

つながるよう相談窓口のさらなる周知や，若年層からの未然防止啓発に取り組む必要

があります。また，被害者の自立に向けて，被害者一人ひとりの状況に応じた相談・支

援に取り組む必要があります。 

 

○施策の方向７ 性に対する理解促進と性差に応じた健康支援 

 

【主な取組】 

＜施策 14 性についての理解促進＞ 

・ 中学生を対象とした性教育サポート事業や，小中学生を対象とした性といのち   

の健康教育に取り組むとともに，ＬＧＢＴに関する理解促進を図るため，小中学生や市

民を対象とした啓発チラシ・カード等による周知，市民向けの理解促進講座を実施しま

した。 

＜施策 15 性差に応じた健康支援＞ 

・ 女性の健康アップ講演会や啓発パネル展の実施，がん検診や妊産婦検診の実施，不妊

に悩む方への支援，産後ケア事業などに取り組みました。 

【評価・課題】 

＜評価＞ 多様な性に関する理解促進に向けた啓発の実施や社会的関心の高まりにより，

市民のＬＧＢＴの言葉の認知度が高まっています。また，女性の身体的特性や妊娠・出

産などライフステージに留意した健康支援を推進しました。 

＜課題＞ 多様性が尊重され，性的マイノリティの方々が自分らしく生きられるよう，社会

全体での理解促進や取組を進めていく必要があります。 

女性の健康支援については，妊娠・出産期に加え，更年期など，より幅広いライフス

テージに応じた健康支援の充実に取り組む必要があります。 
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４ 「第３次宇都宮市配偶者からの暴力対策基本計画」の評価と課題 

 

本市では，「第３次宇都宮市配偶者からの暴力対策基本計画」に基づき，配偶者からの暴

力対策に関する様々な施策・事業を実施してきました。 

計画に掲げた成果指標の達成状況を踏まえ，これまでの取組を評価し，課題を抽出しまし

た。 

 

 

（１）基本目標Ⅰ ＤＶを許さない社会づくり 

 

○施策の方向１ ＤＶの未然防止対策の推進 

 

【主な取組】 

＜施策１ ＤＶの防止・理解促進に向けた啓発の充実＞ 

・ 地域で活動する民生委員児童委員や，学校関係者，医療機関等へのＤＶの理解促進や，

「うつのみやＤＶ根絶強化月間」（１１月）における広報啓発活動など，広く啓発に取

り組みました。 

＜施策２ 若年層からの意識啓発の充実＞ 

・ 中学生を対象としたデートＤＶ防止パンフレットの配布，中高大学生等を対象とした

デートＤＶ出前講座については，中学校での一部オンライン講座や大学生を対象とし

た参加型ＤＶ防止出前講座を実施するなど，コロナ下においても若年層の意識醸成に

取り組みました。 

 

 

成果指標 
基準値 

（平成２８年度） 

最新値 

（令和３年度） 

目標 

（令和４年度） 

配偶者からの暴力に

ついて相談できる窓

口を知っている市民

の割合（指標①） 

 

参考値 

４７．８％ 

※市配偶者暴力相談支援セン

ターのみ 

（参考値 ６７．８％） 

※市配偶者暴力相談支援セ

ンター４８．４％， 

国の SNS 等を活用した相談

１９．４％＊ 

＊国の窓口に相談があった

件数のうち，R2に拡充され

た SNS 等を活用した相談件

数の割合から推定し算出 

７０．０％ 

※市配偶者暴力相談

支援センターのほ

か，県・国等の相談

機関の窓口 

この１年間に配偶者

から暴力を受けたと

きに相談した女性の

割合（指標②） 

３４．７％      ３２．７％   ４８．０％ 
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＜施策３ 人権教育や男女共同参画の意識づくりの充実＞ 

・ 女性に対する暴力の背景の一つとされる固定的性別役割分担意識の解消に向け，小学

生を対象とした男女共同参画教育資料の配布や，教職員を対象とした研修の実施，人権

擁護委員と連携した人権啓発事業により，若年層からの男女共同参画意識の醸成に取

り組みました。 

【評価・課題】 

＜評価＞ ＤＶの防止・理解促進に向けて，民生委員等や中・高・大学等での出前講座に取

り組み，啓発を着実に進めてきました。しかし，新型コロナウイルス感染症の影響によ

り，中学校等でのデートＤＶ防止出前講座が中止になるなど，今後の取組の検討が必要

な状況であります。 

＜課題＞ 市民への更なる周知や，地域で活動する民生委員児童委員等に対する啓発に取

り組み，ＤＶの未然防止や早期発見につなげていく必要があります。また，ＤＶを未然

に防止するためには，若年層からの意識啓発が効果的であることから，より多くの学校

等で継続的に啓発機会を設けられるよう，デジタルを活用した出前講座等の拡充や教

育機関への積極的な働きかけを行っていく必要があります。 

 

（２）基本目標Ⅱ 相談から自立に向けた切れ目のない支援体制の充実 

 

○施策の方向２ 相談体制の充実 

○施策の方向３ 緊急時における被害者の安全の確保 

○施策の方向４ 被害者の自立支援体制の充実 

 

【主な取組】 

＜施策４ 相談窓口の周知の強化＞ 

・ 広報紙やリーフレットの配布，ステッカーの医療機関等の女子トイレへの貼付による

周知のほか，コロナ下において不安や困難を抱える女性を支援する「つながりサポート

女性支援事業」をＮＰＯ等と連携して実施する中で，本市窓口や国が令和２年度から開

始した２４時間相談可能な「ＤＶ相談＋（プラス）」など，更なる相談窓口の周知に取

り組みました。 

＜施策５ 配偶者暴力相談支援センターの相談機能の充実＞ 

・ 相談員の専門性向上に向けた研修や，被害者の状況に応じてカウンセリングや法律相

談を実施するとともに，児童虐待担当課など関係部署との情報共有・意見交換を行い適

切に対応するなど，相談機能の充実に取り組みました。 

＜施策６ 一時保護における関係機関との連携＞ 

＜施策７ 保護命令制度の利用＞ 

・ とちぎ男女共同参画センターや警察と連携し，一時保護など緊急時における被害者と
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その子どもの安全確保や，一時保護施設への同行支援，被害者が保護命令の申し立てを

行う際の支援等に取り組みました。 

＜施策８ 被害者の自立に向けた各種情報の提供＞ 

＜施策９ 被害者の自立に向けた各種生活支援の充実＞ 

・ 相談員による各種就労支援事業の情報提供や，日常生活や子育て支援の情報提供を行

いました。 

・ 市営住宅への優先入居や，民間支援団体が被害者の自立のために行う「ステップハウ

ス事業」への助成を通して住宅確保を支援するとともに，就労に結び付きやすいＩＴ講

座の実施，ひとり親家庭を対象とした母子・父子自立支援員による就労や貸付金などの

相談など，生活支援に取り組みました。 

＜施策 10 被害者の心のケアの充実＞ 

＜施策 11 被害者の子どもへの支援の充実＞ 

＜施策 12 民間支援団体との連携による自立支援事業の充実＞ 

・ 民間支援団体と連携し，大きなダメージを受けた被害者とその子どもの心身の回復に

向けた各種講座やイベント，自助グループ活動，弁護士による専門相談等を行い，被害

者の自立支援に取り組みました。 

・ 被害者の子どもが安全に就学できるよう教育委員会等と連携し，適切な情報管理を行

うとともに，被害者が安心して就労できるよう保育所の優先入所の配慮の支援を行い

ました。 

【評価・課題】 

＜評価＞  

・ 相談窓口の周知やＤＶ未然防止啓発に取り組んだことで，ＤＶ被害を受けたことのあ

る女性の割合は減少しています。また，他市での配偶者暴力相談支援センターの新設や

国の実施するＳＮＳ等を利用した相談の開始など，相談の受け皿が増強されたことに

より，本市への相談が減少していると考えられます。 

・ 相談から一時保護の支援，被害者の自立支援まで，関係部署・関係機関や民間支援団

体等と連携し，切れ目のない支援に着実に取り組んでいますが，新型コロナウイルス感

染症の影響により，被害者とその子どもを対象とした自立支援事業の各種講座等が中

止になるなど，今後の取組の検討が必要な状況です。 

＜課題＞  

・ 今後，更に被害者が適切に相談につながるよう，相談窓口があることについて効果的

に周知し，早期の相談につなげていく必要があります。 

・ 被害者とその子どもは長期に渡り心身の不調が続くことから，心身を回復し，着実に

自立に向かうことができるよう，児童福祉部門や関係機関，民間支援団体等との連携を

強化し，自立支援の充実を図る必要があります。 
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（３）基本目標Ⅲ 関係機関等との連携の充実 

 

○施策の方向５ 関係機関等との連携・協働によるＤＶ対策の推進 

 

【主な取組】 

＜施策 13 関係部署・関係機関等との連携強化＞ 

・ 「ＤＶ防止庁内連絡調整会議」や関係機関で構成する「虐待・ＤＶ対策連携会議」な

どを通して，庁内外の情報共有，意見交換等を行うとともに，複雑な事案については必

要に応じて関係部署・関係機関とケース会議を開催するなど，連携を図りながら相談支

援に取り組みました。また，被害者の二次被害を防止するための関係職員に対する研修

や，本市の各種手続き窓口等での「パープルカード」の提示による被害者への配慮に取

り組みました。 

＜施策 14 他市町との連携＞ 

・ 他市町村から本市に避難した被害者や他市町村に避難した被害者に関する情報を共

有し，円滑な保護や自立を支援しました。 

【評価・課題】 

＜評価＞ 連携会議やケース会議の実施により，虐待等に係る部署等と連携して被害者の

状況に応じた相談支援に着実に取り組んでいますが，相談件数の減少に伴い連携した

相談事案件数も減少しているところです。 

＜課題＞ 被害者が抱える様々な問題や悩みに的確かつ迅速に対応するためには，関係部

署・関係機関との連携が重要であることから，引き続き，関係部署・関係機関との連携

によるＤＶ対策を進める必要があります。 
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５ 課題の総括 

男女共同参画をめぐる社会の動向，令和３年度男女共同参画に関する市民・事業所・児

童意識調査，第４次行動計画の取組評価等から導き出された課題の総括は次のとおりで

す。 
 

 

■ 世代や活動の場に応じた固定的性別役割分担意識解消に向けた取組が必要 
 

● 固定的性別役割分担意識の解消に向けた各世代の意識醸成 

・ 本市では，若年女性の首都圏への転出が続いており，地域活力の低下が懸念されて

います。全国的に，若年女性が転出している理由として，地方に「雇用者側に性別によ

る役割分担意識が残っている」など，地方に根強く固定的な性別役割分担意識が残って

いることが指摘されている中，本市では，「社会通念・慣習や職場，自治会等において，

『男性優位』と感じている女性の割合」は高く，また，中高年の男性に固定的性別役割

分担意識が高い状況となっていることから，アンコンシャス・バイアス（無意識の思い

込み）を含めた固定的性別役割分担意識の解消に向け，各世代や活動の場に応じた意識

啓発が必要です。 
 ● 女性活躍に向けた企業の意識醸成 

・ 本市の民間企業における女性管理職の割合が低い状況であり，「能力の面で女性の適

任者がいない」，「管理業務は女性に向いていない」と考える経営者や管理職の意識が女

性の活躍を阻害する一因となることから，女性のキャリア形成支援や固定的性別役割

分担意識の解消など企業における経営者・管理職の意識変革に向けた取組が必要です。 
 

 

■ 女性の経済的自立や活躍に向けた取組と男性の家庭参画を含めたワーク・ライフ・バラ

ンスの推進が必要 
 

 ● 女性の経済的自立や活躍に向けた環境整備 

・ 人生１００年時代を迎え，一人ひとりの人生と家族形態が変化・多様化している中

で，本市の女性の就労形態は，男性に比べ，より不安定な非正規雇用が多い状況である

ことから，女性の経済的自立を可能とする環境を整備する必要があります。 
・ 国においては，女性の経済的自立に向けて，「女性デジタル人材育成」の推進が打ち

出され，女性のデジタルスキルの向上と就労支援が求められています。また，本市女性

においては，再就職に必要なこととして，「フレックスタイム制度の導入」など柔軟な

働き方が求められていますが，現状では，「フレックスタイム制度」や「在宅勤務（テ

レワーク）」を導入している企業が少ないことから，就労の基礎的スキルに加え，企業

における柔軟な働き方の促進や，女性の柔軟な働き方を可能にするデジタルスキルの

習得支援，就労支援が必要です。 
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● 若年女性の転出防止に向けた雇用環境整備 

・ 本市において，若年女性の首都圏への転出超過が続く中，本市の若年女性において

も，多様な働き方やキャリアアップができる環境などを求めており，若年女性のニーズ

を踏まえた雇用の受け皿の確保や環境整備が必要です。 
● 男性の家庭参画促進に向けた男性自身と企業の意識醸成 

・ 本市の女性全体の就業率や子育て期に当たる女性の就業率は増加していますが，子 
育て期の女性においては，再就職に「夫の理解や家事・育児などへの参加」を求めて 
いること，また，家事や育児など，家庭生活における女性の負担は依然として大きい 
ことから，男性自身の家事・育児への理解を深め実践につながる取組を充実し，より 
一層，男性の家庭参画を促す必要があります。 

・ 男性の家庭参画を促すためには，「職場の理解」が必要とされており，育児休業の取 
得について，本市では，「職場に取りやすい雰囲気がない」などの意見が多いことから， 
企業において，経営者・管理職の意識醸成や男性従業員が家事・育児に参加できる職 
場風土づくりなど企業における取組を促進していく必要があります。 

● 地域活動における女性の参画促進 

・ 本市の自治会長や防災会議に占める女性の割合は，全国と比べて低い状況にありま 
す。地域社会が抱える課題を解決するためには，男女双方の視点がより重要であるこ 
とから，地域活動における女性の参画を促進することが必要です。 

・ 本市の地域活動における女性の参画促進に向けては，性別により活動する分野に偏 
りがみられ，固定的な役割分担が窺えることから，男女が共に，様々な活動に参加で 
きるよう，それらの解消に向け，効果的な意識啓発を行っていくことが必要です。 

● 本市の政策・方針決定過程への女性の参画促進 

・ 本市の審議会等における女性登用状況は国や県と比較し低い状況であり，積極的な 
女性登用の働きかけがなされるよう，庁内所管課に対する周知の強化を図るとともに， 
更なる女性登用に向けた取組が必要であること，また，女性リーダーの育成に取り組 
むことが必要です。 

 

 

■ ＤＶのみならず，困難な問題を抱える女性への幅広い支援が必要 
 

● ＤＶ防止に向けた更なる周知啓発と未然防止 

・ 本市の配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数や県配偶者暴力相談支援セ  
ンターにおけるＤＶ被害者の一時保護件数は減少していますが，５年以上の長期間  
に渡り加害者から暴力を受けていた被害者が多い状況であり，また，被害者が相談に 
行くまでに時間がかかった理由として，「自分さえ我慢すればやっていけると思った」 
や「どこに相談してよいのかわからなかった」との回答も多いことから，ＤＶ被害の 
潜在化を防ぐため，相談窓口を広く周知していくことや未然防止の啓発が必要です。 
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  ●ＤＶ被害者とその子どもの自立に向けた支援の充実 

・ 本市における，加害者から離れた被害者の多くが，長期に渡り精神面での不調など

不安を抱えており，心身の健康回復や就労など自立に向けた支援が必要であること，

また，ＤＶ被害者の子どもの多くが身体的虐待や心理的虐待などを受けており，「専

門医によるケア」や「居場所」が求められていることから，民間支援団体などと連携

した自立支援の充実が必要です。 
●困難を抱える女性への支援 

  ・ コロナ下で，不安や困難を抱える女性が増加するなどの社会環境の変化や，令和４

年の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の成立などに伴い，女性の孤

立化・潜在化する悩みに対応するため，身近な地域における多様な支援が必要です。 
●社会全体での多様な性についての理解と取組の促進 

・ ＳＤＧｓの目標である「ジェンダー平等」が世界的潮流となる中，本市のＬＧＢＴ

の認知度は着実に上がっていますが，一方で性的マイノリティの方々の人権を守る

必要性への理解が十分でない状況にあることや，企業においても性的マイノリティ

に関する取組に当たり，行政に対し情報提供などの支援を求めていることから，社会

全体での理解促進のほか，企業における理解や取組促進に向けた支援を行っていく

ことが必要です。 
●女性の健康への理解促進と健康支援 

・ 人生１００年時代を迎える中，本市女性においては，自身の健康について，パート

ナーに「理解されている」とした割合が全ての世代で低下していることから，妊娠，

出産，更年期や女性特有の疾患等，女性の健康に対する理解を深められるよう，性差

やライフステージに応じた正しい健康知識や情報の提供，健康支援が必要です。 
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１ 基本理念 

本計画は，男女共同参画社会の実現を目指し，男女共同参画推進施策を総合的かつ一体

的に取り組むために策定するものであり，「宇都宮市男女共同参画推進条例」第３条に規定

する基本理念を，本計画の基本理念とします。 
 
 

基 本 理 念 

（男女共同参画推進条例第３条） 

 
 １ 男女の個人としての尊厳の尊重 

  男女が，個人としての尊厳が重んじられ，性別による差別的取り扱いを受けること

なく，個人として能力を発揮する機会が確保されること。 
 
 ２ 性別役割分担を反映した慣行にとらわれない活動の自由な選択 

  男女が，性別による固定的な役割分担を反映した慣行にとらわれることなく，社会

のあらゆる分野における活動を自由に選択できるようにすること。 
 
 ３ 方針の立案及び決定への参画機会の確保 

  男女が，社会の対等な構成員として，社会のあらゆる分野における方針の立案及び

決定に参画する機会が確保されること。 
 
 ４ 家庭生活における活動と他の活動との両立 

  男女が，相互の協力及び社会の支援の下，子の養育，家族の介護その他の家庭生活

における活動と当該活動以外の活動とを両立して行うことができるようにすること。 
 
 ５ 男女の生涯にわたる健康の確保 

  男女が，互いの身体的特徴及び性について理解を深め，尊重し合うことにより，生

涯にわたり健康な生活を営むことができるようにすること。 
 
 ６ 国際社会における動向の留意と協調 

  男女共同参画の推進と密接な関係を有する国際社会の動向に留意し，協調して行わ

れること。 

 

第４章 計画の基本的な考え方 

第４章 計画の基本的な考え方 
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２ 目指すべき姿 

本計画においては，基本理念や現行計画の本市の現状等から導き出された課題を基に，

計画期間の５年後を見据えた男女共同参画社会を表現し，市民・事業者・行政が一体とな

ってその実現に向けてそれぞれが責務を果たし，総合的かつ一体的に取り組むため，本市

の「目指すべき姿」を設定しました。  

 

多様な価値観が尊重され， 

人と人とのつながりを大切にし，誰もが活躍できる社会 

 
 

 

 

 

 

３ 基本目標 

「宇都宮市男女共同参画推進条例」に掲げる基本理念の実現に向けて，次の３つを「第

５次宇都宮市男女共同参画行動計画」の基本目標として定めます。 

 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識の浸透 

 あらゆる世代や活動の場において，固定的性別役割分担意識の解消に向けて，一人ひと

りが正しい理解と認識を深め，男女共同参画の視点を持ちながら，行動する社会を目指し

ます。 

 

基本目標Ⅱ さまざまな分野における男女共同参画の推進 

 誰もが，自らの希望に沿って，仕事や家庭生活，地域活動などさまざまな分野に参画し，

個々の能力を発揮しながら活躍する社会を目指します。 

 

基本目標Ⅲ 一人ひとりの人権が尊重された社会づくり 

 すべての人が個人としての人権を尊重し，互いの身体的性差を理解し合いながら，安心

して暮らせる社会を目指します。 

 

 

第４章 計画の基本的な考え方 

人生１００年時代を迎え，一人ひとりの人生が多様化する中，あらゆる人が互いの

価値観を尊重し合い，人と人とのつながりを大切にしながら，性別に関わらず誰もが

さまざまな分野で活躍できる社会を目指すもの 
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４ 目標値の考え方 

 計画の達成度や主な事業の進捗状況を定期的に把握・評価し，施策の推進における課題

等を見出し，効果的に計画を推進するため，成果指標を設定します。 

 

成果指標 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識の浸透 

 成果指標 
過去値 

（平成２８年度） 

現在値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和９年度） 

１ 「夫は外で働き，妻は家庭を守るべきで

ある」と考える市民の割合 

（賛成又はどちらかと言えば賛成の割合） 

２７．９％ 

（平成３０年度） 
２１．８％ １２％ 

２ 社会全体における男女の地位が平等で

あると感じている市民の割合 
１２．７％ １３．１％ ２５％ 

 

基本目標Ⅱ さまざまな分野における男女共同参画の推進 

成果指標 
過去値 

（平成２８年度） 

現在値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和９年度） 

３ 女性の就業率（２５～４４歳まで） ６０．８％ 

（平成２７年） 

６１．４％ 

（令和２年） 

６７％ 

 

４ 民間企業の管理職に占める女性の割合 

（課長相当職） 
－ １０．０％ ２０％ 

５ 男性の育児休業取得率 
－ 

参考値 

２４．９％ 
３８％ 

６ ワーク・ライフ・バランスに積極的に取

り組み，効果が出ていると感じている事業

所の割合 

１１．６％ ２３．１％ ４６％ 

７ 社会活動に参加する市民の割合※１ 
－ ３６．６％ ４６％ 

８ 審議会等委員に占める女性の割合 
２４．６％ ２６．５％ ４０％ 

※１ ＰＴＡ，生涯学習，スポーツ，ＮＰＯ，ボランティア活動など 

 

 

 

第４章 計画の基本的な考え方 
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基本目標Ⅲ 一人ひとりの人権が尊重された社会づくり 

成果指標 
過去値 

（平成２８年度） 

現在値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和９年度） 

９ この１年間に配偶者から暴力を受けたこ

とのある女性の割合 
１８．３％ ２．２％ ０％に近づける 

１０ 女性に対する暴力や様々な悩みなどの

相談窓口を知っている市民の割合※２ 

参考値 

４７．８％ 

参考値 

４８．４％ 
７８％ 

１１ この１年間に配偶者から暴力を受けた

ときに相談した女性の割合 
３４．７％ ３２．７％ ４５％ 

１２ つながりサポート女性支援事業におい

て連携したＮＰＯ等の数 
－ ５６団体 ９０団体 

１３ ＬＧＢＴＱの言葉も内容も知っている

市民の割合 
４１．０％ ６６．５％ ９０％ 

※２ 市女性相談所・配偶者暴力相談支援センターのほか，県・国等の相談機関の窓口 

 

５ 重点施策の考え方 

本市を取り巻く社会環境，本市の現状，「第４次宇都宮市男女共同参画行動計画」の評価

を踏まえて抽出された課題に対し，３つの基本目標の達成に向け，効果的な施策を「重点

施策」として定め，取り組みます。 
 

「基本目標Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識の浸透」の重点施策 

・ 活動の場に応じた固定的性別役割分担意識の解消 

 

「基本目標Ⅱ さまざまな分野における男女共同参画の推進」の重点施策 

 ・ 女性の活躍に向けた人材育成・就労支援 

 ・ 男性の家庭参画の促進 

・ 地域における男女共同参画の推進 

 ・ 市の政策・方針決定過程における女性の登用促進 

 

「基本目標Ⅲ 一人ひとりの人権が尊重された社会づくり」の重点施策 

 ・ 配偶者等からの暴力対策の推進とＤＶ被害者等への支援の充実 

 ・ 不安や困難を抱える女性への支援 

 ・ 多様な性についての理解促進 

第４章 計画の基本的な考え方 
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第５章 施策の展開 

+ 

１ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５章 施策の展開 

基本目標 

Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向

けた意識の浸透 

 
あらゆる世代や活動の場において，固

定的性別役割分担意識の解消に向けて，

一人ひとりが正しい理解と認識を深め，

男女共同参画の視点を持ちながら，行動

する社会を目指します。 

施策の方向 

１ 固定的性別役割分担意識の解

消や慣行の見直し 

２ 男女共同参画の視点に立った

教育・学習機会の充実 

３ 雇用の場における女性の活躍

とワーク・ライフ・バランスの推

進 

４ 地域・社会における男女共同参

画の推進 

５ 政策・方針決定過程における男

女共同参画の推進 

６ 女性等に対するあらゆる暴力

の根絶 

７ 困難を抱える女性への支援 

 

Ⅱ さまざまな分野における男女

共同参画の推進 

 
誰もが，自らの希望に沿って，仕事や

家庭生活，地域活動などさまざまな分野

に参画し，個々の能力を発揮しながら活

躍する社会を目指します。 

 

Ⅲ 一人ひとりの人権が尊重され

た社会づくり 

 

すべての人が個人としての人権を尊重

し，互いの身体的性差を理解し合いなが

ら，安心して暮らせる社会を目指します。 

８ 多様な性を尊重する社会づく

りと性差に応じた健康支援 



 

57 
 

第５章 施策の展開 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策 

番号 

重点 

施策 

★女性活躍 

推進法対応 

☆ＤＶ防止

法対応 

施   策 

①   世代に応じた固定的性別役割分担意識の解消 

② ● ★ 活動の場に応じた固定的性別役割分担意識の解消 

③   若年層における男女共同参画の教育の推進 

④   男女共同参画の学習機会の充実 

⑤   男女共同参画についての広報・啓発活動 

⑥ ● ★ 女性の活躍に向けた人材育成・就労支援 

⑦  ★ 仕事と子育てや介護等との両立支援 

⑧  ★ 働きやすい職場環境整備に向けた支援 

⑨ ● ★ 男性の家庭参画の促進 

⑩  ★ 女性のチャレンジへの支援 

⑪ ●  地域における男女共同参画の推進 

⑫ ● ★ 市の政策・方針決定過程における女性の登用促進 

⑬  ★ 
自営の商工業や農業・林業従事者，地域等における方針決

定への女性の参画促進 

⑭ ● ☆ 
配偶者等からの暴力対策の推進とＤＶ被害者等への支援の

充実 

⑮   女性に対する性暴力・性犯罪被害等の未然防止 

⑯ ●  不安や困難を抱える女性への支援 

⑰ ●  多様な性についての理解促進 

⑱   性についての教育・学習機会の充実 

⑲   性差に応じた生涯にわたる健康支援 
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第５章 施策の展開 

２ 計画の施策と事業 

基
本
目
標 

施
策
の
方
向 

施  策 事  業 

重
点
施
策 

Ｄ
Ｖ
防
止
法
☆ 

女
性
活
躍
進
法
★ 

 施策の名称 
方
向
性 

№ 事業の名称 

Ⅰ 

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向
け
た
意
識
の
浸
透 

１ 

固
定
的
性
別
役
割
分
担
意
識
の
解
消
や

慣
行
の
見
直
し 

  ①世代に応じた固定的性別役割分担意識の解消 
拡充 １ 男女共同参画推進センターによる啓発講座等の実施 

拡充 ２ 
生涯学習センターとの連携による男女共同参画推進講座等の

実施 

● ★ ②活動の場に応じた固定的性別役割分担意識の解消 

新規 ３ 企業における男女共同参画に向けた理解促進 

新規 ４ 地域活動における女性参画に向けた意識醸成 

継続 ５ 親学出前講座の充実 

継続 ６ 男女共同参画の視点を踏まえた保育研修会の実施 

継続 ７ 本市職員への人権研修，ハラスメント防止研修の実施 

拡充 ８ 課長級マネジメント（基礎・実践編）研修の実施 

２ 

男
女
共
同
参
画
の
視
点
に
立
っ
た
教
育･

学
習
機
会
の
充
実 

  ③若年層における男女共同参画の教育の推進 

継続 ９ 小・中・高・大学生等への出前講座の実施 

拡充 １０ 小・中学生への男女共同参画の啓発 

継続 １１ 小・中学校における人権教育の推進 

継続 １２ 小・中学生へのキャリア教育の実施 

拡充 １３ 女子へのキャリア教育支援 

  ④男女共同参画の学習機会の充実 

拡充 １４ 男女共同参画推進センターによる啓発講座等の実施（再掲） 

拡充 １５ 
生涯学習センターとの連携による男女共同参画推進講座等の

実施（再掲） 

継続 １６ ママパパ学級の実施 

継続 １７ 市民企画講座の実施 

 

 

⑤男女共同参画についての広報・啓発活動 

拡充 １８ 市民への広報・啓発の実施 

継続 １９ 本市職員への啓発の実施 

継続 ２０ 男女共同参画表現ガイドラインの周知 

継続 ２１ 男女共同参画情報誌「ぱーとなーしっぷ」の発行 

継続 ２２ 親学と子どもの情報誌「こどもるっくる」の発行 

Ⅱ 

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進 

 
 

 

３ 

雇
用
の
場
に
お
け
る
女
性
の
活
躍
と
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・ 

バ
ラ
ン
ス
の
推
進 

● ★ 
 

⑥女性の活躍に向けた人材育成・就労支援 

継続 ２３ 女性のキャリアアップ講座等の実施 

拡充 ２４ 中小企業における女性活躍促進事業 

継続 ２５ 中小企業における一般事業主行動計画策定支援 

新規 ２６ 女性のデジタルスキル習得・就労支援事業 

新規 ２７ 移住定住の促進 

 ★ ⑦仕事と子育てや介護等との両立支援 

継続 ２８ 一時預かり事業 

継続 ２９ 教育・保育施設・地域型保育事業による供給体制の確保 

継続 ３０ 延長保育事業 

継続 ３１ 病児保育事業 

継続 ３２ 発達支援児保育の推進 

新規 ３３ 送迎保育ステーション事業 

新規 ３４ 宮っこ子育てアプリ 
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第５章 施策の展開 

継続 ３５ ファミリーサポートセンター事業 

継続 ３６ 宮っ子ステーション事業 

継続 ３７ 仕事と育児・介護等の両立に向けた意識啓発等の実施 

新規 ３８ 仕事と子育て家庭のインターンシップ事業 

継続 ３９ 結婚活動支援事業 

継続 ４０ 介護保険事業 

継続 ４１ 家族介護教室の実施 
 

★ ⑧働きやすい職場環境整備に向けた支援 

継続 ４２ 男女共同参画推進事業者表彰（きらり大賞）の実施 

継続 ４３ 事業所における従業員の健康づくりの促進 

継続 ４４ 勤労者向けのワーク・ライフ・バランスの意識啓発の実施 

継続 ４５ ワーク・ライフ・バランス実践ガイドブックの配布 

継続 ４６ 労働環境啓発ウェブサイトの作成・周知 

継続 ４７ 「宇都宮まちづくり貢献企業認証制度」の認証 

拡充 ４８ 
中小企業における女性活躍促進及び一般事業主行動計画策

定支援（再掲） 

継続 ４９ 多様で柔軟な働き方の推進 

継続 ５０ 労働相談の実施 

継続 ５１ ＩＣＴ利活用の促進 

継続 ５２ オフィス企業立地支援補助金 

● ★ ⑨男性の家庭参画の促進 

継続 ５３ 男性の家庭参画促進 

新規 ５４ 企業における男性の育児休業取得促進事業 

継続 ５５ ママパパ学級の実施（再掲） 

４ 

地
域
・
社
会
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進 

 ★ ⑩女性のチャレンジへの支援 

継続 ５６ 起業講座の実施や創業相談支援等の情報提供 

継続 ５７ 就職マッチング事業 

継続 ５８ 自立支援給付金事業 

拡充 ５９ 学び直しの支援 

新規 ６０ 移住定住の促進（再掲） 

●  ⑪地域における男女共同参画の推進 

継続 ６１ 市民企画講座の実施（再掲） 

継続 ６２ 地域における女性リーダー育成 

継続 ６３ 防災活動や災害発生時における男女共同参画の推進 

継続 ６４ まちづくり活動応援事業 

継続 ６５ 親学出前講座の充実（再掲） 

拡充 ６６ 
生涯学習センターとの連携による男女共同参画推進講座等の

実施（再掲） 

拡充 ６７ 栃木県男女共同参画地域推進員との協働 

新規 ６８ 女性や女性団体の活躍に向けた支援 

継続 ６９ 家族経営協定締結促進事業 

５ 

政
策
・
方
針
決
定

過
程
に
お
け
る
男
女

共
同
参
画
の
推
進 

● ★ ⑫市の政策・方針決定過程における女性の登用促進 

拡充 ７０ 審議会・委員会等への女性登用促進 

新規 ７１ 女性人材バンクの設置・活用 

継続 ７２ 本市職員へのキャリア・アップ研修の実施 

 ★ 
⑬自営の商工業や農業・林業従事者，地域等における

方針決定への女性の参画促進 
継続 ７３ 管理職・役員等への女性登用促進に向けた啓発 

 

６ 

女
性
等
に

対
す
る
あ
ら

ゆ
る
暴
力
の

根
絶 

● ☆ 
⑭配偶者等からの暴力対策の推進とＤＶ被害者等へ

の支援の充実 

継続 ７４ ＤＶの防止・理解促進に向けた啓発の充実 

拡充 ７５ 若年層からの意識啓発の充実 

拡充 ７６ 相談窓口の周知の強化 

Ⅱ 

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進 

３ 

雇
用
の
場
に
お
け
る
女
性
の
活
躍
と
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
推
進 
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継続 ７７ 配偶者暴力相談支援センターの相談機能の充実 

継続 ７８ 一時保護における関係機関との連携 

継続 ７９ 保護命令制度の利用 

継続 ８０ 被害者の自立に向けた各種生活支援の充実 

拡充 ８１ 被害者の心のケアの充実 

拡充 ８２ 被害者の子どもへの支援の充実 

拡充 ８３ 民間支援団体との連携による自立支援事業の充実 

新規 ８４ 宮っこの居場所づくり事業 

拡充 ８５ 関係部署・関係機関等との連携強化 

  ⑮女性に対する性暴力・性犯罪被害等の未然防止 

継続 ８６ セクハラ等被害防止啓発の実施 

継続 ８７ 性暴力・性的被害等の未然防止 

継続 ８８ 
ストーカー被害者等に対する相談体制の充実と被害防止のた

めの啓発 

継続 ８９ 青少年の性的被害未然防止の啓発 

継続 ９０ ＳＮＳを通した被害等の未然防止 

７ 

困
難
を
抱
え

る
女
性
へ
の
支
援 

●  ⑯不安や困難を抱える女性への支援 

新規 ９１ 
つながりサポート女性支援事業等による困難を抱える女性支

援の強化 

新規 ９２ 地域共生社会の構築に向けた重層的支援体制整備事業 

新規 ９３ 宮っこの居場所づくり事業（再掲） 

８ 

多
様
な
性
を
尊
重
す
る
社
会
づ
く
り
と
性
差
に
応
じ
た
健
康
支
援 

●  ⑰多様な性についての理解促進 

継続 ９４ ＬＧＢＴＱに関する理解促進 

拡充 ９５ 「性的マイノリティ」とされる児童生徒への対応 

新規 ９６ 企業における多様な性の理解促進事業 

新規 ９７ とちぎパートナーシップ宣誓制度の活用 

  ⑱性についての教育・学習機会の充実 

継続 ９８ 性教育サポート事業 

継続 ９９ エイズ予防啓発普及活動の実施 

継続 100 性といのちの健康教育の実施 

継続 101 男女共同参画の視点を踏まえた保育研修会の実施（再掲） 

  ⑲性差に応じた生涯にわたる健康支援 

拡充 102 性差に応じた健康についての理解促進 

継続 103 がん検診の実施 

継続 104 女性の健康力アップ事業 

継続 105 妊産婦健康診査の実施 

継続 106 不妊に悩む人への支援 

継続 107 こころの健康づくり対策 

継続 108 産後ケア事業等の実施 

 

Ⅲ 

一
人
ひ
と
り
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
た
社
会
づ
く
り 

６ 

女
性
等
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶 



 

61 
 

第５章 施策の展開 

３ 施策の具体的な展開                              

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識の浸透 

 

 

市民意識調査によると，固定的性別役割分担意識は，徐々に解消されてきてはいますが，

依然として男性シニア層に根強く残っている状況です。また，慣習や地域社会，家庭，職

場など活動の場における男女の地位の平等感については，全国と比較すると低い状況にな

っています。 

このため，働き方や暮らし方の根底にある固定的性別役割分担意識やアンコンシャス・

バイアスの解消，慣行の見直しに向けて，世代や活動の場に応じたきめ細やかな啓発等の

取組を推進します。 

 

施策１ 世代に応じた固定的性別役割分担意識の解消 

事業

番号 
事 業 担当課 

１ 

男女共同参画推進センターによる啓発講座等の実施 

固定的性別役割分担意識やアンコンシャス・バイアスの解消に向け，

男性シニア層など世代に応じて，講座やパンフレット等による啓発を実

施する。 

男女共同参画課 

２ 

生涯学習センターとの連携による男女共同参画推進講座等の実施 

 各地域における生涯学習活動において，各世代が男女共同参画につい

ても学ぶ機会を増やすため，生涯学習センターと男女共同参画推進セン

ターの共催による講座の実施や男女共同参画推進センターが講座プログ

ラムを提供する。 

男女共同参画課 

生涯学習課 

 

施策２ 活動の場に応じた固定的性別役割分担意識の解消重点施策 女性活躍推進法対応 

事業

番号 
事 業 担当課 

３ 

新規 企業における男女共同参画に向けた理解促進 

 企業において，固定的性別役割分担意識やアンコンシャス・バイアス

の解消が図られるよう，男性の育児休業取得促進や，女性活躍の推進な

ど，あらゆる視点から男女共同参画意識の醸成に向けセミナー等を実施

する。 

男女共同参画課 

施策の方向１ 固定的性別役割分担意識の解消や慣行の見直し 
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４ 

新規 地域活動における女性参画に向けた意識醸成 

 地域において「男女共同参画・女性活躍」の意識醸成のため，シンポ

ジウムや女性活躍の事例集の作成，事例発表の場などを活用した啓発を

実施する。 

男女共同参画課

みんなでまちづ

くり課 

５ 

親学出前講座の充実 

 保護者の家庭教育に対する意識の高揚を図り，もって家庭の教育力の

向上を図ることを目的として，学校や保育園，幼稚園，サークル等から

の要請により，保護者の集まる機会に，職員等が親学に関する講座を実

施する。 

生涯学習課 

６ 

男女共同参画の視点を踏まえた保育研修会の実施 

 子どもの頃から男女共同参画意識を醸成するため，ジェンダー平等の

視点を踏まえた保育がなされるよう，幼児教育に携わる保育士を対象と

した研修会を実施する。 

男女共同参画課 

保育課 

７ 

本市職員への人権研修，ハラスメント防止研修の実施 

 本市職員の人権及び男女共同参画意識の醸成を図るため，新採用職員

や監督職等を対象とした人権研修，「ハラスメント防止ガイドライン」を

踏まえたハラスメント防止研修を実施する。 

人事課 

男女共同参画課 

８ 

課長級マネジメント（基礎・実践編）研修の実施 

 本市職員における管理監督者のマネジメント力の強化のため，性別等

に対する無意識の固定観念・思い込み等の解消や組織全体でワーク・ラ

イフ・バランスを推進していく風土づくりの視点を取り入れた研修を実

施する。 

人事課 
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男女共同参画課社会を実現するためには，男女が社会における対等な構成員であること

を理解した上で，一人ひとりが希望する生き方を選択し，個性や能力を発揮しながら，自

立して生きていけるよう，子どもの頃から学習することや有意義な情報を得ることが重要

です。 

このため，男女共同参画に関する教育や人権教育，将来の職業選択につながるキャリア

教育など，幼少期から学ぶ機会の提供や，市民へのさまざまな媒体を活用した情報発信を

通して，男女共同参画意識を醸成する取組を推進します。 

 

施策３ 若年層における男女共同参画の教育の推進 

事業

番号 
事 業 担当課 

９ 

小・中・高・大学生等への出前講座の実施 

 一人ひとりが男女共同参画意識を持って行動できるようにするため

には，基本的な人間性や社会性を身につける時期からの継続的な教育

が重要であることから，若年層における男女共同参画について学ぶ機

会として，教育委員会等と連携し，啓発を実施する。 

男女共同参画課 

１０ 

小・中学生への男女共同参画の啓発 

 基本的な社会性を身に付ける時期から，男女共同参画についての意

識の醸成を図るため，小学生向け男女共同参画教育参考資料「かがや

き」の改訂や中学生向けデートＤＶ防止啓発リーフレット，デジタル

教材を活用した啓発を実施する。 

男女共同参画課 

１１ 

小・中学校における人権教育の推進 

 全ての人々の人権が尊重され，相互に共存することができる社会の

実現に向け，社会づくりに主体的に参画できる児童生徒を育成するた

め，人権教育研修会を実施するなどして本市立小・中学校の教育活動

における人権教育の充実を図る。 

学校教育課 

１２ 

小・中学生へのキャリア教育の実施 

児童生徒の職業観や勤労観を育み，将来への夢や目標をもてるよう

にするため，小学校高学年における職業人を招いた体験学習，中学２

年生を対象とした社会体験学習など，児童生徒が体験を通した学びを

実感できる活動を実施する。 

学校教育課 

 

 

施策の方向２ 男女共同参画の視点に立った教育・学習機会の充実 
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１３ 

女子へのキャリア教育支援 

幼少期や小中高生など，幅広い年代の女子に対し，理工系分野への興

味・関心を高め，性別に偏りのない職業選択を支援するため，啓発を実

施する。 

男女共同参画課 

 

施策４ 男女共同参画の学習機会の充実 

事業

番号 
事 業 担当課 

１４ 

男女共同参画推進センターによる啓発講座等の実施（再掲） 

 固定的性別役割分担意識やアンコンシャス・バイアスの解消に向け，

男性シニア層など世代に応じて，講座やパンフレット等による啓発を実

施する。 

男女共同参画課 

１５ 

生涯学習センターとの連携による男女共同参画推進講座等の実施 

（再掲） 

各地域における生涯学習活動において，各世代が男女共同参画につい

ても学ぶ機会を増やすため，生涯学習センターと男女共同参画推進セン

ターの共催による講座の実施や男女共同参画推進センターが講座プロ

グラムを提供する。 

男女共同参画課 

生涯学習課 

１６ 

ママパパ学級の実施 

安心して妊娠期を過ごし，安全な出産を迎え，夫婦や家族が協力して

子育てできるよう，妊婦とその夫を対象に，保健師・助産師などが講師

となって，妊娠・出産・育児についての講話や実習を実施する。 

子ども家庭課 

１７ 

市民企画講座の実施 

男女共同参画推進団体として活動する団体と講座の運営を協働で行

うことにより，団体活動を促進し支援する。 

男女共同参画課 

 

施策５ 男女共同参画についての広報・啓発活動 

事業

番号 
事 業 担当課 

１８ 

市民への広報・啓発の実施 

 男女共同参画についての理解を深め，意識の高揚を図るため，男女共

同参画推進月間，ＤＶ根絶強化月間などの啓発強化期間を中心に，男女

共同参画に関する情報や本市の事業，市民団体の活動などについて，広

報紙や情報誌，ＳＮＳ等を活用して，広く市民に周知する。 

男女共同参画課 
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１９ 

本市職員への啓発の実施 

市職員の男女共同参画意識を高めるため，また，ワーク・ライフ・バ

ランスへの取組促進などを図るため，庁内ＬＡＮを活用し，「男女共同

参画ニュース」などによる情報発信を行う。 

男女共同参画課 

２０ 

男女共同参画表現ガイドラインの周知 

刊行物等において男女共同参画の視点に配慮した文章やイラスト等

の表現となるよう，具体的な表現事例を示した「男女共同参画の視点か

らの表現ガイドライン」などを市ホームページで周知・啓発を図るとと

もに，庁内ＬＡＮで市職員にも周知・徹底する。 

男女共同参画課 

２１ 

男女共同参画情報誌「ぱーとなーしっぷ」の発行 

男女共同参画への理解や意識の高揚を図るため，女性の活躍推進や働

き方改革，結婚・育児などをテーマに，男女共同参画施策の取組や活動

等に関する情報を提供する。 

男女共同参画課 

２２ 

親学と子どもの情報誌「こどもるっくる」の発行 

子どもの健やかな成長のために，保護者に知っておいてほしいこと

や，学んでほしいこと，親学に関する事業等を伝えるとともに，子ども

たちの体験活動を推進するために，土日や長期休業中に，子どもが参加

できる各種講座・イベント，ボランティア活動等に関する情報を提供す

る。 

生涯学習課 
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基本目標Ⅱ さまざまな分野における男女共同参画の推進 

 

 

本市女性の就業率は徐々に増加していますが，全国と比較すると依然として低い状況で

す。また，中途退職する理由として，「仕事と家事・育児・介護との両立が困難」という理

由を挙げる人も多く，再就職においても，非正規である割合が高いなど，キャリアの継続

やキャリアアップが難しい状況に置かれています。 

このため，働き続けることを希望する女性が働き続けられ，雇用の場において活躍でき

るよう，女性の経済的自立に向けた人材育成や就労支援，保育・介護サービスなど両立支

援の充実を図るとともに，能力を発揮し活躍できる職場環境の整備促進のほか，男性の家

庭参画も含めたワーク・ライフ・バランスの取組を推進します。 

 

施策６ 女性の活躍に向けた人材育成・就労支援重点施策 女性活躍推進法対応 

事業

番号 
事 業 担当課 

２３ 

女性のキャリアアップ講座等の実施 

 女性が雇用の場などにおいて，自分の個性やスキルを十分に発揮で

きるよう，女性自身のキャリアデザインを支援するための講座等を実

施する。 

男女共同参画課 

２４ 

中小企業における女性活躍促進事業 

 中小企業において，女性がいきいきと働くことができる労働環境の

整備など女性活躍を促進するため，企業経営者向けの啓発講座やリー

フレットの作成・配布を行う。 

男女共同参画課 

２５ 

中小企業における一般事業主行動計画策定支援 

 中小企業における女性活躍の促進や職場環境改善に向け，他企業の

好事例の発信や女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定す

る中小企業に対し社会保険労務士の派遣等の支援を行う。 

男女共同参画課 

２６ 

新規 女性のデジタルスキル習得・就労支援事業 

育児や介護等の理由で時間や場所に制約のある女性が在宅でのテレ

ワークなど柔軟な働き方で就労できるよう，デジタルスキルの習得と

就労を支援することで経済的な自立につなげる。 

男女共同参画課 

２７ 

新規 移住定住の促進 

本市に在住しながら東京圏で就労するなど，多様な働き方の実現に

向けた取組を実施し，本市の居住地としての優位性を高めることで，

移住や定住の促進を図る。 

人口対策・移住 

定住推進室 

 

施策の方向３ 雇用の場における女性の活躍とワーク・ライフ・バランスの推進 
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施策７ 仕事と子育てや介護等との両立支援女性活躍推進法対応 

事業

番号 
事 業 担当課 

２８ 

一時預かり事業 

 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児の保

育を行うことにより児童の福祉の増進を図る。 

保育課 

２９ 

教育・保育施設・地域型保育事業による供給体制の確保 

 教育・保育を必要とするすべての子どもに適切な教育・保育サービ

スを提供し，待機児解消を図るため，認定こども園，保育所，幼稚園，

地域型保育事業などの事業による供給体制の確保を図る。 

保育課 

３０ 

延長保育事業 

 保護者の就労形態の多様化や通勤時間等に伴う保育需要に対応する

ために，通常の利用時間以外の時間において保育所等で保育を実施す

ることで，児童の福祉の増進を図る。 

保育課 

３１ 

病児保育事業 

 病気により集団保育が困難な児童を一時的に施設において保育を行

い，保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに，児童の健全な

育成を図る。 

保育課 

３２ 

発達支援児保育の推進  

保護者の就労や疾病等により保育を必要とする心身に障がいを有す

る児童を，認定こども園や保育所等において，教育・保育を提供でき

る体制をつくる。 

保育課 

３３ 

新規 送迎保育ステーション事業 

 保育所等の登園前の朝の時間と降園後の夕方の時間，子どもを一時

的に送迎保育ステーションで預かるとともに，保育士が添乗する専用

の送迎バスにより，送迎保育ステーションから，在籍する保育所等に

送迎することで，保護者の送迎負担の軽減を図る。 

保育課 

３４ 

新規 宮っこ子育てアプリ 

 子育て世帯が，日頃から気軽に子育てに関する正しい情報を取得で

き，母親だけではなく，父親など子育てに関わる人たちが育児に積極

的に協力し合える環境を作るため，スマートフォンで気軽に利用でき

る宮っこ子育てアプリを配信する。 

子ども未来課 
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３５ 

ファミリーサポートセンター事業 

 仕事やその他の活動と育児の両立を支援して児童福祉の向上を図る

ため，協力会員（育児の援助を行うことを希望する者）と依頼会員（育

児の援助を受けることを希望する者）が相互に援助しあう，地域に根

ざした子育て活動を支援する。 

子ども未来課 

３６ 

宮っ子ステーション事業 

 放課後等における児童の健全育成を図るため，留守家庭児童の生活

の場である「子どもの家等事業」と体験や交流活動などを行う「放課

後子ども教室事業」を一体的に実施し，子どもたちが地域社会の中で

心豊かに育まれる環境づくりを行う。 

生涯学習課 

３７ 

仕事と育児・介護等の両立に向けた意識啓発等の実施 

 仕事と生活が充実し好循環を生み出す環境づくりに向けて，「仕事と

育児・介護等の両立」をテーマに周知啓発等を実施する。 

男女共同参画課 

３８ 

新規 仕事と子育て家庭のインターンシップ事業 

大学生等を対象に，仕事と子育てを両立しながら，結婚・出産後も

就業を継続する意識を醸成するため，また，本市で就業することの魅

力を知ってもらい，首都圏への転出防止や本市への転入に繋げるため，

「キャリア形成講座」や「オンラインを活用したインターンシップ」

等を実施する。 

男女共同参画課 

３９ 

結婚活動支援事業 

結婚を希望する独身男女が幸せな家庭を築きながら，仕事も責任も

分かち合い，共生できる社会を実現するため，結婚活動に有効なセミ

ナーの開催や出会いの機会を創出する交流事業を行う。 

人口対策・移住 

定住推進室 

４０ 

介護保険事業 

 介護サービスを必要とする高齢者やその家族等が，申請手続きや利

用できるサービス，サービス提供事業者等への理解を深め，円滑にサ

ービスを利用できるよう，「介護保険の手引き」を作成し，窓口等で配

布するほか，これらを活用して出前講座を実施するなど，介護保険制

度の周知啓発に取り組む。 

高齢福祉課 

４１ 

家族介護教室の実施 

 要介護高齢者の状態の維持・改善を図り，介護者が安心して介護が

続けられるよう，適切な介護知識・技術習得のための講話及び講習や，

介護に関する相談窓口の紹介，介護者同士の情報交換等を行う。 

高齢福祉課 
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施策８ 働きやすい職場環境整備に向けた支援女性活躍推進法対応 

事業

番号 
事 業 担当課 

４２ 

男女共同参画推進事業者表彰（きらり大賞）の実施 

 男女がともに参画できる社会づくりの促進を図るため，性別にかか

わりなく個性と能力を発揮できる働きやすい職場づくりに積極的に取

り組んでいる事業者を表彰し，その取組を広く周知する。 

男女共同参画課 

４３ 

事業所における従業員の健康づくりの促進 

 事業主や健康管理担当者を対象とした講演会や研修会による啓発に

より，働く世代の健康づくりに対する意識を高めるとともに，従業員

等を対象とした健康に関する講座の開催や健康情報の提供などを実施

する。 

健康増進課 

４４ 

勤労者向けのワーク・ライフ・バランスの意識啓発の実施 

 勤労者自身が働き方を見直し，ワーク・ライフ・バランスを推進す

るきっかけとなるよう，勤労者を対象とした意識啓発を実施する。 

男女共同参画課 

４５ 

ワーク・ライフ・バランス実践ガイドブックの配信 

企業におけるワーク・ライフ・バランスの取組を促進するため，実

践に向けた方策や好事例の紹介，取組を支援する制度など，有効な情

報をまとめたガイドブックを市ＨＰやメールマガジン等において周知

する。 

男女共同参画課 

４６ 

労働環境啓発ウェブサイトの作成・周知 

 雇用促進と労働環境の向上を図るため，雇用・労働に関する各種制

度や事業，勤労者のための福利厚生制度に関して掲載したウェブサイ

トを作成し周知啓発を行う。 

商工振興課 

４７ 

「宇都宮まちづくり貢献企業認証制度」の認証 

 企業・市民・行政の協働によるまちづくりのため，ＣＳＲ（企業の

社会的責任）活動に取り組む企業を対象に，「宇都宮まちづくり貢献企

業」（認証内容の一つにワーク・ライフ・バランスを設定）を認証する。 

商工振興課 

４８ 

中小企業における女性活躍促進及び一般事業主行動計画策定支援 

（再掲） 

 中小企業における女性活躍の促進や職場環境改善に向け，他企業の

好事例の発信や女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定す

る中小企業に対し社会保険労務士の派遣等の支援を行う。 

男女共同参画課 
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４９ 

多様で柔軟な働き方の推進 

 勤労者個々人の事情や仕事の内容に応じて，テレワークなど，多様 

で柔軟な働き方が選択できるよう，企業に対し，好事例の紹介などを

通じた啓発，働きかけを行う。 

男女共同参画課 

商工振興課 

５０ 

労働相談の実施 

 個別労使紛争の早期かつ円満な解決を図るため，労働に関する諸問

題について社会保険労務士等が総合的に相談に応じる相談会を実施す

る。 

商工振興課 

５１ 

ＩＣＴ利活用の促進 

市内中小企業・小規模事業者などを対象に，ＩＣＴ導入のメリット

等を紹介するセミナーを開催するほか，ＩＣＴ（ソフトウェア，サー

ビス等）を導入する場合に，その導入にかかる経費の一部を助成する

などＩＣＴの活用を促進する。 

産業政策課 

５２ 

オフィス企業立地支援補助金 

女性や若者の求職者が多い事務的職業の受け皿の確保に向け，本市

に事務職を雇用する「オフィス」を新設・増設する企業を対象に，賃

借料家賃や改修費，地元雇用促進等に対する支援策の充実を図り，オ

フィス系企業の誘致を進める。 

産業政策課 

 

施策９ 男性の家庭参画の促進重点施策 女性活躍推進法対応 

事業

番号 
事 業 担当課 

５３ 

男性の家庭参画促進 

 男性の家庭参画を促進するため，幼い子を持つ父親のみならず，将

来，父親となる独身男性も対象に加え，講座等の実施や広報，リーフ

レットを活用し啓発を行う。 

男女共同参画課 

５４ 

新規 企業における男性の育児休業取得促進事業 

男性の育児休業取得を促進するため，企業経営者及び男性従業員向

けの啓発講座やリーフレットの作成・配布を行い，意識改革や育児休

業を取得しやすい職場環境づくりを促進する。 

男女共同参画課 

５５ 

ママパパ学級の実施（再掲） 

安心して妊娠期を過ごし，安全な出産を迎え，夫婦や家族が協力し

て子育てできるよう，妊婦とその夫を対象に，保健師・助産師などが

講師となって，妊娠・出産・育児についての講話や実習を実施する。 

子ども家庭課 
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地域社会が抱える課題の解決には，男女双方の視点を踏まえた対応が重要ですが，市政

世論調査によると，自治会や防災活動は男性中心となっているなど，性別により活動する

分野に偏りがあることから，男女ともに様々な活動への参加を促進し，地域社会における

男女共同参画を推進する必要があります。 

また，育児や介護など様々な理由により，働く意欲を持ちながらも就業していない女性

に対する支援が必要です。 

このため，女性のライフスタイルに合った働き方が選択でき，様々な分野で活躍できる

よう，学び直し，起業，再就職への支援や，地域活動等における女性の参画を促す啓発に

加え，女性や女性団体の活動への支援に取り組みます。 
 

施策１０ 女性のチャレンジへの支援女性活躍推進法対応 

事業

番号 
事 業 担当課 

５６ 

起業講座の実施や創業相談支援等の情報提供 

 女性のキャリア形成支援のため，個人それぞれにあった方法で，女性

の起業や再就業を支援するとともに，宇都宮ベンチャーズにおける創業

相談支援やインキュベーションオフィス・シェアオフィスの入居等の情

報提供を行う。 

男女共同参画課 

産業政策課 

５７ 

就職マッチング事業 

 市内在住または市内への再就職を希望する求職者の早期就職を促進

するため，「求人企業合同説明会」を実施する。 

商工振興課 

５８ 

自立支援給付金事業 

 ひとり親の主体的な能力開発の支援及び就業に有利な資格取得を容

易にするため，教育訓練対象講座費用の一部助成や修業中の生活費の負

担軽減のための給付等を行う。 

子ども家庭課 

５９ 

学び直しの支援 

 スキルアップや再就職等に必要となる社会性を高めるため，必要とす

る専門知識・技術を学べる機会，職業訓練等へつなぐ取組を実施する。 

生涯学習課 

６０ 

新規 移住定住の促進（再掲） 

本市に在住しながら東京圏で就労するなど，多様な働き方の実現に向け

た取組を実施し，本市の居住地としての優位性を高めることで，移住や

定住の促進を図る。 

人口対策・移住 

定住推進室 

 

 

施策の方向４ 地域・社会における男女共同参画の推進 
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施策１１ 地域における男女共同参画の推進重点施策 

事業

番号 
事 業 担当課 

６１ 

市民企画講座の実施（再掲） 

 男女共同参画推進団体として活動する団体と講座の運営を協働で行

うことにより，団体活動を促進し支援する。 

男女共同参画課 

６２ 

地域における女性リーダー育成 

男女がともに政策や方針などの意思決定の場に参画できるよう，地域

や団体等で活躍する女性リーダーを育成するため，講座や交流会等を実

施する。 

男女共同参画課 

６３ 

防災活動や災害発生時における男女共同参画の推進 

 「宇都宮市地域防災計画」に基づき，女性や要配慮者等の多様な視点

に配慮した避難所運営ができるよう，平常時より地域と行政との連携体

制を構築するとともに，男女共同参画の視点からの啓発等を実施し，そ

の視点の重要性について啓発する。 

危機管理課 

男女共同参画課 

６４ 

まちづくり活動応援事業 

 まちづくり活動への女性参加者の増加や活発化を図るため，まちづく

り活動応援事業により，活動参加の「きっかけづくり」や「励み」を創

出する。 

みんなでまち 

づくり課 

６５ 

親学出前講座の充実（再掲） 

 保護者の家庭教育に対する意識の高揚を図り，もって家庭の教育力の

向上を図ることを目的として，学校や保育園，幼稚園，サークル等から

の要請により，保護者の集まる機会に，職員等が親学に関する講座を実

施する。 

生涯学習課 

６６ 

生涯学習センターとの連携による男女共同参画推進講座等の実施（再

掲） 

 各地域における生涯学習活動において，各世代が男女共同参画につい

ても学ぶ機会を増やすため，生涯学習センターと男女共同参画推進セン

ターの共催による講座の実施や男女共同参画推進センターが講座プロ

グラムを提供する。 

男女共同参画課

生涯学習課 

６７ 

栃木県男女共同参画地域推進員との協働 

 地域，家庭，職場等における男女共同参画を推進するため，自主的に

男女共同参画の普及啓発活動を行う，栃木県男女共同参画地域推進員と

協働し，講座の運営や啓発活動などを実施する。 

男女共同参画課 
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６８ 

新規 女性や女性団体の活躍に向けた支援 

女性や女性団体の活躍を促進するため，まちづくりに関する補助金を

活用した取組事例を蓄積し，全市域への普及拡大を図る。 

みんなでまち 

づくり課 

男女共同参画課 

６９ 

家族経営協定締結促進事業 

農業における労働・生活環境の改善と女性の社会的地位の向上を目指

し，家族経営協定の推進会議，各戸訪問等を関係機関との連携により実

施し，家族経営協定の締結の浸透を図る。 

農業委員会 

事務局 
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誰にとっても生きやすく住みやすい社会の実現のためには，男女が対等な構成員として

意思決定の場に参画することが重要ですが，本市の審議会等における女性登用状況は国や

県と比較して低く，さらなる女性登用に向けた取組が必要です。また，自営の商工業や農

業・林業従事者，地域活動などにおいても役員等への女性の登用促進が求められています。 

このため，本市の審議会等における女性登用が促進されるよう，「女性人材バンク」を設

置し，多様な女性人材を紹介するなど，庁内各課への働きかけを強化します。また，企業

や地域に対して，女性が参画することや女性役員登用の意義などについて分かりやすく周

知・啓発を行います。 

 

施策１２ 市の政策・方針決定過程における女性の登用促進重点施策 女性活躍推進法対応 

事業

番号 
事 業 担当課 

７０ 

審議会・委員会等への女性登用促進 

 審議会や委員会等における女性委員の割合を高め，男女がともに政

策や方針などの意思決定の場に参画できるようにするため，庁内各課

に対し女性委員登用促進の働きかけを強化するほか，男女共同参画推

進センター等において公募委員の募集情報を積極的に周知する。 

行政総務課 

男女共同参画課 

７１ 

新規 女性人材バンクの設置・活用 

 審議会や委員会等における女性委員の割合を高め，男女がともに政

策や方針などの意思決定の場に参画できるようにするため，「女性人材

バンク」を設置し，各種審議会等における女性委員の登用を促進する。 

男女共同参画課 

７２ 

本市職員へのキャリア・アップ研修の実施 

 主任昇任者を対象とし，キャリア意識の醸成のほか，職場内や後輩

職員の育成に係るリーダーシップの取り方やマネジメントの基礎知識

など，今後を見据え，管理監督職に求められるスキルの早期習得を図

るため，キャリア・アップ研修を実施する。 

人事課 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向５ 政策・方針決定過程における男女共同参画の推進 



 

75 
 

第５章 施策の展開 

施策１３ 自営の商工業や農業・林業従事者，地域等における方針決定への女性の参画促進 

女性活躍推進法対応 

事業

番号 
事 業 担当課 

７３ 

管理職・役員等への女性登用促進に向けた啓発 

 管理職や役員等，意思決定の場における女性の参画を促進するため，

男女が共に参画することの意義や重要性などを分かりやすく示した資

料（パンフレット等）を作成・配布し，企業や地域に周知・啓発する。 

男女共同参画課 
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基本目標Ⅲ 一人ひとりの人権が尊重された社会づくり 

 

 

本市においては，ＤＶ被害を受けたことのある女性の割合は減少していますが，依然と

して被害を受けている女性がいることや，その被害が５年以上の長期間にわたることが多

いことなどから，相談窓口の更なる周知に取り組む必要があります。また，ＤＶ被害者の

多くが，精神面での不調などを抱え，心身の健康回復や就労など自立に向けた支援が必要

であることに加え，ＤＶ被害者の子どもの多くが身体的虐待や心理的虐待を受けているこ

とから，子どもへの支援の充実が必要です。 
このため，ＤＶの未然防止に向けた若年層からの意識啓発や，ＤＶ被害者一人ひとりの

状況に応じた相談支援などに関係機関・団体等と連携を強化して取り組みます。 
また，女性に対する性犯罪・性暴力については，問題認識や被害者に対する相談支援に

ついての周知啓発が重要であることから，若者やその保護者の認識を高め，被害者や加害

者にならないための啓発に取り組みます。 

 

施策１４ 配偶者等からの暴力対策の推進とＤＶ被害者等への支援の充実 

重点施策 ＤＶ防止法対応 

事業 

番号 
事 業 担当課 

７４ ＤＶの防止・理解促進に向けた啓発の充実 

 ＤＶについて，社会全体の理解を深め，ＤＶを許さない社会をつく

るため，幅広い世代を対象にした講座やリーフレットの配布，広報紙

やうつのみやＤＶ根絶強化月間（１１月）等による啓発など，さまざ

まな機会や手段を通じて，ＤＶ防止啓発事業に取り組む。 

男女共同参画課 

７５ 若年層からの意識啓発の充実 

 ＤＶやデートＤＶを未然に防止するため，中学校・高校・大学等と

連携し，生徒や保護者等を対象に，参加型デートＤＶ防止出前講座や

デジタルを活用した啓発などを実施するとともに，デートＤＶ防止啓

発パンフレットを全中学校へ配付し，若年層からの意識啓発を行う。 

男女共同参画課 

７６ 相談窓口の周知の強化 

被害者に相談窓口を広く周知するため，広報紙・リーフレットの配

布やステッカーの貼付など，様々な機会手段を活用した広報活動を行

うとともに，医療機関や公共施設など，被害者が日常生活で関わる機

会や場所を効果的に捉えた周知を行う。 

男女共同参画課 

 

 

施策の方向６ 女性等に対するあらゆる暴力の根絶 
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７７ 配偶者暴力相談支援センターの相談機能の充実 

被害者が抱えている個々の事案に応じて，適切な対応が取れるよう，

相談員の専門性の向上に向けた研修を充実する。また，相談の場にお

いては，被害者の相談内容や状況に応じて，今後必要となる行政手続

や自立支援事業の内容について教示するとともに，関係部署・関係機

関等との一層の連携を図りながら相談支援を行うほか，カウンセリン

グや法律相談を実施する。 

男女共同参画課 

７８ 一時保護における関係機関との連携 

 被害者とその子どもの緊急時の安全を確保するため，警察やとちぎ

男女共同参画センターと連携するとともに，市配偶者暴力相談支援セ

ンターの相談員が一時保護施設への同行，助言等を行い，速やかな一

時保護につなげる。また，民間支援団体の運営助成を行うことで，被

害者の個々の状況に応じた柔軟な一時保護につなげる。 

男女共同参画課 

７９ 保護命令制度の利用 

 被害者とその子ども等の安全を確保するため，被害者からの相談を

受けた場合，保護命令制度を教示するほか，被害者が保護命令の申立

てを希望する場合には，裁判所に対して保護命令に係る書面提出を行

うなど，保護命令制度の円滑な利用を図る。 

男女共同参画課 

８０ 被害者の自立に向けた各種生活支援の充実 

被害者とその子どもができるだけ早く自立した生活を送ることがで

きるよう，ハローワークや母子家庭等就業・自立支援センター等の関

係機関等と連携し，各種就労支援事業などの就労につながる情報や日

常生活や子育て等の情報について市配偶者暴力相談支援センターの相

談員が提供する。 

就労準備の支援として，ＩＴなどの資格・技能取得の支援や，ひと

り親家庭を対象とした，母子・父子自立支援員による就労や福祉資金

貸付などの相談等を行う。また，日常生活の支援として，被害者の状

況に応じ，市営住宅への優先住居や母子生活支援施設への入所に対す

る配慮のほか，行政手続等における助言・同行支援，住民基本台帳事

務における支援措置などを実施する。 

その他，民間支援団体との連携による取組の充実を図るため，民間

支援団体が行っているステップハウス事業の運営費の助成等を行い，

被害者の自立を支援する。 

男女共同参画課 

市民課 

生活福祉第１・２

課 

保険年金課 

子ども家庭課 

住宅政策課 
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８１ 被害者の心のケアの充実 

被害者の心と体の健康回復のため，民間支援団体と連携しながら，

被害者に寄り添った心身の回復に向けた講座・カウンセリング等を行

う。また，民間支援団体で行っている自助グループ活動等への支援を

通して，被害者の心のケアを図るとともに，地域保健活動においても，

相談を始めとした母子への健康支援を実施する。 

男女共同参画課 

保健福祉総務課 

８２ 被害者の子どもへの支援の充実 

 被害者の子どもが，心身の健康を取り戻し，安定した日常生活や学

校生活などが送れるよう，子どもの個々の状況を踏まえたカウンセラ

ーによる心理ケアや，大人との信頼関係を構築し，子ども自身が心の

安定を取り戻すための支援事業を実施する。また，就学における配慮

をするほか，保育所の優先入所にも配慮する。 

男女共同参画課 

保育課 

学校管理課 

８３ 民間支援団体との連携による自立支援事業の充実 

 一時保護などの危機的状況を脱した被害者とその子どもの自立に向

け，被害者のニーズを反映した各種講座や相談会のほか，カウンセラ

ーによる心理ケアの充実など，民間支援団体と連携した自立支援事業

に取り組む。 

男女共同参画課 

８４ 新規 宮っこの居場所づくり事業 

 子どもが気軽に立ち寄り，かつ自由に集まることができる場を提供

するとともに，支援が必要な子育て家庭を早期に把握し，個々の状況

に応じた支援を行うため，家庭でも学校でもない子どもにとって身近

な地域において，宮っこの居場所の提供を行う。 

子ども未来課 

８５ 関係部署・関係機関等との連携強化 

庁内の関係部署や関係機関等で構成される各種ＤＶに係る会議を開

催し，事例の検討や取組課題の解決を図るとともに，連携を強化して

いく。面前ＤＶは，子どもに関する重大な虐待であるとの認識のもと，

より一層ＤＶ被害者及び同居児童への対応を強化していくため，配偶

者暴力相談支援センターにおいて要保護児童対策地域協議会等と連携

を図る。 

男女共同参画課 

子ども家庭課 
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第５章 施策の展開 

施策１５ 女性に対する性暴力・性犯罪被害等の未然防止 

事業

番号 
事 業 担当課 

８６ 

セクハラ等被害防止啓発の実施 

 セクハラ等の女性に対する被害を防止するため，企業に対するセクハ

ラ等被害防止の啓発や男女共同参画推進週間，月間等において啓発パネ

ル展を実施する。 

男女共同参画課 

８７ 

性暴力・性的被害等の未然防止 

 「ＡＶ出演強要・『ＪＫビジネス』等に関する被害防止」に向けた注

意を呼びかけるため，強化月間等に合わせて，市のホームページ等の各

種媒体を活用した周知啓発を行うとともに，とちぎ性暴力被害者サポー

トセンター（とちエール）や警察等と連携を図りながら未然防止に努め

る。 

男女共同参画課 

 

８８ 

ストーカー被害者等に対する相談体制の充実と被害防止のための啓発 

 ストーカー被害者等に対し，被害者の状況に応じた相談支援を行うこ

とが重要であることから，虐待・ＤＶ対策連携会議等において，被害の

相談を受けた際の支援手順や部署間の連携を確認し，相談体制の充実を

図るとともに，被害にあわないよう防犯講習会などにおいて周知に努め

る。 

男女共同参画課 

生活安心課 

８９ 

青少年の性的被害未然防止の啓発 

若年女性のＪＫビジネス等「性の商品化」による被害を未然に防止す

るため，中高生やその保護者に対して，新しい形態の性の商品化に関す

る情報提供や被害者にならないための周知啓発を実施する。 

青少年自立支援

センター 

９０ 

ＳＮＳを通した被害等の未然防止 

 ＳＮＳを利用した異性とのトラブルや性的な被害を未然に防止する

ため，子どもや保護者とともに，広く一般に対し，ＳＮＳの特性を学び，

注意喚起を行うための出前講座を実施する。 

男女共同参画課

学校教育課 
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第５章 施策の展開 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響などにより，女性を取り巻く環境が変化する中，困難

を抱える女性の孤立・潜在化を防ぐためには，社会とのつながりを回復し，安心して暮ら

せるように支援していくことが重要です。 

このため，市民に身近な地域で活動するＮＰＯ等と連携し，その知見やネットワークを

活用したきめ細かな相談支援に取り組むなど，地域における支え合いによる女性への支援

を強化します。 

 

施策１６ 不安や困難を抱える女性への支援重点施策 

事業

番号 
事 業 担当課 

９１ 

新規 つながりサポート女性支援事業等による困難を抱える女性支援の

強化 

 不安や困難を抱える女性の潜在化が懸念される中，支援が十分に行き届

いていない女性に対し，相談支援を行うため，身近な地域で活動するＮＰ

Ｏ等と連携したきめ細かな支援など相談体制の強化を図る。 

 また，「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の成立を踏ま

え，居場所の提供など民間団体等と協働し支援の強化を図る。 

男女共同参画課 

９２ 

新規 地域共生社会の構築に向けた重層的支援体制整備事業 

 個人や世帯が抱える複合化した問題に適切に対応するため，多機関が協

働して支援するための包括的支援体制の構築に取り組むとともに，「つな

がりサポート女性支援事業」等の各団体による取組と連携を図りながら，

地域における支え合いの体制の強化に取り組んでいく。 

保健福祉総務課 

男女共同参画課 

９３ 

新規 宮っこの居場所づくり事業（再掲） 

 子どもが気軽に立ち寄り，かつ自由に集まることができる場を提供する

とともに，支援が必要な子育て家庭を早期に把握し，個々の状況に応じた

支援を行うため，家庭でも学校でもない子どもにとって身近な地域におい

て，宮っこの居場所の提供を行う。 

子ども未来課 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向７ 困難を抱える女性への支援 
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全ての人が自分らしく生きられる社会を実現するためには，市民一人ひとりが多様な性

について理解を深めることが重要です。 

このような中，県が導入した「とちぎパートナーシップ宣誓制度」を活用し，本市行政 

サービスの提供を開始したところであり，社会全体での更なる理解促進に向け，市民への

啓発に加え，企業を対象とした理解促進事業に取り組みます。 

また，人生１００年時代を迎える中で，男女が共に生涯を通じて健康を享受できるよう，

互いの身体的性差を十分に理解し合うこと，特に女性は，妊娠・出産，更年期や女性特有

の疾患等，ライフステージにおいて留意すべき点もあるなど，それぞれの性差に応じた健

康管理に十分に配慮する必要があります。 

このため，リプロダクティブ・ヘルス・ライツの視点を踏まえ，性と健康を守る自己決

定能力を高めるとともに，性と健康に関する正しい知識や情報を提供し，性差やライフス

テージに応じた理解促進と健康支援に取り組みます。 
 

施策１７ 多様な性についての理解促進重点施策 

事業

番号 
事 業 担当課 

９４ 

ＬＧＢＴＱに関する理解促進 

 ＬＧＢＴＱなど多様な性について，市のホームページやリーフレット，

人権週間のパネル展示などを活用した正しい知識の提供と理解促進を図

るとともに，当事者に対する相談窓口の周知を行う。 

男女共同参画課 

９５ 

「性的マイノリティ」とされる児童生徒への対応 

 「性的マイノリティ」とされる児童生徒が安心して過ごすことができる

よう，教職員に対する理解の促進を図るとともに，すべての小・中学校で，

相談体制の整備を行う。また，性の多様性に係る資料を活用するなどして，

児童生徒及び保護者への啓発を行うとともに，人権教育の充実を図り，女

子生徒がスカートとスラックスを選択して着用できるなど，児童生徒一人

一人の状況に応じたきめ細かな指導・支援を推進する。 

学校教育課 

男女共同参画課 

９６ 

新規 企業における多様な性の理解促進事業 

 企業における「多様な性」に関する理解促進を図り，性別に関わりなく

誰もが働きやすい職場環境整備のための取組を促進するため，企業経営者

等を対象とした啓発セミナーやリーフレットの作成・配布を行う。 

男女共同参画課 

施策の方向８ 多様な性を尊重する社会づくりと性差に応じた健康支援 
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９７ 

新規 とちぎパートナーシップ宣誓制度の活用 

 性的マイノリティの方々が自分らしく生きられる共生社会の実現に向

け，県において「とちぎパートナーシップ宣誓制度」が導入されたことか

ら，県の制度を活用し，本市行政サービスを提供する。 

男女共同参画課 

 

施策１８ 性についての教育・学習機会の充実 

事業

番号 
事 業 担当課 

９８ 

性教育サポート事業 

 人工妊娠中絶の現状や心身への影響等についての認識を深め，適切な意

思決定や行動選択ができるようにするため，市内全中学校の３年生を対象

に，専門的立場の産婦人科医による講話を実施する。 

学校健康課 

９９ 

エイズ予防啓発普及活動の実施 

 エイズ・性感染症に関する正しい知識を普及啓発し，市民一人ひとりが

自分の問題としてとらえ，感染しない，感染させないための行動がとれる

ようにするとともに，エイズに対する誤解・偏見のない社会づくりを推進

するため，講演会や学校等におけるパンフレットの配布などの啓発活動を

実施する。 

保健予防課 

100 

性といのちの健康教育の実施 

 思春期の若者を対象に，性と健康に関する正しい知識や情報を提供し，

若者自身の性と健康を守る自己決定能力を育てるため，中学生を対象とし

た保健師等による「性といのちの健康教育（出前講座）」等を実施する。 

子ども家庭課 

101 

男女共同参画の視点を踏まえた保育研修会の実施（再掲） 

 子どもの頃から男女共同参画意識を醸成するため，ジェンダー平等の視

点を踏まえた保育がなされるよう，幼児教育に携わる保育士を対象とした

研修会を実施する。 

男女共同参画課 

保育課 

 

施策１９ 性差に応じた生涯にわたる健康支援 

事業

番号 
事 業 担当課 

102 

性差に応じた健康についての理解促進 

リプロダクティブ・ヘルス・ライツの観点を持ち，男女がともに身体的

特性について正しい情報を得ることにより，自身のみならず，互いの心身

の変化を理解することで，生涯を通じて健康を享受できるよう，健康講座

や周知啓発を実施する。 

男女共同参画課 
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103 

がん検診の実施 

 健康に関する関心を高め，男女の身体的特性を理解するとともに，がん

の早期発見・早期治療を促進するため，がん検診を実施する。 

健康増進課 

104 

女性の健康力アップ事業 

 女性の健康に関する知識の向上と，女性を取り巻く健康問題に対する社

会的関心を高めるため，厚生労働省が主唱する女性の健康週間に併せて，

パネル展示や健康教育等を実施する。 

健康増進課 

105 

妊産婦健康診査の実施 

 女性が職場復帰や再就職する上でも影響が大きい産後うつを防止するた

め，妊婦健康診査に加え，産後２週目と１か月目の産婦健診時に産後うつ

検査を実施し，異常の予防・早期発見・早期治療を支援する。 

子ども家庭課 

106 

不妊に悩む人への支援 

 子どもに恵まれず不妊治療を受けている夫婦に対し，経済的負担の軽減

を図るため，医療保険適用外の不妊治療費の一部を助成する。 

子ども家庭課 

107 

こころの健康づくり対策 

 こころの健康の保持増進を図るため，精神保健に関する正しい知識の普

及啓発につとめ，精神疾患の早期発見，早期治療につなげるとともに，市

民が健康で生きがいを持った生活ができるよう事業を推進する。 

保健予防課 

108 

産後ケア事業等の実施 

 出産直後の母子への心身ケアや育児のサポートを行うため，産後うつの

疑いのある母親に対し，宿泊・通所・訪問等による支援を実施する。 

子ども家庭課 
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１ 市民，事業者，関係団体等との協働 

 市民，事業者，男女共同参画推進団体等の主体的な取組を支援するとともに，それぞれ

と連携・協働しながら施策・事業に取り組みます。 

 

 

２ 宇都宮市男女共同参画推進センター「アコール」を中核とした

男女共同参画の推進 
 

宇都宮市男女共同参画推進センター「アコール」は，本市の男女共同参画の推進拠点と

して，以下の４つの機能のもと，関係機関・団体等と連携し各種事業を行います。 

（１） 男女共同参画の推進に関する講座や講演会及び研修会を開催します。 

（２） 男女共同参画の推進に関する相談に応じ，指導を行います。 

（３） 男女共同参画の推進に関する活動を行う市民，事業者又は民間団体の交流を促進

します。 

（４） 男女共同参画の推進に関する情報の収集・提供，学習活動支援等を充実します。 

   

 

 

 

 

 

３ 推進体制 

（１） 宇都宮市男女共同参画推進委員会 

庁内関係部署で構成する「男女共同参画推進委員会」において，行動計画の策定，そ

の他男女共同参画に関する施策等について検討します。 
 

（２） 宇都宮市男女共同参画審議会 

学識経験者や関係機関，公募の市民などで構成する「宇都宮市男女共同参画審議会」

において，行動計画の策定，進捗状況などの男女共同参画の推進に関する事項に対し意

見を聴取します。 

☆愛称「アコール」について 

・市民により親しまれるセンターを目指し，愛称募集を行い，決定しました。

（平成２９年１０月２５日公表）  

・フランス語で「和音」を意味し，一人ひとりの多様な個性が寄り添い，重な

り合って，相乗効果をもたらしながら，新たなハーモニーを醸成していくイメ

ージを，男女共同参画社会に向けた思いにつなげたものです。  

      

第６章 計画の推進 

第６章 計画の推進 
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（３） みやシャイン女性活躍推進協議会 

  行政と関係機関・団体等で構成する「みやシャイン女性活躍推進協議会」において，

本市における女性活躍推進に関する取組を効果的かつ円滑に推進していくため，地域の

実情を踏まえた女性活躍の取組について協議を行います。 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の進行管理 

「宇都宮市男女共同参画推進条例」の第１５条に基づき，毎年，行動計画の実施状況に

ついて年次報告書を作成し，公表します。年次報告書について，宇都宮市男女共同参画審

議会をはじめ，市民の皆さんから意見を聴取し，次の施策に活かします。 

 

５ 調査・研究 

男女共同参画を効果的に推進するためには，男女共同参画を取り巻く課題を的確に捉え，

国際社会や国・県の動向などに留意しながら，新たな施策に取り組む必要があることから，

男女共同参画に関する調査・研究に取り組みます。 
 

市 

（推進委員会） 
審議会 協議会 

企業の実情等の情報提供 

行動計画の策定，進捗状況などの意見を述べる。 

市民からの意見の申出への対応について意見を述べる。 

協議会での意見等を踏まえ，事業の推進や計画への反映に繋げる。 

市民からの意見の申出への対応について，必要があるとき，意見を聴く 

意見 

≪推進体制≫ 

市の取組への協力・理解 

市 民 

対応 

第６章 計画の推進 
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１ 国際婦人年（１９７５年）以降の女性問題をめぐる世界・日本・

栃木県・宇都宮市の動き 

※○の中の数字は，「○月」を表す 

 

 

年 世界の動き 日本の動き 栃木県の動き 宇都宮市の動き 

 

1975年 

(昭和50年) 

⑥国際婦人年世界会議（第

1回世界女性会議）開催

（メキシコシティ） 

「女性の地位向上のため

の世界行動計画」採択 

⑩国連総会で「国連婦人の

10年」を決定（1976

年～1985年） 

⑨総理府に「婦人問題企画

推進本部，婦人問題担当

室設置」（本部長・内閣

総理大臣）設置 

⑦「女子教職員等育児休業

法公布 

  

 

 

1976年 

(昭和51年) 

 

 

⑥民法一部改正（離婚後も

婚姻中の氏を使えるこ

とになる） 

  

1977年 

(昭和52年) 

 

 

 

①「国内行動計画」策定 

 （S52～S61） 

⑩国立婦人教育会館（埼玉

県嵐山町）開館 

  

 

1979年 

(昭和54年) 

⑫国連総会で「女子に対す

るあらゆる形態の差別の

撤廃に関する条約」(女子

差別撤廃条約)採択 

 ④「企画部婦人青少年

課」・「婦人行政連絡会

議」設置 

⑦「栃木県婦人問題懇話

会」設置 

 

 

1980年 

(昭和55年) 

⑦「国連婦人の10年」中間

年世界会議（第2回世界女

性会議）開催（コペンハ

ーゲン） 

「女子差別撤廃条約」署

名式（51ヶ国が署名） 

⑦国連婦人の十年後半期行

動プログラム｣採択 

 

 

 ④市長公室広報課に婦人問

題担当を設置 

⑥庁内の婦人施策関係課に

よる「婦人問題庁内連絡会

議」設置 

 

 

1981年 

(昭和56年) 

⑥ＩＬＯ第156号「男女労

働者・家族的責任を有す

る労働者の機会均等及び

均等待遇に関する条約」

採択 

①民法改正施行（配偶者の

相続分１/3から1/2へ） 

⑤「国内行動計画後期重点

目標」策定 

 

③「婦人のための栃木県

計画」策定（S56～

S60） 

④「婦人青少年課」設置 

⑤「宇都宮市婦人問題懇話

会」設置 

 

 

1982年 

(昭和57年) 

   ⑧「婦人のための宇都宮市総

合 計 画 」 策 定 （ S57 ～

S60） 

②第１回「宇都宮市婦人のつ

どい」をこの年から開催 

参考資料 
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年 世界の動き 日本の動き 栃木県の動き 宇都宮市の動き 

 

1985年 

(昭和60年) 

⑦「国連婦人の10年」世界

会議（第3回世界女性会

議）開催（ケニヤ・ナイ

ロビ） 

①国籍法及び戸籍法一部改

正（子の国籍父系血統主

義から父母両系主義へ） 

⑥「女子差別撤廃条約」批 

 准 

 ⑥「第2次宇都宮市婦人問題

懇話会」設置 

1986年 

(昭和61年) 

 

 

③「婦人問題企画推進有識

者会議」設置・開催 

④「雇用の分野における男

女の均等な機会及び待遇

の確保を促進するための

労働省関係法律の整備等

に関する法律」（男女雇用

機会均等法）施行 

④国民年金法の改正施行 

（女性の年金権確立） 

②「とちぎ新時代女性プラ

ン」策定（S61～H2） 

④「宇都宮市婦人青少年セン

ター」設置 

④「宇都宮市婦人団体連絡協

議会」発足 

⑧「第3次宇都宮市婦人問題

懇話会」設置 

 

 

1987年 

(昭和62年) 

 

 

 

 

 

⑤「西暦2000年に向けて

の新国内行動計画」策定

（S62～H12） 

 

■第１回婦人のつどい開        

 催 

⑧「第２次婦人のための宇都

宮市総合計画（うつのみや女

性プラン）」策定（S61～H7） 

1988年 

(平成元年) 

  ■栃木県婦人団体連絡協

議会発足 

 

 

 

1990年 

(平成２年) 

⑤女性の地位向上のための

ナイロビ将来戦略に関す

る第１回見直しと評価に

伴う勧告及び結論」採択 

（～2000年） 

 

 

 

 

 

 ④「婦人」の呼称を「女性」

に改めることに伴い，文章

表記において「婦人問題」

を「女性問題」とする 

⑧「第4次宇都宮市婦人問題懇

話会」設置 

1991年 

(平成３年) 

 ⑤西暦2000年に向けての

新国内行動計画」（第一次

改定）（H3～H12） 

 

③「とちぎ新時代女性プ

ランニ期計画」策定

（H3～H7） 

④「婦人」の呼称を「女

性」に改める 

■｢婦人総合センター（仮

称）基本構想｣策定 

 

⑨「第２次女性のための宇都

宮市総合計画 改定版（う

つのみや女性プラン）」策

定 

 

 

1992年 

(平成４年) 

 

 

 

④「育児休業等に関する法

律」施行 

⑫初の婦人問題担当大臣設 

 置 

■｢婦人総合センター（仮

称）基本計画｣策定 

④組織名称における「婦人」

の呼称を「女性」に改める 

④「婦人青少年センター」を

「女性青少年センター」に改

める 

1993年 

(平成５年) 

⑥世界人権会議開催 

「ウイーン宣言及び行動

計画」（女性の平等の地位

と女性の人権）採択 

⑫国連女性に対する暴力に

関する宣言採択 

 

 

⑫「短時間労働者の雇用管

理の改善等に関する法律」

（パートタイム労働法）施行 
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年 世界の動き 日本の動き 栃木県の動き 宇都宮市の動き 

1994年 

(平成６年) 

⑥「ILO第175号条約（パ

ートタイム労働に関する

条約)｣採択(ILO総会) 

⑨国際人口・開発会議（カ

イロ）｢行動計画｣採択（リ

プロダクティブ・ヘルス

／ライツ提唱） 

⑥「男女共同参画審議会」

「男女共同参画室」設置 

⑦「男女共同参画推進本部」

設置・発足 

 

  

 

1995年 

(平成７年) 

⑨第４回世界女性会議開催 

（北京）「北京宣言」「北 

京行動綱領」の採択（～

2000年） 

④「ＩＬＯ第156号条約」

（家族的責任を有する労

働者条約）批准 

⑥「育児休業法｣の改正（介

護休業制度の法制化） 

⑥財団法人とちぎ女性セ

ンター設立 

 

1996年 

(平成８年) 

 

 

 

 

 

⑫「男女共同参画2000年

プ ラ ン 」 策 定 （ H8 ～

H12） 

③「とちぎ新時代女性プ

ラン三期計画」策定

（H8～H12） 

④「パルティとちぎ女性

センター」開館 

④女性青少年課に名称変

更 

⑦「男女共同参画推進本

部」の設置 

②「第5次宇都宮市婦人問題

懇話会」設置 

⑩「日本女性会議 ‘96うつの

みや」開催，家庭，地域，

職場などの領域における

男女共生社会実現をめざ

した 

「うつのみや宣言」採択 

1997年 

(平成９年) 

 ⑩「男女雇用機会均等法｣

一部改正施行 

⑫｢介護保険法｣公布 

 ⑪「男女共同参画社会をめざ

す宇都宮市行動計画」策定 

（H9～H18） 

1998年 

(平成10年) 

 

 

④「男女雇用機会均等法」

改正（一部を除き平成11

年４月より施行。差別解

消努力義務から差別禁止

規定へ。） 

 

 ②「男女共同参画社会をめざ

す宇都宮市民会議」発足 

④「女性青少年課」を廃止し

「女性政策課」と「青少年

課」を設置 

⑩宇都宮市男女共同参画社

会づくり懇談会設置 

1999年 

(平成11年) 

 ④「改正男女雇用機会均等

法｣施行 

④「育児・介護休業法」施 

 行 

⑥「男女共同参画社会基本

法」施行 

⑦「栃木県男女共同参画

懇話会」を設置 

③「男女共同参画社会をめざ

す宇都宮市行動計画」の下

位計画として「男女共同参

画社会をめざす宇都宮市

行動計画実施プラン」を策

定（H10～H14） 

2000年 

(平成12年) 

 

 

⑥世界女性2000年会議開

催（ニューヨーク） 「政

治宣言」「北京宣言及び行

動綱領実施のための更な

る行動とイニシアティブ

に関する文書」の採択 

④介護保険制度開始 

⑫「男女共同参画基本計画」

策定 

 

④生活環境部女性青少年

課女性係を男女共同参

画担当に改組 

 

2001年 

(平成13年) 

 

 

④「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に関

する法律（DV防止法）」

施行 

④内閣府に「男女共同参画

会議」設置，男女共同参

画局設置 

③「とちぎ男女共同参画

プラン」策定（H13～

H17） 

③「とちぎの農業・農村男

女共同参画ビジョン」策

定 （平成13～17） 
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年 世界の動き 日本の動き 栃木県の動き 宇都宮市の動き 

2002年 

(平成14年) 

  ⑫「栃木県男女共同参画推

進条例」制定 

④「女性政策課」を「男女共

同参画課」に改める 

⑥「宇都宮市男女共同参画社

会づくり懇談会」設置 

2003年 

(平成15年) 

 ⑦「次世代育成支援推進法」

施行 

④「栃木県男女共同参画

推進条例」施行 

④栃木県男女共同参画審

議会設置 

⑦「宇都宮市男女共同参画推

進条例」施行 

⑦「宇都宮市男女共同参画審

議会」設置 

⑦「宇都宮市男女共同参画推

進センター」開設 

2004年 

(平成16年) 

 ⑫「ＤＶ防止法」の一部改

正施行 

④パルティとちぎ女性セ

ンターをパルティとち

ぎ男女共同参画センタ

ーに名称変更 

②「宇都宮市男女共同参画行

動計画 うつのみやパー

トナープラン」策定 

 

2005年 

(平成17年) 

②第49回国連婦人の地位

委員会（国連｢北京＋10｣

世界閣僚級会合）開催（ニ

ューヨーク） 

④「育児・介護休業法」の

一部改正施行 

⑫「男女共同参画基本計画

（第2次）」策定 

⑫「女性の再チャレンジ支

援プラン」策定 

⑪「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護

に関する基本計画」策

定（平成17～20） 

 

 

 

2006年 

(平成18年) 

 ⑫「女性の再チャレンジ支

援プラン」改定 

③「とちぎ男女共同参画

プラン」（二期計画）策

定（平成18～22） 

③「第二期とちぎの農

業・農村男女共同参画

ビジョン」策定（平成

18～22） 

⑩「第17回男女共同参画全

国都市会議inうつのみや」

の開催 

2007年 

(平成19年) 

⑫「ニューデリー閣僚共同

コミュニケ」採択 

⑩「男女雇用機会均等法」

の一部改正施行 

⑫「仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）

憲章」及び「仕事と生活

の調和推進のための行動

指針」策定 

④組織改編により青少年

男女共同参画課となる 

 

2008年 

(平成20年) 

 ①「ＤＶ防止法」の一部改

正施行 

④「パートタイム労働法」

一部改正法施行 

 ③「第２次男女共同参画行動

計画」の策定 

④配偶者暴力相談支援セン

ター設置 

2009年 

(平成21年) 

  

 

③「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に

関する基本計画」の改定 

  （平成21～23） 

③「宇都宮市配偶者からの暴

力対策基本計画」の策定 

2010年 

(平成22年) 

③第 54 回国連婦人の地位

委員会（国連「北京+15」

世界閣僚級会合）開催（ニ

ューヨーク） 

⑫「男女共同参画基本計画

（第3次）」策定 

⑥「改正育児・介護休業法」

施行 
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年 世界の動き 日本の動き 栃木県の動き 宇都宮市の動き 

2011年 

(平成23年) 

  ③「とちぎ男女共同参画プ

ラン（三期計画）」策定 

（平成23～27） 

③「第三期とちぎの農業・

農村男女共同参画ビジ

ョン策定」（平成23～

27） 

④組織改編により「栃木県

とちぎ男女共同参画セ

ンター」設置 

 

2012年 

(平成24年) 

  ③「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に

関する基本計画」第 2 

次改定（平成2４～2８） 

 

201３年 

(平成2５年) 

 ⑤「男女共同参画の視点か

らの防災・復興の取組指

針」の策定 

 

 ②「第３次男女共同参画行動

計画」の策定 

 

2014年 

(平成26年) 

 ⑦「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に

関する法律」の改正 

⑦男女雇用機会均等法の改

正 

④組織改編により人権・

青少年男女参画課とな

る 

③「第２次宇都宮市配偶者か

らの暴力対策基本計画」の

策定 

2015年 

(平成27年) 

 

 ④子ども・子育て支援法等

の施行 

⑥「日本再興戦略改訂２０

１５」の閣議決定 

⑫「男女共同参画基本計画

（第４次）」策定 

  

2016年 

(平成28年) 

 ④女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律

（女性活躍推進法）全面

施行 

③「とちぎ男女共同参画プ

ラン（四期計画）」策定 

（平成２８～令和２） 

③「第四期とちぎの農業・

農村男女共同参画ビジ

ョン」策定（平成28～

令和2） 

③「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関す

る計画」の策定 

⑨とちぎ女性活躍応援団

の設立 

 

2017年 

(平成29年) 

 ①男女雇用機会均等法の改 

正 

③働き方改革実行計画の決

定 

④「いわゆるアダルトビデ

オ出演強要問題・『ＪＫ

ビジネス』等被害防止月

間」の設定 

⑥「ストーカー行為等の規

制等に関する法律」の改

正 

③「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に

関する基本計画（第３次

改定版）」の策定 
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年 世界の動き 日本の動き 栃木県の動き 宇都宮市の動き 

201８年 

(平成３０年) 

   ③「第４次男女共同参画行動

計画」の策定 

201９年 

(令和元年) 

 ⑥「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に関

する法律」の改正 

  

20２０年 

(令和２年) 

 ⑤「男女共同参画の視点か

らの防災・復興ガイドライ

ン（旧指針改定版）」の策

定 

⑥性犯罪・性暴力対策の強

化の方針の決定 

⑫「男女共同参画基本計画

（第５次）」策定 

 

  

20２１年 

(令和３年) 

 ⑫ＳＤＧｓアクションプラ

ン２０２２の決定 

②「とちぎ男女共同参画プ

ラン（五期計画）」策定 

（令和３～７） 

③「第五期とちぎの農業・

農村男女共同参画ビジ

ョン」策定（令和3～7） 

③「女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する

計画（第２期）」の策定 

⑥「つながりサポート女性支

援事業」開始 

２０２２年 

(令和４年) 

 ④女性デジタル人材育成プ

ランの決定 

④・⑦「改正女性活躍推進

法」施行（一般事業主行動

計画策定義務の対象拡大

等） 

④・⑩「改正育児・介護休

業法」施行（個別周知・意

向確認の義務化，産後パパ

育休創設等） 

⑤「困難な問題を抱える女

性への支援に関する法律」

の成立 

⑥女性活躍・男女共同参画

の重点方針の決定 

③「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に

関する基本計画（第４次

改定版）」の策定 

⑨「とちぎパートナーシッ

プ宣誓制度」導入 

 

２０２３年 

(令和５年) 

   ②「第５次男女共同参画行動

計画」の策定 
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２ 男女共同参画社会基本法 

（平成十一年六月二十三日法律第七十八号） 
最終改正年月日：平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 

 
我が国においては，日本国憲法に個人の尊重と

法の下の平等がうたわれ，男女平等の実現に向け

た様々な取組が，国際社会における取組とも連動

しつつ，着実に進められてきたが，なお一層の努

力が必要とされている。 

 一方，少子高齢化の進展，国内経済活動の成熟

化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応し

ていく上で，男女が，互いにその人権を尊重しつ

つ責任も分かち合い，性別にかかわりなく，その

個性と能力を十分に発揮することができる男女共

同参画社会の実現は，緊要な課題となっている。 

 このような状況にかんがみ，男女共同参画社会

の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重

要課題と位置付け，社会のあらゆる分野において，

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推

進を図っていくことが重要である。 

 ここに，男女共同参画社会の形成についての基

本理念を明らかにしてその方向を示し，将来に向

かって国，地方公共団体及び国民の男女共同参画

社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推

進するため，この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は，男女の人権が尊重され，か 

つ，社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力 

ある社会を実現することの緊要性にかんがみ，男 

女共同参画社会の形成に関し，基本理念を定め， 

並びに国，地方公共団体及び国民の責務を明らか 

にするとともに，男女共同参画社会の形成の促進 

に関する施策の基本となる事項を定めることによ 

り，男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的 

に推進することを目的とする。  

 

（定義） 

第二条 この法律において，次の各号に掲げる用 

語の意義は，当該各号に定めるところによる。  

一 男女共同参画社会の形成 男女が，社会の対 

等な構成員として，自らの意思によって社会のあ 

らゆる分野における活動に参画する機会が確保さ 

れ，もって男女が均等に政治的，経済的，社会的 

及び文化的利益を享受することができ，かつ，共 

に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

 二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係

る男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお

いて，男女のいずれか一方に対し，当該機会を積

極的に提供することをいう。  

 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は，男女の個人 

としての尊厳が重んぜられること，男女が性別に 

よる差別的取扱いを受けないこと，男女が個人と 

して能力を発揮する機会が確保されることその他 

の男女の人権が尊重されることを旨として，行わ 

れなければならない。  

 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては， 

社会における制度又は慣行が，性別による固定的 
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な役割分担等を反映して，男女の社会における活 

動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことに 

より，男女共同参画社会の形成を阻害する要因と 

なるおそれがあることにかんがみ，社会における 

制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に 

対して及ぼす影響をできる限り中立なものとする 

ように配慮されなければならない。  

 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は，男女が，社 

会の対等な構成員として，国若しくは地方公共団 

体における政策又は民間の団体における方針の立 

案及び決定に共同して参画する機会が確保される 

ことを旨として，行われなければならない。  

 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は，家族を構成 

する男女が，相互の協力と社会の支援の下に，子 

の養育，家族の介護その他の家庭生活における活 

動について家族の一員としての役割を円滑に果た 

し，かつ，当該活動以外の活動を行うことができ 

るようにすることを旨として，行われなければな 

らない。  

 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社 

会における取組と密接な関係を有していることに 

かんがみ，男女共同参画社会の形成は，国際的協 

調の下に行われなければならない。  

 

（国の責務） 

第八条 国は，第３条から前条までに定める男女 

共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基 

本理念」という。）にのっとり，男女共同参画社会 

の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含 

む。以下同じ。）を総合的に策定し，及び実施する 

責務を有する。  

 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は，基本理念にのっとり，

男女共同参画社会の形成の促進に関し，国の施

策に準じた施策及びその他のその地方公共団体

の区域の特性に応じた施策を策定し，及び実施

する責務を有する。  

 

（国民の責務） 

第十条 国民は，職域，学校，地域，家庭その他

の社会のあらゆる分野において，基本理念にのっ

とり，男女共同参画社会の形成に寄与するように

努めなければならない。  

 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は，男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策を実施するため必要な法制上又は

財政上の措置その他の措置を講じなければならな

い。  

 

（年次報告等） 

第十二条 政府は，毎年，国会に，男女共同参画

社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策についての報告を

提出しなければならない。 

２ 政府は，毎年，前項の報告に係る男女共同参

画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明ら

かにした文書を作成し，これを国会に提出しなけ

ればならない。  

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する

基本的施策 

 

（男女共同参画基本計画）  
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第十三条 政府は，男女共同参画社会の形成の促 

進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る 

ため，男女共同参画社会の形成の促進に関する基 

本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」とい 

う。）を定めなければならない。  

２ 男女共同参画基本計画は，次に掲げる事項に

ついて定めるものとする。  

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか，男女共同参画社会 

の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に 

推進するために必要な事項  

３ 内閣総理大臣は，男女共同参画会議の意見を 

聴いて，男女共同参画基本計画の案を作成し，閣 

議の決定を求めなければならない。  

４ 内閣総理大臣は，前項の規定による閣議の決 

定があったときは，遅滞なく，男女共同参画基本 

計画を公表しなければならない。  

５ 前２項の規定は，男女共同参画基本計画の変

更について準用する。  

 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は，男女共同参画基本計画を 

勘案して，当該都道府県の区域における男女共同 

参画社会の形成の促進に関する施策についての基 

本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」 

という。）を定めなければならない。  

２ 都道府県男女共同参画計画は，次に掲げる事

項について定めるものとする。  

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に 

講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する 

施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか，都道府県の区域に 

おける男女共同参画社会の形成の促進に関する施 

策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事 

項  

３ 市町村は，男女共同参画基本計画及び都道府 

県男女共同参画計画を勘案して，当該市町村の区 

域における男女共同参画社会の形成の促進に関す 

る施策についての基本的な計画（以下「市町村男 

女共同参画計画」という。）を定めるように努めな 

ければならない。  

４ 都道府県又は市町村は，都道府県男女共同参 

画計画又は市町村男女共同参画計画を定め，又は 

変更したときは，遅滞なく，これを公表しなけれ 

ばならない。  

 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は，男女共同参画 

社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策 

定し，及び実施するに当たっては，男女共同参画 

社会の形成に配慮しなければならない。  

 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は，広報活動等を 

通じて，基本理念に関する国民の理解を深めるよ 

う適切な措置を講じなければならない。  

 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は，政府が実施する男女共同参画社 

会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社 

会の形成に影響を及ぼすと認められる施策につい 

ての苦情の処理のために必要な措置及び性別によ 

る差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成 

を阻害する要因によって人権が侵害された場合に 

おける被害者の救済を図るために必要な措置を講 

じなければならない。  

 

（調査研究） 

第十八条 国は，社会における制度又は慣行が男 

女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査 

研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関 
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する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう 

に努めるものとする。  

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は，男女共同参画社会の形成を国際 

的協調の下に促進するため，外国政府又は国際機 

関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成 

に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るた 

めに必要な措置を講ずるように努めるものとする。  

 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は，地方公共団体が実施する男女共 

同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の 

団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行 

う活動を支援するため，情報の提供その他の必要 

な措置を講ずるように努めるものとする。  

 

第三章 男女共同参画会議 

 

（設置） 

第二十一条 内閣府に，男女共同参画会議（以下

「会議」という。）を置く。  

 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は，次に掲げる事務をつかさど 

る。  

一 男女共同参画基本計画に関し，第１３条第３

項に規定する事項を処理すること。  

二 前号に掲げるもののほか，内閣総理大臣又は 

関係各大臣の諮問に応じ，男女共同参画社会の形 

成の促進に関する基本的な方針，基本的な政策及 

び重要事項を調査審議すること。  

三 前２号に規定する事項に関し，調査審議し， 

必要があると認めるときは，内閣総理大臣及び関 

係各大臣に対し，意見を述べること。  

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促 

進に関する施策の実施状況を監視し，及び政府の 

施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調 

査し，必要があると認めるときは，内閣総理大臣 

及び関係各大臣に対し，意見を述べること。  

 

（組織） 

第二十三条 会議は，議長及び議員２４人以内を

もって組織する。  

 

（議長） 

第二十四条 議長は，内閣官房長官をもって充て

る。 

２ 議長は，会務を総理する。  

 

（議員） 

第二十五条 議員は，次に掲げる者をもって充て

る。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから，内

閣総理大臣が指定する者  

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を 

有する者のうちから，内閣総理大臣が任命する者  

２ 前項第２号の議員の数は，同項に規定する議 

員の総数の１０分の５未満であってはならない。  

３ 第１項第２号の議員のうち，男女のいずれか 

一方の議員の数は，同号に規定する議員の総数の 

１０分の４未満であってはならない。  

４ 第１項第２号の議員は，非常勤とする。  

 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第１項第２号の議員の任期は， 

２年とする。ただし，補欠の議員の任期は，前任 

者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は，再任されること

ができる。  

 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は，その所掌事務を遂行するた 
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めに必要があると認めるときは，関係行政機関の 

長に対し，監視又は調査に必要な資料その他の資 

料の提出，意見の開陳，説明その他必要な協力を 

求めることができる。 

２ 会議は，その所掌事務を遂行するために特に 

必要があると認めるときは，前項に規定する者以 

外の者に対しても，必要な協力を依頼することが 

できる。  

 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか，会議の 

組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要 

な事項は，政令で定める。  

 

附則 （平成一一年六月二三日法律第七八号） 抄  

 

（施行期日） 

第一条 この法律は，公布の日から施行する。  

 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法

律第七号）は，廃止する。 

 

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画

審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）

第一条の規定により置かれた男女共同参画審議会

は，第二十一条第一項の規定により置かれた審議

会となり，同一性をもって存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四

条第一項の規定により任命された男女共同参画審

議会の委員である者は，この法律の施行の日に，

第二十三条第一項の規定により，審議会の委員と

して任命されたものとみなす。この場合において，

その任命されたものとみなされる者の任期は，同

条第二項の規定にかかわらず，同日における旧審 

議会設置法第四条第二項の規定により任命された

男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期

間と同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五

条第一項の規定により定められた男女共同参画審

議会の会長である者又は同条第三項の規定により

指名された委員である者は，それぞれ，この法律

の施行の日に，第二十四条第一項の規定により審

議会の会長として定められ，又は同条第三項の規

定により審議会の会長の職務を代理する委員とし

て指名されたものとみなす。 

 

附則 （平成一一年七月一六日法律第一〇二号） 

抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は，内閣法の一部を改正する法

律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から

施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当

該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項，第十四条第三

項，第二十三条，第二十八条並びに第三十条の規

定 公布の日 

 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において

次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長，委

員その他の職員である者（任期の定めのない者を

除く。）の任期は，当該会長，委員その他の職員の

任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず， 

その日に満了する。 

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

 

（別に定める経過措置） 
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第三十条 第二条から前条までに規定するものの

ほか，この法律の施行に伴い必要となる経過措置 

は，別に法律で定める。 

 

附則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 

抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は，

平成十三年一月六日から施行する。ただし，次の

各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施

行する。 

一 第九百九十五条（核原料物質，核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法

律附則の改正規定に係る部分に限る。），第千三百

五条，第千三百六条，第千三百二十四条第二項，

第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の

規定 公布の日 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考資料 
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３ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

 （ＤＶ防止法） 

（平成十三年四月十三日法律第三十一号） 

最終改正: 令和四年六月一七日法律第六八号 

 
我が国においては，日本国憲法に個人の尊重と

法の下の平等がうたわれ，人権の擁護と男女平等

の実現に向けた取組が行われている。 

 ところが，配偶者からの暴力は，犯罪となる行

為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず，

被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかっ

た。また，配偶者からの暴力の被害者は，多くの

場合女性であり，経済的自立が困難である女性に

対して配偶者が暴力を加えることは，個人の尊厳

を害し，男女平等の実現の妨げとなっている。 

 このような状況を改善し，人権の擁護と男女平

等の実現を図るためには，配偶者からの暴力を防

止し，被害者を保護するための施策を講ずること

が必要である。このことは，女性に対する暴力を

根絶しようと努めている国際社会における取組に

も沿うものである。 

 ここに，配偶者からの暴力に係る通報，相談，

保護，自立支援等の体制を整備することにより，

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図る

ため，この法律を制定する。 
 
第一章 総則 

 

（定義）  

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」

とは，配偶者からの身体に対する暴力（身体に対

する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及

ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心

身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項におい

て「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい，

配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に，

その者が離婚をし，又はその婚姻が取り消された

場合にあっては，当該配偶者であった者から引き

続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは，配偶者か

らの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には，婚姻の届出

をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含み，「離婚」には，婚姻の届出をしていな

いが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が，

事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むも

のとする。 
 
（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は，配偶者からの暴

力を防止するとともに，被害者の自立を支援する

ことを含め，その適切な保護を図る責務を有する。 

 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

 
（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣，国家公安委員会，法

務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第

五項において「主務大臣」という。）は，配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に

関する基本的な方針（以下この条並びに次条第一
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項及び第三項において「基本方針」という。）を定

めなければならない。 

２ 基本方針においては，次に掲げる事項につき，

次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の

市町村基本計画の指針となるべきものを定めるも

のとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は，基本方針を定め，又はこれを変

更しようとするときは，あらかじめ，関係行政機

関の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は，基本方針を定め，又はこれを変

更したときは，遅滞なく，これを公表しなければ

ならない。 
 
（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は，基本方針に即して，当

該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護のための施策の実施に関する基本的

な計画（以下この条において「都道府県基本計画」

という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては，次に掲げる事

項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は，基本

方針に即し，かつ，都道府県基本計画を勘案して，

当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護のための施策の実施に関する基本的

な計画（以下この条において「市町村基本計画」

という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は，都道府県基本計画又

は市町村基本計画を定め，又は変更したときは，

遅滞なく，これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は，都道府県又は市町村に対し，都

道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のため

に必要な助言その他の援助を行うよう努めなけれ

ばならない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は，当該都道府県が設置する婦

人相談所その他の適切な施設において，当該各施

設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を

果たすようにするものとする。 

２ 市町村は，当該市町村が設置する適切な施設

において，当該各施設が配偶者暴力相談支援セン

ターとしての機能を果たすようにするよう努める

ものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは，配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護のため，次に掲げ

る業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について，相談に

応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機

関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため，医学

的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行う

こと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合に

あっては，被害者及びその同伴する家族。次号，

第六号，第五条，第八条の三及び第九条において

同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護

を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するた

め，就業の促進，住宅の確保，援護等に関する制
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度の利用等について，情報の提供，助言，関係機

関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用につい

て，情報の提供，助言，関係機関への連絡その他

の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用につい

て，情報の提供，助言，関係機関との連絡調整そ

の他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は，婦人相談所が，自

ら行い，又は厚生労働大臣が定める基準を満たす

者に委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは，その業務を

行うに当たっては，必要に応じ，配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行

う民間の団体との連携に努めるものとする。 

 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は，被害者の相談に応じ，必

要な指導を行うことができる。 
 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は，婦人保護施設において被害

者の保護を行うことができる。 

 

第三章 被害者の保護 

 
（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者で

あった者からの身体に対する暴力に限る。以下こ

の章において同じ。）を受けている者を発見した者

は，その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警

察官に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は，その業務を行う

に当たり，配偶者からの暴力によって負傷し又は

疾病にかかったと認められる者を発見したときは，

その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官

に通報することができる。この場合において，そ

の者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏

示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定

は，前二項の規定により通報することを妨げるも

のと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は，その業務を行う

に当たり，配偶者からの暴力によって負傷し又は

疾病にかかったと認められる者を発見したときは，

その者に対し，配偶者暴力相談支援センター等の

利用について，その有する情報を提供するよう努

めなければならない。 
 
（配偶者暴力相談支援センターによる保護について

の説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは，被害者

に関する通報又は相談を受けた場合には，必要に

応じ，被害者に対し，第三条第三項の規定により

配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容に

ついて説明及び助言を行うとともに，必要な保護

を受けることを勧奨するものとする。 
 
（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は，通報等により配偶者からの暴

力が行われていると認めるときは，警察法（昭和

二十九年法律第百六十二号），警察官職務執行法

（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令

の定めるところにより，暴力の制止，被害者の保

護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を

防止するために必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 
 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長

（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面

については，方面本部長。第十五条第三項におい

て同じ。）又は警察署長は，配偶者からの暴力を受

けている者から，配偶者からの暴力による被害を
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自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があ

り，その申出を相当と認めるときは，当該配偶者

からの暴力を受けている者に対し，国家公安委員

会規則で定めるところにより，当該被害を自ら防

止するための措置の教示その他配偶者からの暴力

による被害の発生を防止するために必要な援助を

行うものとする。 
 
（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四

十五号）に定める福祉に関する事務所（次条にお

いて「福祉事務所」という。）は，生活保護法（昭

和二十五年法律第百四十四号），児童福祉法（昭和

二十二年法律第百六十四号），母子及び寡婦福祉法

（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の法令

の定めるところにより，被害者の自立を支援する

ために必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 
 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター，都道府県

警察，福祉事務所，児童相談所その他の都道府県

又は市町村の関係機関その他の関係機関は，被害

者の保護を行うに当たっては，その適切な保護が

行われるよう，相互に連携を図りながら協力する

よう努めるものとする。 
 
（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は，被害者の保護に

係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の

申出を受けたときは，適切かつ迅速にこれを処理

するよう努めるものとする。 

 

第四章 保護命令 

 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力

又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体

に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。

以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以

下この章において同じ。）が，配偶者からの身体に

対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶

者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの

身体に対する暴力を受けた後に，被害者が離婚を

し，又はその婚姻が取り消された場合にあっては，

当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に

対する暴力。第十二条第一項第二号において同

じ。）により，配偶者からの生命等に対する脅迫を

受けた者である場合にあっては配偶者から受ける

身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する

脅迫を受けた後に，被害者が離婚をし，又はその

婚姻が取り消された場合にあっては，当該配偶者

であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。

同号において同じ。）により，その生命又は身体に

重大な危害を受けるおそれが大きいときは，裁判

所は，被害者の申立てにより，その生命又は身体

に危害が加えられることを防止するため，当該配

偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等

に対する脅迫を受けた後に，被害者が離婚をし，

又はその婚姻が取り消された場合にあっては，当

該配偶者であった者。以下この条，同項第三号及

び第四号並びに第十八条第一項において同じ。）に

対し，次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。

ただし，第二号に掲げる事項については，申立て

の時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠

を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間，

被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠とし

ている住居を除く。以下この号において同じ。）そ

の他の場所において被害者の身辺につきまとい，

又は被害者の住居，勤務先その他その通常所在す

る場所の付近をはいかいしてはならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間，

被害者と共に生活の本拠としている住居から退去



102 
 

すること及び当該住居の付近をはいかいしてはな

らないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において，同項第一

号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁

判所は，被害者の申立てにより，その生命又は身

体に危害が加えられることを防止するため，当該

配偶者に対し，命令の効力が生じた日以後，同号

の規定による命令の効力が生じた日から起算して

六月を経過する日までの間，被害者に対して次の

各号に掲げるいずれの行為もしてはならないこと

を命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事

項を告げ，又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず，又は緊急やむを得

ない場合を除き，連続して，電話をかけ，ファク

シミリ装置を用いて送信し，若しくは電子メール

を送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き，午後十時から

午前六時までの間に，電話をかけ，ファクシミリ

装置を用いて送信し，又は電子メールを送信する

こと。 

六 汚物，動物の死体その他の著しく不快又は嫌

悪の情を催させるような物を送付し，又はその知

り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ，又はその知り

得る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ，若しく

はその知り得る状態に置き，又はその性的羞恥心

を害する文書，図画その他の物を送付し，若しく

はその知り得る状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において，被害者

がその成年に達しない子（以下この項及び次項並

びに第十二条第一項第三号において単に「子」と

いう。）と同居しているときであって，配偶者が幼

年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行ってい

ることその他の事情があることから被害者がその

同居している子に関して配偶者と面会することを

余儀なくされることを防止するため必要があると

認めるときは，第一項第一号の規定による命令を

発する裁判所又は発した裁判所は，被害者の申立

てにより，その生命又は身体に危害が加えられる

ことを防止するため，当該配偶者に対し，命令の

効力が生じた日以後，同号の規定による命令の効

力が生じた日から起算して六月を経過する日まで

の間，当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本

拠としている住居を除く。以下この項において同

じ。），就学する学校その他の場所において当該子

の身辺につきまとい，又は当該子の住居，就学す

る学校その他その通常所在する場所の付近をはい

かいしてはならないことを命ずるものとする。た

だし，当該子が十五歳以上であるときは，その同

意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において，配偶者

が被害者の親族その他被害者と社会生活において

密接な関係を有する者（被害者と同居している子

及び配偶者と同居している者を除く。以下この項

及び次項並びに第十二条第一項第四号において

「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗

野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情

があることから被害者がその親族等に関して配偶

者と面会することを余儀なくされることを防止す

るため必要があると認めるときは，第一項第一号

の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判

所は，被害者の申立てにより，その生命又は身体

に危害が加えられることを防止するため，当該配

偶者に対し，命令の効力が生じた日以後，同号の

規定による命令の効力が生じた日から起算して六

月を経過する日までの間，当該親族等の住居（当

該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。

以下この項において同じ。）その他の場所において
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当該親族等の身辺につきまとい，又は当該親族等

の住居，勤務先その他その通常所在する場所の付

近をはいかいしてはならないことを命ずるものと

する。 

５ 前項の申立ては，当該親族等（被害者の十五

歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の

同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後

見人である場合にあっては，その法定代理人の同

意）がある場合に限り，することができる。 

 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立て

に係る事件は，相手方の住所（日本国内に住所が

ないとき又は住所が知れないときは居所）の所在

地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては，次

の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもする

ことができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定に

よる命令（以下「保護命令」という。）の申立ては，

次に掲げる事項を記載した書面でしなければなら

ない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配

偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶

者から受ける身体に対する暴力により，生命又は

身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認め

るに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては，被害者が当該同居している子

に関して配偶者と面会することを余儀なくされる

ことを防止するため当該命令を発する必要がある

と認めるに足りる申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては，被害者が当該親族等に関して

配偶者と面会することを余儀なくされることを防

止するため当該命令を発する必要があると認める

に足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察

職員に対し，前各号に掲げる事項について相談し，

又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びそ

の事実があるときは，次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警 

察職員の所属官署の名称  

ロ 相談し，又は援助若しくは保護を求めた日時 

及び場所  

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容  

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置 

の内容  

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項

第五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場

合には，申立書には，同項第一号から第四号まで

に掲げる事項についての申立人の供述を記載した

書面で公証人法（明治四十一年法律第五十三号）

第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付

しなければならない。 
 
（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は，保護命令の申立てに係る事

件については，速やかに裁判をするものとする。 

 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は，口頭弁論又は相手方が立

ち会うことができる審尋の期日を経なければ，こ

れを発することができない。ただし，その期日を

経ることにより保護命令の申立ての目的を達する

ことができない事情があるときは，この限りでな
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い。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまで

に掲げる事項の記載がある場合には，裁判所は，

当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官

署の長に対し，申立人が相談し又は援助若しくは

保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた

措置の内容を記載した書面の提出を求めるものと

する。この場合において，当該配偶者暴力相談支

援センター又は当該所属官署の長は，これに速や

かに応ずるものとする。 

３ 裁判所は，必要があると認める場合には，前

項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官

署の長又は申立人から相談を受け，若しくは援助

若しくは保護を求められた職員に対し，同項の規

定により書面の提出を求めた事項に関して更に説

明を求めることができる。 
 
（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には，

理由を付さなければならない。ただし，口頭弁論

を経ないで決定をする場合には，理由の要旨を示

せば足りる。 

２ 保護命令は，相手方に対する決定書の送達又

は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日

における言渡しによって，その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは，裁判所書記官は，

速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は

居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に

通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において，申立人が配

偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し，

又は援助若しくは保護を求めた事実があり，かつ，

申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イ

からニまでに掲げる事項の記載があるときは，裁

判所書記官は，速やかに，保護命令を発した旨及

びその内容を，当該申立書に名称が記載された配

偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が

記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上

ある場合にあっては，申立人がその職員に対し相

談し，又は援助若しくは保護を求めた日時が最も

遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知す

るものとする。 

５ 保護命令は，執行力を有しない。 
 
（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対

しては，即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は，保護命令の効力に影響を

及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において，保護命令の

取消しの原因となることが明らかな事情があるこ

とにつき疎明があったときに限り，抗告裁判所は，

申立てにより，即時抗告についての裁判が効力を

生ずるまでの間，保護命令の効力の停止を命ずる

ことができる。事件の記録が原裁判所に存する間

は，原裁判所も，この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定

による命令の効力の停止を命ずる場合において，

同条第二項から第四項までの規定による命令が発

せられているときは，裁判所は，当該命令の効力

の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては，不服を

申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定によ

る命令を取り消す場合において，同条第二項から

第四項までの規定による命令が発せられていると

きは，抗告裁判所は，当該命令をも取り消さなけ

ればならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保

護命令について，第三項若しくは第四項の規定に

よりその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所

がこれを取り消したときは，裁判所書記官は，速

やかに，その旨及びその内容を当該通知をした配

偶者暴力相談支援センターの長に通知するものと
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する。 

８ 前条第三項の規定は，第三項及び第四項の場

合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合

について準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は，当該保護

命令の申立てをした者の申立てがあった場合には，

当該保護命令を取り消さなければならない。第十

条第一項第一号又は第二項から第四項までの規定

による命令にあっては同号の規定による命令が効

力を生じた日から起算して三月を経過した後にお

いて，同条第一項第二号の規定による命令にあっ

ては当該命令が効力を生じた日から起算して二週

間を経過した後において，これらの命令を受けた

者が申し立て，当該裁判所がこれらの命令の申立

てをした者に異議がないことを確認したときも，

同様とする。 

２ 前条第六項の規定は，第十条第一項第一号の

規定による命令を発した裁判所が前項の規定によ

り当該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は，前

二項の場合について準用する。 
 
（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の

申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令

が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての

理由となった身体に対する暴力又は生命等に対す

る脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定によ

る命令の再度の申立てがあったときは，裁判所は，

配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居

しようとする被害者がその責めに帰することので

きない事由により当該発せられた命令の効力が生

ずる日から起算して二月を経過する日までに当該

住居からの転居を完了することができないことそ

の他の同号の規定による命令を再度発する必要が

あると認めるべき事情があるときに限り，当該命

令を発するものとする。ただし，当該命令を発す

ることにより当該配偶者の生活に特に著しい支障

を生ずると認めるときは，当該命令を発しないこ

とができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の

規定の適用については，同条第一項各号列記以外

の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号，

第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第

一項本文の事情」と，同項第五号中「前各号に掲

げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げ

る事項並びに第十八条第一項本文の事情」と，同

条第二項中「同項第一号から第四号までに掲げる

事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げ

る事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。 

 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について，当事

者は，裁判所書記官に対し，事件の記録の閲覧若

しくは謄写，その正本，謄本若しくは抄本の交付

又は事件に関する事項の証明書の交付を請求する

ことができる。ただし，相手方にあっては，保護

命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼

び出す審尋の期日の指定があり，又は相手方に対

する保護命令の送達があるまでの間は，この限り

でない。 

 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支

局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人

がその職務を行うことができない場合には，法務

大臣は，当該法務局若しくは地方法務局又はその

支局に勤務する法務事務官に第十二条第二項（第

十八条第二項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）の認証を行わせることができる。 
 
（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を
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除き，保護命令に関する手続に関しては，その性

質に反しない限り，民事訴訟法（平成八年法律第

百九号）の規定を準用する。 
 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか，保護

命令に関する手続に関し必要な事項は，最高裁判

所規則で定める。 
 

第五章 雑則 

 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保

護，捜査，裁判等に職務上関係のある者（次項に

おいて「職務関係者」という。）は，その職務を行

うに当たり，被害者の心身の状況，その置かれて

いる環境等を踏まえ，被害者の国籍，障害の有無

等を問わずその人権を尊重するとともに，その安

全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなけれ

ばならない。 

２ 国及び地方公共団体は，職務関係者に対し，

被害者の人権，配偶者からの暴力の特性等に関す

る理解を深めるために必要な研修及び啓発を行う

ものとする。 

 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は，配偶者から

の暴力の防止に関する国民の理解を深めるための

教育及び啓発に努めるものとする。 
 
（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は，配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護に資するため，加

害者の更生のための指導の方法，被害者の心身の

健康を回復させるための方法等に関する調査研究

の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び

資質の向上に努めるものとする。 
 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は，配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動

を行う民間の団体に対し，必要な援助を行うよう

努めるものとする。 

 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は，次の各号に掲げる費用

を支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業

務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に

掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談

所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労

働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場

合を含む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱す

る婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護

（市町村，社会福祉法人その他適当と認める者に

委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な

事務に要する費用 

２ 市は，第四条の規定に基づきその長の委嘱す

る婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しな

ければならない。 
 
（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は，政令の定めるところにより，

都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用

のうち，同項第一号及び第二号に掲げるものにつ

いては，その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は，予算の範囲内において，次の各号に掲

げる費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した 

費用のうち，同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 
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第五章の二 補則 

 

(この法律の準用) 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章

までの規定は，生活の本拠を共にする交際（婚姻

関係における共同生活に類する共同生活を営んで

いないものを除く。）をする関係にある相手からの

暴力（当該関係にある相手からの身体に対する暴

力等をいい，当該関係にある相手からの身体に対

する暴力等を受けた後に，その者が当該関係を解

消した場合にあっては，当該関係にあった者から

引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び

当該暴力を受けた者について準用する。この場合

において，これらの規定中「配偶者からの暴力」

とあるのは「第二十八条の二に規定する関係にあ

る相手からの暴力」と読み替えるほか，次の表の

上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，

それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも

のとする。 

 

第二条 

 

被害者 

 

被害者（第二十八

条の二に規定する

関係にある相手か

らの暴力を受けた

者をいう。以下同

じ。） 

第六条第一

項 

 

 

配 偶 者 又

は 配 偶 者

で あ っ た

者 

同条に規定する関

係にある相手又は

同条に規定する関

係にある相手であ

った者 

第十条第一

項から第四

項まで，第

十一条第二

項第二号，

配偶者 

 

第二十八条の二に

規定する関係にあ

る相手 

第十二条第

一項第一号

から第四号

まで及び第

十八条第一

項 

 

第十条第一

項 

 

離婚をし，

又 は そ の

婚 姻 が 取

り 消 さ れ

た場合 

 

第二十八条の二に

規定する関係を解

消した場合 

 

第六章 罰則 

 

第二十九条 保護命令に違反した者は，一年以下

の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 
 
第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第

二十八条の二において読み替えて準用する第十二

条第一項（第二十八条の二において準用する第十

八条第二項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）の規定により記載すべき事項について虚

偽の記載のある申立書により保護命令の申立てを

した者は，十万円以下の過料に処する。 
 

附 則 抄 

 
（施行期日） 

第一条 この法律は，公布の日から起算して六月

を経過した日から施行する。ただし，第二章，第

六条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に

限る。），第七条，第九条（配偶者暴力相談支援セ

ンターに係る部分に限る。），第二十七条及び第二

十八条の規定は，平成十四年四月一日から施行す
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る。 
 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談

所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力

に関して相談し，又は援助若しくは保護を求めた

場合における当該被害者からの保護命令の申立て

に係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに

第十四条第二項及び第三項の規定の適用について

は，これらの規定中「配偶者暴力相談支援センタ

ー」とあるのは，「婦人相談所」とする。 

 

（検討）  

第三条 この法律の規定については，この法律の

施行後三年を目途として，この法律の施行状況等

を勘案し，検討が加えられ，その結果に基づいて

必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

附 則  （平成一六年六月二日法律第六四号） 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は，公布の日から起算して六月

を経過した日から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による

改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律（次項において「旧法」という。）

第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規

定による命令に関する事件については，なお従前

の例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せら

れた後に当該命令の申立ての理由となった身体に

対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を

及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律に

よる改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護に関する法律（以下「新法」という。）第十

条第一項第二号の規定による命令の申立て（この

法律の施行後最初にされるものに限る。）があった

場合における新法第十八条第一項の規定の適用に

ついては，同項中「二月」とあるのは，「二週間」

とする。 

 

（検討） 

第三条 新法の規定については，この法律の施行

後三年を目途として，新法の施行状況等を勘案し，

検討が加えられ，その結果に基づいて必要な措置

が講ぜられるものとする。 

 

附 則 （平成一九年七月一一日法律第一一三号） 

抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は，公布の日から起算して六月

を経過した日から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による

改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律第十条の規定による命令の申立て

に係る同条の規定による命令に関する事件につい

ては，なお従前の例による。 

 

附 則 （平成二五年七月三日法律第七二号）  抄 

 

（施行期日） 

１ この法律は，公布の日から起算して六月を経

過した日から施行する。 

 

附 則 （平成二六年四月二三日法律第二八号）  

抄 

 

（施行期日） 
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第一条 この法律は，平成二十七年四月一日から

施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当

該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第二条並びに附則第三条，第七条から第十条

まで，第十二条及び第十五条から第十八条までの

規定 平成二十六年十月一日 

 

附 則 （令和元年六月二六日法律第四六号）  抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は，令和二年四月一日から施行

する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各

号に定める日から施行する。 

一 附則第四条，第七条第一項及び第八条の規定 

公布の日 

 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか，この法律

の施行に伴い必要な経過措置は，政令で定める。 

 

（検討等） 

第八条 政府は，附則第一条第一号に掲げる規定

の施行後三年を目途に，配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関する法律第六条第一項及

び第二項の通報の対象となる同条第一項に規定す

る配偶者からの暴力の形態並びに同法第十条第一

項から第四項までの規定による命令の申立てをす

ることができる同条第一項に規定する被害者の範

囲の拡大について検討を加え，その結果に基づい

て必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は，附則第一条第一号に掲げる規定の施

行後三年を目途に，配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する法律第一条第一項に規定

する配偶者からの暴力に係る加害者の地域社会に

おける更生のための指導及び支援の在り方につい

て検討を加え，その結果に基づいて必要な措置を

講ずるものとする。 

 

 

附 則  （令和四年五月二五日法律第五二号）  

抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は，令和六年四月一日から施行

する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各

号に定める日から施行する。 

一 次条並びに附則第三条，第五条及び第三十八

条の規定 公布の日 

 

（政令への委任） 

第三十八条 この附則に定めるもののほか，この

法律の施行に関し必要な経過措置は，政令で定め

る。 

 

附 則  （令和四年六月一七日法律第六八号）  

抄 

 

（施行期日） 

１ この法律は，刑法等一部改正法施行日から施

行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該

各号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 
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４ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

 （女性活躍推進法） 

（平成二十七年九月四日法律第六十四号） 
最終改正： 令和四年六月一七日法律第六八号 

 
第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は，近年，自らの意思によって 

職業生活を営み，又は営もうとする女性がその個 

性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍 

すること（以下「女性の職業生活における活躍」 

という。）が一層重要となっていることに鑑み，男 

女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八 

号）の基本理念にのっとり，女性の職業生活にお 

ける活躍の推進について，その基本原則を定め， 

並びに国，地方公共団体及び事業主の責務を明ら 

かにするとともに，基本方針及び事業主の行動計 

画の策定，女性の職業生活における活躍を推進す 

るための支援措置等について定めることにより， 

女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に 

推進し，もって男女の人権が尊重され，かつ，急 

速な少子高齢化の進展，国民の需要の多様化その 

他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力 

ある社会を実現することを目的とする。 

 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は， 

職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情 

を踏まえ，自らの意思によって職業生活を営み， 

又は営もうとする女性に対する採用，教育訓練， 

昇進，職種及び雇用形態の変更その他の職業生活 

に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ， 

かつ，性別による固定的な役割分担等を反映した 

職場における慣行が女性の職業生活における活躍 

に対して及ぼす影響に配慮して，その個性と能力 

が十分に発揮できるようにすることを旨として，

行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は，職業

生活を営む女性が結婚，妊娠，出産，育児，介

護その他の家庭生活に関する事由によりやむを

得ず退職することが多いことその他の家庭生活

に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ，

家族を構成する男女が，男女の別を問わず，相

互の協力と社会の支援の下に，育児，介護その

他の家庭生活における活動について家族の一員

としての役割を円滑に果たしつつ職業生活にお

ける活動を行うために必要な環境の整備等によ

り，男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継

続的な両立が可能となることを旨として，行わ

れなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっ

ては，女性の職業生活と家庭生活との両立に関

し，本人の意思が尊重されるべきものであるこ

とに留意されなければならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は，前条に定める女

性の職業生活における活躍の推進についての基本

原則（次条及び第五条第一項において「基本原則」

という。）にのっとり，女性の職業生活における活
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躍の推進に関して必要な施策を策定し，及びこれ

を実施しなければならない。 

 

 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は，基本原則にのっとり，その雇

用し，又は雇用しようとする女性労働者に対する

職業生活に関する機会の積極的な提供，雇用する

労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇

用環境の整備その他の女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努める

とともに，国又は地方公共団体が実施する女性の

職業生活における活躍の推進に関する施策に協力

しなければならない。 

 

第二章 基本方針等 

 

（基本方針） 

第五条 政府は，基本原則にのっとり，女性の職

業生活における活躍の推進に関する施策を総合的

かつ一体的に実施するため，女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方

針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては，次に掲げる事項を定め

るものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する

基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するため

の支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必

要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に

関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか，女性の職業生活

における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は，基本方針の案を作成し，閣

議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は，前項の規定による閣議の決

定があったときは，遅滞なく，基本方針を公表し

なければならない。 

５ 前二項の規定は，基本方針の変更について準

用する。 

 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は，基本方針を勘案して，当該

都道府県の区域内における女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する施策についての計画（以下

この条において「都道府県推進計画」という。）を

定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は，基本方針（都道府県推進計画が定

められているときは，基本方針及び都道府県推進

計画）を勘案して，当該市町村の区域内における

女性の職業生活における活躍の推進に関する施策

についての計画（次項において「市町村推進計画」

という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は，都道府県推進計画又

は市町村推進計画を定め，又は変更したときは，

遅滞なく，これを公表しなければならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

 

第一節 事業主行動計画策定指針 

 

第七条 内閣総理大臣，厚生労働大臣及び総務大

臣は，事業主が女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組を総合的かつ効果的に実施するこ

とができるよう，基本方針に即して，次条第一項

に規定する一般事業主行動計画及び第十九条第一



112 
 

項に規定する特定事業主行動計画（次項において

「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関する

指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）

を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては，次に掲

げる事項につき，事業主行動計画の指針となるべ

きものを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣，厚生労働大臣及び総務大臣は，

事業主行動計画策定指針を定め，又は変更したと

きは，遅滞なく，これを公表しなければならない。 

 

第二節 一般事業主行動計画等 

 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下

「一般事業主」という。）であって，常時雇用する

労働者の数が百人を超えるものは，事業主行動計

画策定指針に即して，一般事業主行動計画（一般

事業主が実施する女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に関する計画をいう。以下同

じ。）を定め，厚生労働省令で定めるところにより，

厚生労働大臣に届け出なければならない。これを

変更したときも，同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては，次に掲げる

事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は，一般事業主

行動計画を定め，又は変更しようとするときは，

厚生労働省令で定めるところにより，採用した労

働者に占める女性労働者の割合，男女の継続勤務

年数の差異，労働時間の状況，管理的地位にある

労働者に占める女性労働者の割合その他のその事

業における女性の職業生活における活躍に関する

状況を把握し，女性の職業生活における活躍を推

進するために改善すべき事情について分析した上

で，その結果を勘案して，これを定めなければな

らない。この場合において，前項第二号の目標に

ついては，採用する労働者に占める女性労働者の

割合，男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合，

労働時間，管理的地位にある労働者に占める女性

労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定め

なければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は，一般事業主

行動計画を定め，又は変更したときは，厚生労働

省令で定めるところにより，これを労働者に周知

させるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は，一般事業主

行動計画を定め，又は変更したときは，厚生労働

省令で定めるところにより，これを公表しなけれ

ばならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は，一般事業主

行動計画に基づく取組を実施するとともに，一般

事業主行動計画に定められた目標を達成するよう

努めなければならない。 

７ 一般事業主であって，常時雇用する労働者の

数が百人以下のものは，事業主行動計画策定指針

に即して，一般事業主行動計画を定め，厚生労働

省令で定めるところにより，厚生労働大臣に届け

出るよう努めなければならない。これを変更した

ときも，同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が

一般事業主行動計画を定め，又は変更しようとす

る場合について，第四項から第六項までの規定は
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前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画

を定め，又は変更した場合について，それぞれ準

用する。 

 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は，前条第一項又は第七項

の規定による届出をした一般事業主からの申請に

基づき，厚生労働省令で定めるところにより，当

該事業主について，女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組に関し，当該取組の実施の状

況が優良なものであることその他の厚生労働省令

で定める基準に適合するものである旨の認定を行

うことができる。 

 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認

定一般事業主」という。）は，商品，役務の提供の

用に供する物，商品又は役務の広告又は取引に用

いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定

めるもの（次項及び第十四条第一項において「商

品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付

することができる。 

２ 何人も，前項の規定による場合を除くほか，

商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を

付してはならない。 

 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は，認定一般事業主が次

の各号のいずれかに該当するときは，第九条の認

定を取り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと

認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し

たとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は，認定一般事業主から

の申請に基づき，厚生労働省令で定めるところに

より，当該事業主について，女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組に関し，当該事業主

の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実

施し，当該一般事業主行動計画に定められた目標

を達成したこと，雇用の分野における男女の均等

な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十

七年法律第百十三号）第十三条の二に規定する業

務を担当する者及び育児休業，介護休業等育児又

は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平

成三年法律第七十六号）第二十九条に規定する業

務を担当する者を選任していること，当該女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組の実施

の状況が特に優良なものであることその他の厚生

労働省令で定める基準に適合するものである旨の

認定を行うことができる。 

 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 公共職業安定所は，前条第四項の規定

による届出をして労働者の募集に従事する承認中

小事業主団体に対して，雇用情報及び職業に関す

る調査研究の成果を提供し，かつ，これらに基づ

き当該募集の内容又は方法について指導すること

により，当該募集の効果的かつ適切な実施を図る

ものとする。 

 

（特例認定一般事業主の表示等) 

第十四条 特例認定一般事業主は，商品等に厚生

労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は，前項の表示について

準用する。 

 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は，特例認定一般事業主
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が次の各号のいずれかに該当するときは，第十二

条の認定を取り消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消

すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなった

と認めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず，又

は虚偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか，この法律又はこの

法律に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたと

き。 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中

小事業主（一般事業主であって，常時雇用する労

働者の数が三百人以下のものをいう。以下この項

及び次項において同じ。）が，当該承認中小事業主

団体をして女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行

わせようとする場合において，当該承認中小事業

主団体が当該募集に従事しようとするときは，職

業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三

十六条第一項及び第三項の規定は，当該構成員で

ある中小事業主については，適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団

体」とは，事業協同組合，協同組合連合会その他

の特別の法律により設立された組合若しくはその

連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一

般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員

とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当す

るものに限る。）のうち，その構成員である中小事

業主に対して女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組を実施するための人材確保に関する

相談及び援助を行うものであって，その申請に基

づいて，厚生労働大臣が，当該相談及び援助を適

切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合

する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は，承認中小事業主団体が前項

に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき

は，同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は，第一項に規定する募

集に従事しようとするときは，厚生労働省令で定

めるところにより，募集時期，募集人員，募集地

域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働

省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なけれ

ばならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の

規定による届出があった場合について，同法第五

条の三第一項及び第四項，第五条の四第一項及び

第二項，第五条の五，第三十九条，第四十一条第

二項，第四十二条，第四十八条の三第一項，第四

十八条の四，第五十条第一項及び第二項並びに第

五十一条の規定は前項の規定による届出をして労

働者の募集に従事する者について，同法第四十条

の規定は同項の規定による届出をして労働者の募

集に従事する者に対する報酬の供与について，同

法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項にお

いて準用する同条第二項に規定する職権を行う場

合について，それぞれ準用する。この場合におい

て，同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行

おうとする者」とあるのは「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律第十六条第四項の規

定による届出をして労働者の募集に従事しようと

する者」と，同法第四十一条第二項中「当該労働

者の募集の業務の廃止を命じ，又は期間」とある

のは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条

の二の規定の適用については，同法第三十六条第

二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者を

して労働者の募集に従事させようとする者がその
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被用者以外の者に与えようとする」と，同法第四

十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」

とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第

十六条第四項の規定による届出をして労働者の募

集に従事する者」と，「同項に」とあるのは「次項

に」とする。 

７ 厚生労働大臣は，承認中小事業主団体に対し，

第二項の相談及び援助の実施状況について報告を

求めることができる。 

 

第十七条 公共職業安定所は，前条第四項の規定

による届出をして労働者の募集に従事する承認中

小事業主団体に対して，雇用情報及び職業に関す

る調査研究の成果を提供し，かつ，これらに基づ

き当該募集の内容又は方法について指導すること

により，当該募集の効果的かつ適切な実施を図る

ものとする。 

 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は，第八条第一項若しくは第七項の

規定により一般事業主行動計画を策定しようとす

る一般事業主又はこれらの規定による届出をした

一般事業主に対して，一般事業主行動計画の策定，

労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動

計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談

その他の援助の実施に努めるものとする。 

 

第三節 特定事業主行動計画 

 

第十九条 国及び地方公共団体の機関，それらの

長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特

定事業主」という。）は，政令で定めるところによ

り，事業主行動計画策定指針に即して，特定事業

主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組に関する計画

をいう。以下この条において同じ。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 特定事業主行動計画においては，次に掲げる

事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は，特定事業主行動計画を定め，

又は変更しようとするときは，内閣府令で定める

ところにより，採用した職員に占める女性職員の

割合，男女の継続勤務年数の差異，勤務時間の状

況，管理的地位にある職員に占める女性職員の割

合その他のその事務及び事業における女性の職業

生活における活躍に関する状況を把握し，女性の

職業生活における活躍を推進するために改善すべ

き事情について分析した上で，その結果を勘案し

て，これを定めなければならない。この場合にお

いて，前項第二号の目標については，採用する職

員に占める女性職員の割合，男女の継続勤務年数

の差異の縮小の割合，勤務時間，管理的地位にあ

る職員に占める女性職員の割合その他の数値を用

いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は，特定事業主行動計画を定め，

又は変更したときは，遅滞なく，これを職員に周

知させるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は，特定事業主行動計画を定め，

又は変更したときは，遅滞なく，これを公表しな

ければならない。 

６ 特定事業主は，毎年少なくとも一回，特定事

業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表し

なければならない。 

７ 特定事業主は，特定事業主行動計画に基づく

取組を実施するとともに，特定事業主行動計画に

定められた目標を達成するよう努めなければなら



116 
 

ない。 

 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の

公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主

（常時雇用する労働者の数が三百人を超えるもの

に限る。）は，厚生労働省令で定めるところにより，

職業生活を営み，又は営もうとする女性の職業選

択に資するよう，その事業における女性の職業生

活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的

に公表しなければならない。 

一 その雇用し，又は雇用しようとする女性労働

者に対する職業生活に関する機会の提供に関する

実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活と

の両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第一項に規定する一般事業主（前項に

規定する一般事業主を除く。）は，厚生労働省令で

定めるところにより，職業生活を営み，又は営も

うとする女性の職業選択に資するよう，その事業

における女性の職業生活における活躍に関する前

項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を

定期的に公表しなければならない。 

３ 第八条第七項に規定する一般事業主は，厚生

労働省令で定めるところにより，職業生活を営み，

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう，

その事業における女性の職業生活における活躍に

関する第一項各号に掲げる情報の少なくともいず

れか一方を定期的に公表するよう努めなければな

らない。 

 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の

公表） 

第二十一条 特定事業主は，内閣府令で定めると

ころにより，職業生活を営み，又は営もうとする

女性の職業選択に資するよう，その事務及び事業

における女性の職業生活における活躍に関する次

に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 

一 その任用し，又は任用しようとする女性に対

する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との

両立に資する勤務環境の整備に関する実績 

 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置 

 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は，女性の職業生活における活躍

を推進するため，職業指導，職業紹介，職業訓練，

創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

２ 地方公共団体は，女性の職業生活における活

躍を推進するため，前項の措置と相まって，職業

生活を営み，又は営もうとする女性及びその家族

その他の関係者からの相談に応じ，関係機関の紹

介その他の情報の提供，助言その他の必要な措置

を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は，前項に規定する業務に係る

事務の一部を，その事務を適切に実施することが

できるものとして内閣府令で定める基準に適合す

る者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する

者又は当該事務に従事していた者は，正当な理由

なく，当該事務に関して知り得た秘密を漏らして

はならない。 

 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は，女性の職業生活における活躍

の推進に関する地方公共団体の施策を支援するた

めに必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよ
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う努めるものとする。 

 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は，女性の職業生活における活躍

の推進に資するため，国及び公庫等（沖縄振興開

発金融公庫その他の特別の法律によって設立され

た法人であって政令で定めるものをいう。）の役務

又は物件の調達に関し，予算の適正な使用に留意

しつつ，認定一般事業主，特例認定一般事業主そ

の他の女性の職業生活における活躍に関する状況

又は女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項にお

いて「認定一般事業主等」という。）の受注の機会

の増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は，国の施策に準じて，認定一

般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施

策を実施するように努めるものとする。 

 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は，女性の職業

生活における活躍の推進について，国民の関心と

理解を深め，かつ，その協力を得るとともに，必

要な啓発活動を行うものとする。 

 

（情報の収集，整理及び提供） 

第二十六条 国は，女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組に資するよう，国内外におけ

る女性の職業生活における活躍の状況及び当該取

組に関する情報の収集，整理及び提供を行うもの

とする。 

 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女

性の職業生活における活躍の推進に関する事務及

び事業を行う国及び地方公共団体の機関（以下こ

の条において「関係機関」という。）は，第二十二

条第一項の規定により国が講ずる措置及び同条第

二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係

る事例その他の女性の職業生活における活躍の推

進に有用な情報を活用することにより，当該区域

において女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにす

るため，関係機関により構成される協議会（以下

「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は，当該地方公共

団体の区域内において第二十二条第三項の規定に

よる事務の委託がされている場合には，当該委託

を受けた者を協議会の構成員として加えるものと

する。 

３ 協議会を組織する関係機関は，必要があると

認めるときは，協議会に次に掲げる者を構成員と

して加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は，関係機関及び前二項の構成員（以

下この項において「関係機関等」という。）が相互

の連絡を図ることにより，女性の職業生活におけ

る活躍の推進に有用な情報を共有し，関係機関等

の連携の緊密化を図るとともに，地域の実情に応

じた女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは，当該地方公共団

体は，内閣府令で定めるところにより，その旨を

公表しなければならない。 

 

（秘密保持義務） 

第二十八条 こ協議会の事務に従事する者又は協

議会の事務に従事していた者は，正当な理由なく，

協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしては

ならない。 
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（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか，協議会

の組織及び運営に関し必要な事項は，協議会が定

める。 

第五章 雑則 

 

（報告の徴収並びに助言，指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は，この法律の施行に関

し必要があると認めるときは，第八条第一項に規

定する一般事業主又は認定一般事業主若しくは特

例認定一般事業主である同条第七項に規定する一

般事業主に対して，報告を求め，又は助言，指導

若しくは勧告をすることができる。 

 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は，第二十条第一項若

しくは第二項の規定による公表をせず，若しくは

虚偽の公表をした第八条第一項に規定する一般事

業主又は第二十条第三項に規定する情報に関し虚

偽の公表をした認定一般事業主若しくは特例認定

一般事業主である第八条第七項に規定する一般事

業主に対し，前条の規定による勧告をした場合に

おいて，当該勧告を受けた者がこれに従わなかっ

たときは，その旨を公表することができる。 

 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条，第九条，第十一条，第十二

条，第十五条，第十六条，第三十条及び前条に規

定する厚生労働大臣の権限は，厚生労働省令で定

めるところにより，その一部を都道府県労働局長

に委任することができる。 

 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか，この

法律の実施のため必要な事項は，政令で定める。 

 

第六章 罰 則 

 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職

業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停

止の命令に違反して，労働者の募集に従事した者

は，一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す

る。 

 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は，

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏

らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした

者 

 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は，

六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで，

労働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法

第三十七条第二項の規定による指示に従わなかっ

た者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法

第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は，

三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用

する場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法

第五十条第一項の規定による報告をせず，又は虚

偽の報告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法

第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査

を拒み，妨げ，若しくは忌避し，又は質問に対し

て答弁をせず，若しくは虚偽の陳述をした者 
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四 第十六条第五項において準用する職業安定法

第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らし

た者 

 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の

代理人，使用人その他の従業者が，その法人又は

人の業務に関し，第三十四条，第三十六条又は前

条の違反行為をしたときは，行為者を罰するほか，

その法人又は人に対しても，各本条の罰金刑を科

する。 

 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず，

又は虚偽の報告をした者は，二十万円以下の過料

に処する。 

 

附 則 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は，公布の日から施行する。た

だし，第三章（第七条を除く。），第五章（第二十

八条を除く。）及び第六章（第三十条を除く。）の

規定並びに附則第五条の規定は，平成二十八年四

月一日から施行する。 

 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は，平成三十八年三月三十一日

限り，その効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事

務に従事していた者の当該事務に関して知り得た

秘密については，同条第四項の規定（同項に係る

罰則を含む。）は，前項の規定にかかわらず，同項

に規定する日後も，なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に

関して知り得た秘密については，第二十八条の規

定（同条に係る罰則を含む。）は，第一項の規定に

かかわらず，同項に規定する日後も，なおその効

力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の

適用については，この法律は，第一項の規定にか

かわらず，同項に規定する日後も，なおその効力

を有する。 

 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するも

ののほか，この法律の施行に伴い必要な経過措置

は，政令で定める。 

 

（検討） 

第四条 政府は，この法律の施行後三年を経過し

た場合において，この法律の施行の状況を勘案し，

必要があると認めるときは，この法律の規定につ

いて検討を加え，その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとする。 

 

 

附 則 （平成二九年三月三一日法律第一四号）  

抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は，平成二十九年四月一日から

施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当

該各号に定める日から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を

加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布

の日 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項，第五

十八条第一項，第六十条の二第四項，第七十六条

第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の

二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規定

（「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部

分に限る。），第四条の規定並びに第七条中育児・

介護休業法第五十三条第五項及び第六項並びに第
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六十四条の改正規定並びに附則第五条から第八条

まで及び第十条の規定，附則第十三条中国家公務

員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）

第十条第十項第五号の改正規定，附則第十四条第

二項及び第十七条の規定，附則第十八条（次号に

掲げる規定を除く。）の規定，附則第十九条中高年

齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六

年法律第六十八号）第三十八条第三項の改正規定

（「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部

分に限る。），附則第二十条中建設労働者の雇用の

改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三

号）第三十条第一項の表第四条第八項の項，第三

十二条の十一から第三十二条の十五まで，第三十

二条の十六第一項及び第五十一条の項及び第四十

八条の三及び第四十八条の四第一項の項の改正規

定，附則第二十一条，第二十二条，第二十六条か

ら第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附

則第三十三条（次号に掲げる規定を除く。）の規定 

平成三十年一月一日 

 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げ

る規定にあっては，当該規定）の施行前にした行

為に対する罰則の適用については，なお従前の例

による。 

 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか，こ

の法律の施行に伴い必要な経過措置は，政令で定

める。 

 

附 則 （令和元年六月五日法律第二四号）  抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は，公布の日から起算して一年

を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該

各号に定める日から施行する。 

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働

者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法

律第四条の改正規定並びに次条及び附則第六条の

規定 公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を

超えない範囲内において政令で定める日 

 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰

則の適用については，なお従前の例による。 

 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか，この法律

の施行に関して必要な経過措置は，政令で定める。 

 

（検討） 

第七条 政府は，この法律の施行後五年を経過し

た場合において，この法律による改正後の規定の

施行の状況について検討を加え，必要があると認

めるときは，その結果に基づいて所要の措置を講

ずるものとする。 

 

附 則 (令和四年三月三一日法律第一二号)  抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は，令和四年四月一日から施行

する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各

号に定める日から施行する。 

一 第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二

条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条

の規定 公布の日 

二 略 

三 第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第

五十八条第一項の改正規定，第二条の規定（第一
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号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改

正規定（「第四十八条」を「第四十七条の三」に改

める部分に限る。），同法第五条の二第一項の改正

規定及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加

える改正規定を除く。）並びに第三条の規定（職業

能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定，同

条に一項を加える改正規定，同法第十五条の二第

一項の改正規定及び同法第十八条に一項を加える

改正規定を除く。）並びに次条並びに附則第五条，

第六条及び第十条の規定，附則第十一条中国家公

務員退職手当法第十条第十項の改正規定，附則第

十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律（昭

和四十五年法律第九十八号）第四条第二項及び第

十八条の改正規定並びに同法第三十三条の改正規

定（「，第十一条中「公共職業安定所」とあるのは

「地方運輸局」と，「厚生労働省令」とあるのは「国

土交通省令」と，「職業安定法第五条の五第一項」

とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」

を削る部分を除く。）並びに附則第十五条から第二

十二条まで，第二十四条，第二十五条及び第二十

七条の規定 令和四年十月一日 

 

（政令への委任） 

第二十八条 この附則に定めるもののほか，この

法律の施行に伴い必要な経過措置は，政令で定め

る。 

 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 

 

（施行期日） 

１ この法律は，刑法等一部改正法施行日から施

行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該

各号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 
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５ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

（令和四年五月二五日法律第五十二号） 
 

 
第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は，女性が日常生活又は社会生

活を営むに当たり女性であることにより様々な困

難な問題に直面することが多いことに鑑み，困難

な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため，困

難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事

項を定めることにより，困難な問題を抱える女性

への支援のための施策を推進し，もって人権が尊

重され，及び女性が安心して，かつ，自立して暮

らせる社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「困難な問題を抱える

女性」とは，性的な被害，家庭の状況，地域社会

との関係性その他の様々な事情により日常生活又

は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える

女性（そのおそれのある女性を含む。）をいう。 

 

（基本理念） 

第三条 困難な問題を抱える女性への支援のため

の施策は，次に掲げる事項を基本理念として行わ

れなければならない。 

一 女性の抱える問題が多様化するとともに複合

化し，そのために複雑化していることを踏まえ，

困難な問題を抱える女性が，それぞれの意思が尊

重されながら，抱えている問題及びその背景，心

身の状況等に応じた最適な支援を受けられるよう

にすることにより，その福祉が増進されるよう，

その発見，相談，心身の健康の回復のための援助，

自立して生活するための援助等の多様な支援を包

括的に提供する体制を整備すること。 

二 困難な問題を抱える女性への支援が，関係機

関及び民間の団体の協働により，早期から切れ目

なく実施されるようにすること。 

三 人権の擁護を図るとともに，男女平等の実現

に資することを旨とすること。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条 国及び地方公共団体は，前条の基本理念

にのっとり，困難な問題を抱える女性への支援の

ために必要な施策を講ずる責務を有する。 

 

（関連施策の活用） 

第五条 国及び地方公共団体は，困難な問題を抱

える女性への支援のための施策を講ずるに当たっ

ては，必要に応じて福祉，保健医療，労働，住ま

い及び教育に関する施策その他の関連施策の活用

が図られるよう努めなければならない。 

 

（緊密な連携） 

第六条 国及び地方公共団体は，困難な問題を抱

える女性への支援のための施策を講ずるに当たっ

ては，関係地方公共団体相互間の緊密な連携が図

られるとともに，この法律に基づく支援を行う機

関と福祉事務所（社会福祉法（昭和二十六年法律

第四十五号）に規定する福祉に関する事務所をい

う。），児童相談所，児童福祉施設（児童福祉法（昭

和二十二年法律第百六十四号）第七条第一項に規

定する児童福祉施設をいう。），保健所，医療機関，

職業紹介機関（労働施策の総合的な推進並びに労
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働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する

法律（昭和四十一年法律第百三十二号）第二条に

規定する職業紹介機関をいう。），職業訓練機関，

教育機関，都道府県警察，日本司法支援センター

（総合法律支援法（平成十六年法律第七十四号）

第十三条に規定する日本司法支援センターをい

う。），配偶者暴力相談支援センター（配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

（平成十三年法律第三十一号）第三条第一項に規

定する配偶者暴力相談支援センターをいう。）その

他の関係機関との緊密な連携が図られるよう配慮

しなければならない。 

 

第二章 基本方針及び都道府県基本計画等 

 

（基本方針） 

第七条 厚生労働大臣は，困難な問題を抱える女

性への支援のための施策に関する基本的な方針

（以下「基本方針」という。）を定めなければなら

ない。 

２ 基本方針においては，次に掲げる事項につき，

次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の

市町村基本計画の指針となるべきものを定めるも

のとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する基

本的な事項 

二 困難な問題を抱える女性への支援のための施

策の内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援のた

めの施策の実施に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は，基本方針を定め，又はこれ

を変更しようとするときは，あらかじめ，関係行

政機関の長に協議しなければならない。 

４ 厚生労働大臣は，基本方針を定め，又はこれ

を変更したときは，遅滞なく，これを公表しなけ

ればならない。 

（都道府県基本計画等） 

第八条 都道府県は，基本方針に即して，当該都

道府県における困難な問題を抱える女性への支援

のための施策の実施に関する基本的な計画（以下

この条において「都道府県基本計画」という。）を

定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては，次に掲げる事

項を定めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する基

本的な方針 

二 困難な問題を抱える女性への支援のための施

策の実施内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援のた

めの施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は，基本

方針に即し，かつ，都道府県基本計画を勘案して，

当該市町村における困難な問題を抱える女性への

支援のための施策の実施に関する基本的な計画

（以下この条において「市町村基本計画」という。）

を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は，都道府県基本計画又

は市町村基本計画を定め，又は変更したときは，

遅滞なく，これを公表しなければならない。 

５ 厚生労働大臣は，都道府県又は市町村に対し，

都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のた

めに必要な助言その他の援助を行うよう努めなけ

ればならない。 

 

第三章 女性相談支援センターによる支援等 

 

（女性相談支援センター） 

第九条 都道府県は，女性相談支援センターを設

置しなければならない。 

２ 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）

第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指

定都市」という。）は，女性相談支援センターを設
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置することができる。 

３ 女性相談支援センターは，困難な問題を抱え

る女性への支援に関し，主として次に掲げる業務

を行うものとする。 

一 困難な問題を抱える女性に関する各般の問題

について，困難な問題を抱える女性の立場に立っ

て相談に応ずること又は第十一条第一項に規定す

る女性相談支援員若しくは相談を行う機関を紹介

すること。 

二 困難な問題を抱える女性（困難な問題を抱え

る女性がその家族を同伴する場合にあっては，困

難な問題を抱える女性及びその同伴する家族。次

号から第五号まで及び第十二条第一項において同

じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を

行うこと。 

三 困難な問題を抱える女性の心身の健康の回復

を図るため，医学的又は心理学的な援助その他の

必要な援助を行うこと。 

四 困難な問題を抱える女性が自立して生活する

ことを促進するため，就労の支援，住宅の確保，

援護，児童の保育等に関する制度の利用等につい

て，情報の提供，助言，関係機関との連絡調整そ

の他の援助を行うこと。 

五 困難な問題を抱える女性が居住して保護を受

けることができる施設の利用について，情報の提

供，助言，関係機関との連絡調整その他の援助を

行うこと。 

４ 女性相談支援センターは，その業務を行うに

当たっては，その支援の対象となる者の抱えてい

る問題及びその背景，心身の状況等を適切に把握

した上で，その者の意向を踏まえながら，最適な

支援を行うものとする。 

５ 女性相談支援センターに，所長その他所要の

職員を置く。 

６ 女性相談支援センターには，第三項第二号の

一時保護を行う施設を設けなければならない。 

７ 第三項第二号の一時保護は，緊急に保護する

ことが必要と認められる場合その他厚生労働省令

で定める場合に，女性相談支援センターが，自ら

行い，又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者

に委託して行うものとする。 

８ 前項の規定による委託を受けた者若しくはそ

の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は，

正当な理由がなく，その委託を受けた業務に関し

て知り得た秘密を漏らしてはならない。 

９ 第三項第二号の一時保護に当たっては，その

対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合に

は，当該児童の状況に応じて，当該児童への学習

に関する支援が行われるものとする。 

１０ 女性相談支援センターは，その業務を行う

に当たっては，必要に応じ，困難な問題を抱える

女性への支援に関する活動を行う民間の団体との

連携に努めるものとする。 

１１ 前各項に定めるもののほか，女性相談支援

センターに関し必要な事項は，政令で定める。 

 

（女性相談支援センターの所長による報告等） 

第十条 女性相談支援センターの所長は，困難な

問題を抱える女性であって配偶者のないもの又は

これに準ずる事情にあるもの及びその者の監護す

べき児童について，児童福祉法第六条の三第十八

項に規定する妊産婦等生活援助事業の実施又は同

法第二十三条第二項に規定する母子保護の実施が

適当であると認めたときは，これらの者を当該妊

産婦等生活援助事業の実施又は当該母子保護の実

施に係る都道府県又は市町村の長に報告し，又は

通知しなければならない。 

 

（女性相談支援員） 

第十一条 都道府県（女性相談支援センターを設

置する指定都市を含む。第二十条第一項（第四号

から第六号までを除く。）並びに第二十二条第一項
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及び第二項第一号において同じ。）は，困難な問題

を抱える女性について，その発見に努め，その立

場に立って相談に応じ，及び専門的技術に基づい

て必要な援助を行う職務に従事する職員（以下「女

性相談支援員」という。）を置くものとする。 

２ 市町村（女性相談支援センターを設置する指

定都市を除く。第二十条第二項及び第二十二条第

二項第二号において同じ。）は，女性相談支援員を

置くよう努めるものとする。 

３ 女性相談支援員の任用に当たっては，その職

務を行うのに必要な能力及び専門的な知識経験を

有する人材の登用に特に配慮しなければならない。 

 

（女性自立支援施設） 

第十二条 都道府県は，困難な問題を抱える女性

を入所させて，その保護を行うとともに，その心

身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的

な援助を行い，及びその自立の促進のためにその

生活を支援し，あわせて退所した者について相談

その他の援助を行うこと（以下「自立支援」とい

う。）を目的とする施設（以下「女性自立支援施設」

という。）を設置することができる。 

２ 都道府県は，女性自立支援施設における自立

支援を，その対象となる者の意向を踏まえながら，

自ら行い，又は市町村，社会福祉法人その他適当

と認める者に委託して行うことができる。 

３ 女性自立支援施設における自立支援に当たっ

ては，その対象となる者が監護すべき児童を同伴

する場合には，当該児童の状況に応じて，当該児

童への学習及び生活に関する支援が行われるもの

とする。 

 

（民間の団体との協働による支援） 

第十三条 都道府県は，困難な問題を抱える女性

への支援に関する活動を行う民間の団体と協働し

て，その自主性を尊重しつつ，困難な問題を抱え

る女性について，その意向に留意しながら，訪問，

巡回，居場所の提供，インターネットの活用，関

係機関への同行その他の厚生労働省令で定める方

法により，その発見，相談その他の支援に関する

業務を行うものとする。 

２ 市町村は，困難な問題を抱える女性への支援

に関する活動を行う民間の団体と協働して，その

自主性を尊重しつつ，困難な問題を抱える女性に

ついて，その意向に留意しながら，前項の業務を

行うことができる。 

 

（民生委員等の協力） 

第十四条 民生委員法（昭和二十三年法律第百九

十八号）に定める民生委員，児童福祉法に定める

児童委員，人権擁護委員法（昭和二十四年法律第

百三十九号）に定める人権擁護委員，保護司法（昭

和二十五年法律第二百四号）に定める保護司及び

更生保護事業法（平成七年法律第八十六号）に定

める更生保護事業を営む者は，この法律の施行に

関し，女性相談支援センター及び女性相談支援員

に協力するものとする。 

 

（支援調整会議） 

第十五条 地方公共団体は，単独で又は共同して，

困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑

に行うため，関係機関，第九条第七項又は第十二

条第二項の規定による委託を受けた者，困難な問

題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間

の団体及び困難な問題を抱える女性への支援に従

事する者その他の関係者（以下この条において「関

係機関等」という。）により構成される会議（以下

この条において「支援調整会議」という。）を組織

するよう努めるものとする。 

２ 支援調整会議は，困難な問題を抱える女性へ

の支援を適切かつ円滑に行うために必要な情報の

交換を行うとともに，困難な問題を抱える女性へ
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の支援の内容に関する協議を行うものとする。 

３ 支援調整会議は，前項に規定する情報の交換

及び協議を行うため必要があると認めるときは，

関係機関等に対し，資料又は情報の提供，意見の

開陳その他必要な協力を求めることができる。 

４ 関係機関等は，前項の規定による求めがあっ

た場合には，これに協力するよう努めるものとす

る。 

５ 次の各号に掲げる支援調整会議を構成する関

係機関等の区分に従い，当該各号に定める者は，

正当な理由がなく，支援調整会議の事務に関して

知り得た秘密を漏らしてはならない。 

一 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員

又は職員であった者 

二 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれ

らの者であった者 

三 前二号に掲げる者以外の者 支援調整会議を

構成する者又は当該者であった者 

６ 前各項に定めるもののほか，支援調整会議の

組織及び運営に関し必要な事項は，支援調整会議

が定める。 

第四章 雑則 

 

（教育及び啓発） 

第十六条 国及び地方公共団体は，この法律に基

づく困難な問題を抱える女性への支援に関し国民

の関心と理解を深めるための教育及び啓発に努め

るものとする。 

２ 国及び地方公共団体は，自己がかけがえのな

い個人であることについての意識の涵かん養に資

する教育及び啓発を含め，女性が困難な問題を抱

えた場合にこの法律に基づく支援を適切に受ける

ことができるようにするための教育及び啓発に努

めるものとする。 

 

（調査研究の推進） 

第十七条 国及び地方公共団体は，困難な問題を

抱える女性への支援に資するため，効果的な支援

の方法，その心身の健康の回復を図るための方法

等に関する調査研究の推進に努めるものとする。 

 

（人材の確保等） 

第十八条 国及び地方公共団体は，困難な問題を

抱える女性への支援に従事する者の適切な処遇の

確保のための措置，研修の実施その他の措置を講

ずることにより，困難な問題を抱える女性への支

援に係る人材の確保，養成及び資質の向上を図る

よう努めるものとする。 

 

（民間の団体に対する援助） 

第十九条 国及び地方公共団体は，困難な問題を

抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団

体に対し，必要な援助を行うよう努めるものとす

る。 

 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第二十条 都道府県は，次に掲げる費用（女性相

談支援センターを設置する指定都市にあっては，

第一号から第三号までに掲げる費用に限る。）を支

弁しなければならない。 

一 女性相談支援センターに要する費用（次号に

掲げる費用を除く。） 

二 女性相談支援センターが行う第九条第三項第

二号の一時保護（同条第七項に規定する厚生労働

大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合

を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

三 都道府県が置く女性相談支援員に要する費用 

四 都道府県が設置する女性自立支援施設の設備

に要する費用 

五 都道府県が行う自立支援（市町村，社会福祉

法人その他適当と認める者に委託して行う場合を

含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 
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六 第十三条第一項の規定により都道府県が自ら

行い，又は民間の団体に委託して行う困難な問題

を抱える女性への支援に要する費用 

２ 市町村は，市町村が置く女性相談支援員に要

する費用を支弁しなければならない。 

３ 市町村は，第十三条第二項の規定により市町

村が自ら行い，又は民間の団体に委託して行う困

難な問題を抱える女性への支援に要する費用を支

弁しなければならない。 

 

（都道府県等の補助） 

第二十一条 都道府県は，社会福祉法人が設置す

る女性自立支援施設の設備に要する費用の四分の

三以内を補助することができる。 

２ 都道府県又は市町村は，第十三条第一項又は

第二項の規定に基づく業務を行うに当たって，法

令及び予算の範囲内において，困難な問題を抱え

る女性への支援に関する活動を行う民間の団体の

当該活動に要する費用（前条第一項第六号の委託

及び同条第三項の委託に係る委託費の対象となる

費用を除く。）の全部又は一部を補助することがで

きる。 

 

（国の負担及び補助） 

第二十二条 国は，政令で定めるところにより，

都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した

費用のうち，同項第一号及び第二号に掲げるもの

については，その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は，予算の範囲内において，次に掲げる費

用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が第二十条第一項の規定により支弁

した費用のうち，同項第三号及び第五号に掲げる

もの（女性相談支援センターを設置する指定都市

にあっては，同項第三号に掲げるものに限る。） 

二 市町村が第二十条第二項の規定により支弁し

た費用 

３ 国は，予算の範囲内において，都道府県が第

二十条第一項の規定により支弁した費用のうち同

項第六号に掲げるもの及び市町村が同条第三項の

規定により支弁した費用並びに都道府県及び市町

村が前条第二項の規定により補助した金額の全部

又は一部を補助することができる。 

第五章 罰則 

第二十三条 第九条第八項又は第十五条第五項の

規定に違反して秘密を漏らした者は，一年以下の

懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

 

附 則 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は，令和六年四月一日から施行

する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各

号に定める日から施行する。 

一 次条並びに附則第三条，第五条及び第三十八

条の規定 公布の日 

二 附則第三十四条の規定 この法律の公布の日

又は児童福祉法等の一部を改正する法律（令和四

年法律第六十六号）の公布の日のいずれか遅い日 

三 略 

四 附則第三十六条の規定 この法律の公布の日

又は刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係法律の整理等に関する法律（令和四年法律第六

十八号）の公布の日のいずれか遅い日 

 

（検討） 

第二条 政府は，この法律の公布後三年を目途と

して，この法律に基づく支援を受ける者の権利を

擁護する仕組みの構築及び当該支援の質を公正か

つ適切に評価する仕組みの構築について検討を加

え，その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの

とする。 

２ 政府は，前項に定める事項のほか，この法律
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の施行後三年を目途として，この法律の施行の状

況について検討を加え，必要があると認めるとき

は，その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの

とする。 

 

（準備行為） 

第三条 厚生労働大臣は，この法律の施行の日（以

下「施行日」という。）前においても，第七条第一

項から第三項までの規定の例により，基本方針を

定めることができる。この場合において，厚生労

働大臣は，同条第四項の規定の例により，これを

公表することができる。 

２ 前項の規定により定められ，公表された基本

方針は，施行日において，第七条第一項から第三

項までの規定により定められ，同条第四項の規定

により公表された基本方針とみなす。 

 

（婦人補導院法の廃止） 

第十条 婦人補導院法は，廃止する。 

 

（婦人補導院法の廃止に伴う経過措置） 

第十一条 旧婦人補導院法第十二条の規定による

手当金の支給及び旧婦人補導院法第十九条の規定

による遺留金品の措置については，なお従前の例

による。この場合において，これらに関する事務

は，法務省令で定める法務省の職員が行うものと

する。 

 

（政令への委任） 

第三十八条 この附則に定めるもののほか，この

法律の施行に関し必要な経過措置は，政令で定め

る。 

 

附 則 （令和四年六月一五日法律第六六号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は，令和六年四月一日から施行

する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各

号に定める日から施行する。 

一 附則第七条，第八条及び第十七条の規定 公

布の日 

 

（罰則に関する経過措置） 

第十六条 この法律の施行前にした行為に対する

罰則の適用については，なお従前の例による。 

 

（政令への委任） 

第十七条 附則第三条から前条までに規定するも

ののほか，この法律の施行に伴い必要な経過措置

（罰則に関する経過措置を含む。）は，政令で定め

る。 

 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 

 

（施行期日） 

１ この法律は，刑法等一部改正法施行日から施

行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該

各号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 
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６ 宇都宮市男女共同参画推進条例 

 （平成１５年宇都宮市条例第２９号 平成１５年６月２７日公布 平成１５年７月１日施行） 

 

我が国においては，日本国憲法に個人の尊重と

法の下の平等がうたわれ，男女平等の実現に向け

た様々な取組が，女子に対するあらゆる形態の差

別の撤廃に関する条約をはじめとした国際的な取

組と連動して進められ，男女共同参画社会基本法

などの法律や制度が整備されてきた。 

宇都宮市においては，国内外の動向を考慮しつ

つ，本市の実情に応じた男女共同参画に関する

様々な施策を積極的に展開してきた。 

しかしながら，社会的又は文化的に形成された

性別によって役割分担を固定的にとらえる考え方

が依然として存在し，多くの市民が社会における

男女間の不平等を感じている状況があり，さらに，

配偶者等への暴力的行為など解決しなければなら

ない課題が未だに残されている。 

このような状況の中，少子高齢社会の到来，国

際化及び高度情報化の急速な進展等社会経済情勢

の急激な変化に的確に対応し，誰もが生き生きと

安心して暮らすことのできる豊かで活力に満ちた

宇都宮市を築いていくためには，男女が，その違

いを画一的に否定することなく，互いに人権を尊

重しつつ，喜びも責任も分かち合い，その個性と

能力を十分に発揮することのできる男女共同参画

社会の実現が緊要である。 

ここに，宇都宮市は，男女共同参画社会の実現

を２１世紀における市政の重要課題と位置付け，

次世代を担う子どもたちに夢と誇りをもって引き

継げる都市を築くため，市民，事業者，市が相互

に協力し，及び連携し，豊かで活力のある男女共

同参画社会の実現を目指すことを決意し，この条

例を制定する。 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は，男女共同参画の推進につい 

て，その基本理念を定め，市民，事業者，市等の 

責務を明らかにするとともに，男女共同参画の推 

進に関する基本的な事項を定めることにより，男 

女共同参画を総合的かつ計画的に推進し，もって 

男女共同参画社会の実現に寄与することを目的と 

する。 

 

（定義） 

第２条 この条例において，「男女共同参画」と 

は，男女が，社会の対等な構成員として，自らの 

意思によって社会のあらゆる分野における活動に 

参画する機会が確保されることにより，男女が均 

等に政治的，経済的，社会的及び文化的利益を享 

受することができ，かつ，共に責任を担うことを 

いう。 

 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は，次に掲げる事項

を基本として行われなければならない。 

（１）男女が，個人としての尊厳が重んじられ， 

性別による差別的取扱いを受けることなく，個人 

として能力を発揮する機会が確保されること。 

（２）男女が，性別による固定的な役割分担を反

映した慣行にとらわれることなく，社会のあらゆ

る分野における活動を自由に選択できるようにす

ること。 

（３）男女が，社会の対等な構成員として，社会

のあらゆる分野における方針の立案及び決定に参
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画する機会が確保されること。 

（４）男女が，相互の協力及び社会の支援の下，

子の養育，家族の介護その他の家庭生活における

活動と当該活動以外の活動とを両立して行うこと

ができるようにすること。 

（５）男女が，互いの身体的特徴及び性について

理解を深め，尊重し合うことにより，生涯にわた

り健康な生活を営むことができるようにするこ

と。 

（６）男女共同参画の推進と密接な関係を有する

国際社会の動向に留意し，協調して行われるこ

と。 

 

（市民の責務） 

第４条 市民は，前条各号に規定する事項（以下「基 

本理念」という。）にのっとり，社会のあらゆる 

分野において，それぞれが相互に協力し，男女共 

同参画を主体的かつ積極的に推進するとともに， 

市がこの条例に基づき実施する男女共同参画の推 

進に関する施策に協力するよう努めなければなら 

ない。 

 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は，基本理念にのっとり，その事業 

活動において，男女共同参画を主体的かつ積極的 

に推進するとともに，市がこの条例に基づき実施 

する男女共同参画の推進に関する施策に協力する 

よう努めなければならない。 

 

（市の責務） 

第６条 市は，基本理念にのっとり，男女共同参画 

の推進に関する施策を策定する責務を有する。 

２ 市は，前項の施策について，市民及び事業者 

と相互に協力し，及び連携し，一体となって実施 

する責務を有する。 

 

（教育関係者の責務） 

第７条 学校教育，社会教育その他の教育に携わ 

る者（以下「教育関係者」という。）は，基本理 

念にのっとり，その教育を行う過程において，男 

女共同参画を推進するよう努めなければならない。 

 

第２章 基本的施策 

 

（行動計画） 

第８条 市長は，男女共同参画の推進に関する施策 

の総合的かつ計画的な推進を図るための行動計画 

（以下「行動計画」という。）を策定するものと 

する。 

２ 市長は，行動計画を策定するに当たっては， 

あらかじめ，市民の意見を反映することができる 

よう必要な措置を講ずるとともに，宇都宮市男女 

共同参画審議会（第２３条第１項を除き，以下「審 

議会」という。）の意見を聴くものとする。 

３ 市長は，行動計画を策定したときは，これを 

公表するものとする。 

４ 前２項の規定は，行動計画の変更について準 

用する。 

 

（意識の啓発） 

第９条 市は，男女共同参画の推進についての意 

識の啓発を図るため，家庭，職場，学校，地域等 

における広報活動の実施，学習の促進その他の必 

要な施策を講ずるものとする。 

 

（人材の育成） 

第１０条 市は，男女共同参画の推進を率先して 

行う人材を育成するため，研修の実施，講座の開 

設その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 

（活動の支援） 

第１１条 市は，市民，事業者又はこれらの者の 
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組織する民間の団体（以下「民間団体」という。） 

による男女共同参画の推進についての自主的な活 

動を支援するため，情報の提供，助言その他の必 

要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（体制の整備等） 

第１２条 市は，男女共同参画の推進に関する施策 

を総合的に企画し，調整し，及び実施するため， 

必要な体制の整備に努めるものとする。 

２ 市は，男女共同参画の推進に関する施策を実 

施し，市民，事業者又は民間団体による男女共同 

参画の推進に関する活動を支援するため，拠点と 

なる施設の整備に努めるものとする。 

３ 市は，男女共同参画の推進に関する施策の実 

施に当たっては，常に関係行政機関及び関係団体 

と緊密に連携し，及び協力するよう努めるものと 

する。 

 

（施策に関する意見の申出への対応） 

第１３条 市長は，市が実施する男女共同参画の推 

進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を 

及ぼすと認められる施策について，意見の申出を 

受けたときは，適切に対応するよう努めるものと 

する。 

２ 市長は，必要があると認めるときは，前項の 

申出への対応に当たり，審議会の意見を聴くもの 

とする。 

 

（積極的改善措置） 

第１４条 市は，市における政策の立案若しくは決 

定又は施策の実施に当たって，参画の機会に係る 

男女間の格差の改善を図る必要があると認めると 

きは，必要な範囲内において，男女いずれか一方 

に対し，当該機会を積極的に提供する措置（以下 

「積極的改善措置」という。）を講ずるよう努め 

るものとする。 

２ 市長その他の執行機関は，附属機関の委員等 

を任命し，又は委嘱するときは，積極的改善措置 

を講ずるよう努めるものとする。 

 

（年次報告） 

第１５条 市長は，毎年，男女共同参画の推進に関 

する施策の実施状況について，報告書を作成し， 

これを公表するものとする。 

 

（調査研究） 

第１６条 市長は，男女共同参画の推進に関する 

施策を策定し，及び実施するため，必要な調査及 

び研究を行うものとする。 

 

第３章 各分野での取組等 

 

（家庭での取組等） 

第１７条 家族を構成する者は，相互の理解の下に， 

性別による固定的な役割分担にとらわれることな 

く，家庭生活における活動と当該活動以外の活動 

とを円滑に行うことができるよう努めるものとす 

る。 

２ 市は，前項に規定する家庭生活における活動 

と当該活動以外の活動とを円滑に行うことができ 

るようにするため，必要な施策を講ずるよう努め 

るものとする。 

 

（職場での取組等） 

第１８条 事業者は，事業活動において男女が対等 

に参画できる機会を確保するよう努めるものとす 

る。 

２ 事業者は，男女が，職業生活における活動と 

家庭生活における活動その他の活動とを両立して 

行うことができる職場環境を整備するよう努める 

ものとする。 

３ 市は，第１項の規定に基づき機会の確保が図 
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られ，及び前項の規定に基づき職場環境の整備が 

促進されるよう，情報の提供その他の必要な施策 

を講ずるよう努めるものとする。 

４ 市は，必要があると認めるときは，事業者に 

対して，男女共同参画の推進に関する広報及び男 

女共同参画の状況等の把握について協力を求める 

ものとする。 

 

（教育分野での取組等） 

第１９条 教育関係者は，自ら男女共同参画の推進 

について研さんし，男女共同参画の推進に関する 

教育，学習その他の活動を通じて，その教育を受 

ける者の男女共同参画の推進についての関心及び 

理解が増進するよう努めるものとする。 

２ 市は，前項の男女共同参画の推進に関する教 

育，学習その他の活動の振興を図るため，必要な 

施策を講ずるよう努めるものとする。 

 

（地域での取組等） 

第２０条 地域住民の組織である公共的団体の構成 

員は，自主的な啓発活動を通じて，男女共同参画 

の推進に努めるものとする。 

２ 市は，前項の構成員と連携を図りながら，同 

項の自主的な啓発活動の実施に協力するよう努め 

るものとする。 

 

第４章 性別による権利侵害の禁止等 

 

（性別による権利侵害の禁止） 

第２１条 何人も，家庭，職場，学校，地域その他 

の社会のあらゆる分野において，性別による差別 

的な取扱いを行ってはならない。 

２ 何人も，家庭，職場，学校，地域その他の社 

会のあらゆる分野において，セクシュアル・ハラ 

スメント（性的な言動に対する相手方の対応によ 

って不利益を与え，又は性的な言動により相手方 

 の生活環境を害することをいう。）を行ってはな

らない。 

３ 何人も，その配偶者（婚姻の届出をしていな 

いが，事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含 

む。）に対し，身体的又は精神的な苦痛を与える 

暴力的行為を行ってはならない。 

  

（性別による権利侵害等に関する相談への対応） 

第２２条 市長は，前条各項の規定に違反する行為 

その他の男女共同参画の推進を阻害する行為につ 

いて相談を受けたときは，関係機関等と連携して， 

適切に対応するよう努めるものとする。 

 

第５章 宇都宮市男女共同参画審議会 

 

第２３条 市に，宇都宮市男女共同参画審議会を置

く。 

２ 審議会は，市長の諮問に応じ，次に掲げる事 

項を所掌する。 

（１）行動計画の策定又は変更について，第８条

第２項（同条第 4項において準用する場合を含

む。）の規定に基づき意見を述べること。 

（２）意見の申出への対応について，第１３条第

２項の規定に基づき意見を述べること。 

（３）前２号に掲げるもののほか，男女共同参画

の推進について必要な事項を調査審議すること。 

３ 審議会は，委員２０人以内をもって組織する。 

４ 審議会の委員のうち，男女のいずれか一方の

委員の数は，委員の総数の１０分の４未満となら

ないものとする。ただし，市長がやむを得ない事

情があると認めたときは，この限りでない。 

５ 前２項に定めるもののほか，審議会の組織及

び運営について必要な事項は，規則で定める。 
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第６章 委任 

 

第２４条 この条例の施行について必要な事項は， 

市長が定める。 

 

附 則 

この条例は，平成１５年７月１日から施行する。 
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７ 宇都宮市男女共同参画推進条例施行規則 

平成１５年６月２７日 
規則第４７号 

(趣旨) 

第１条 この規則は，宇都宮市男女共同参画推進

条例（平成１５年条例第２９号。以下「条例」と

いう。）第２４条の規定に基づき，条例の施行につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

 

(申出者及び相談者) 

第２条 条例第１３条第１項の意見の申出（以下

「申出」という。）及び条例第２２条の相談を行う

ことができるものは，次に掲げるものとする。 

⑴ 市内に住所を有する者 

⑵ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び

法人その他の団体 

⑶ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する

者 

⑷ 市内に存する学校に在学する者 

⑸ 前各号に掲げるもののほか，市長が適当と

認めるもの 

 

(申出及び対応の通知) 

第３条 申出は，次に掲げる事項を記載した意見

申出書を市長に提出して行わなければならない。 

⑴ 申出を行うものの氏名及び住所(法人その

他の団体にあっては，名称，代表者の氏名及

び事務所又は事業所の所在地)並びに電話番

号 

⑵ 申出の理由 

⑶ 申出の概要 

⑷ 他の機関への相談等の状況 

⑸ 申出の年月日 

２ 市長は，申出への対応を決定したときは，そ

の内容を申出対応通知書により当該申出を行った

ものに通知するものとする。 

 

(委員) 

第４条 宇都宮市男女共同参画審議会（以下「審

議会」という。）の委員は，次に掲げる者のうちか

ら，市長が任命する。 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 関係団体を代表する者 

⑶ 関係行政機関の職員 

⑷ 前各号に掲げる者のほか，市長が必要と認

める者 

(委員の任期) 

第５条 委員の任期は，2 年とし，補欠の委員の任

期は，前任者の残任期間とする。ただし，再任を

妨げない。 

 

(会長及び副会長) 

第６条 審議会に会長及び副会長を置き，委員の

互選によって定める。 

２ 会長は，審議会を代表し，会務を総理する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故がある

ときは，その職務を代理する。 

 

(審議会の会議) 

第７条 審議会の会議は，会長が招集し，会長が

議長となる。 

２ 審議会の会議は，委員の過半数が出席しなけ

れば開くことができない。 

３ 審議会の議事は，出席委員の過半数で決し，

可否同数のときは，議長の決するところによる。 
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(関係人の出席) 

第８条 審議会は，必要があると認めるときは，関係

人の出席を求め，その説明若しくは意見を聴き，又

は必要な資料の提出を求めることができる。 

 

(審議会の庶務) 

第９条 審議会の庶務は，市民まちづくり部男女共同

参画課において処理する。 

 

(審議会の運営) 

第１０条 前６条に定めるもののほか，審議会の運営

について必要な事項は，会長が審議会に諮って定め

る。 

 

(様式) 

第１１条 この規則に規定する意見申出書等の様式

は，別に定める。 

 

(補則) 

第１２条 この規則に定めるもののほか必要な事項

は，別に定める。 

 

附 則 

この規則は，平成１５年７月１日から施行する。 
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８ 宇都宮市男女共同参画審議会 

（１）宇都宮市男女共同参画審議会委員名簿 

令和５年２月末現在 
                          （任期：～令和５年６月３０日） 

No. 氏  名 所属団体・役職名等 区  分 

１ 艮 香織 宇都宮大学共同教育学部准教授 
学識経験者 

２  蟹江 教子 宇都宮共和大学子ども生活学部教授 

３ 上野 真弓 栃木労働局雇用環境・均等室長 
関係行政機関 

４ 齋藤 淳 
栃木県県民生活部参事兼 
とちぎ男女共同参画センター所長 

５ 石井 和子 宇都宮市小学校長会（雀宮中央小学校長） 

関係団体 

６ 久保 正洋 株式会社下野新聞社論説委員長 

７ 木村 由美子 宇都宮市女性団体連絡協議会会長 

８ 中村 孝之 宇都宮市中学校校長会（豊郷中学校長） 

９ 市毛 孝 
日本労働組合総連合会栃木連合会 
宇河地域協議会議長 

１０ 近澤 幸嗣郎 宇都宮市医師会理事 

１１ 土崎 雄祐 
特定非営利活動法人 
宇都宮まちづくり市民工房常務理事 

１２ 福田 敏子 宇都宮市民生委員児童委員協議会副会長 

１３ 丸山 文子 
認定特定非営利活動法人 
ウイメンズハウスとちぎ理事長 

１４ 横松 宏明 宇都宮商工会議所議員 

１５ 渡邉 拓也 栃木県弁護士会弁護士 

１６ 渡辺 道仁 
男女共同参画社会の実現を目指す 
うつのみや市民会議会長 

１７ 外村 佳代子 公募委員 
公 募 

１８ 板橋 礼子 公募委員 
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（２）諮問 

 

宮男女共第３３５号  
令和４年８月１８日  

 
宇都宮市男女共同参画審議会 会長 様 
 

宇都宮市長 佐 藤 栄 一  
（市民まちづくり部男女共同参画課扱） 

 
 

（仮称）第５次宇都宮市男女共同参画行動計画について（諮問） 
 
 
このことについて，宇都宮市男女共同参画推進条例（平成１５年条例第２９ 

号）第８条第２項に基づき，（仮称）第５次宇都宮市男女共同参画行動計画の 
策定にあたり，貴審議会の意見を求めます。 
 
 
（３）答申書 

 
令和５年２月１０日  

 
宇都宮市長 佐 藤 栄 一 様 
 

宇都宮市男女共同参画審議会 
会 長  蟹 江 教 子  

 
第５次宇都宮市男女共同参画行動計画について 

 
令和４年８月１８日付 宮男女共第３３５号 をもって諮問のあった 「（仮

称）第５次宇都宮市男女共同参画行動計画」について，別紙のとおり答申しま

す。 
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第５次宇都宮市男女共同参画行動計画 

 

答 申 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年２月１０日 
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宇都宮市男女共同参画審議会 
 

１ 答申書の提出にあたって 

宇都宮市男女共同参画審議会は，宇都宮市が平成３０年３月に策定した「第

４次宇都宮市男女共同参画行動計画」を改定するにあたり，宇都宮市長からの

諮問に応じ，専門的な見地から意見を提言するものである。 
 
当審議会は，令和４年８月１８日の第１回の会議以降，計２回にわたり審議

を重ねてきたところである。 
 

 宇都宮市においては，人口減少・少子化の進行や，首都圏への若年者の転出

超過などの課題に直面しており，将来に渡り力強く発展していくためには，全

ての人が互いにその人権を尊重し，喜びも責任も分かち合い，性別に関わりな

く，その個性と能力を十分に発揮できる「男女共同参画社会」の実現が必要で

ある。 

 

国においては，女性活躍推進法の改正により，一般事業主行動計画の策定・

届出義務の対象が１０１人以上の企業に拡大されたことや，「育児・介護休業法」

の改正により，「産後パパ育休制度」が創設されたことに加え，「女性活躍・男

女共同参画の重点方針」の策定により，女性デジタル人材の育成などが求めら

れており，更には，女性支援の法的根拠となる，「困難な問題を抱える女性への

支援に関する法律」の成立により，ＤＶのみならず，様々な困難を抱える女性

への幅広い支援が必要となるなど，男女共同参画社会を取り巻く環境は大きく

変化している。 
  

 これまで，宇都宮市では，第４次に渡る「宇都宮市男女共同参画行動計画」

の改定を行い，男女共同参画社会の実現に向けた「基盤づくり」や「環境づく

り」，「行動・実践」に繋げるための施策事業に取り組んできた。こうした取組

により，女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定した中小企業数が

計画の目標値を上回ったことや，男性の育児休業取得率が全国平均と比較し高

い結果となるなどの成果が出ている。 
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こうした一方で，宇都宮市が令和３年度に実施した市民意識調査等では，依

然として，社会全体において，男性優遇と感じる市民の割合が多く，性別によ

る固定的な役割分担意識が根強く残っていることや，子育て期に当たる女性の

就業率等が全国と比較し低いこと，政策・方針決定の場への女性の参画が進ま

ないことや，長引く新型コロナウイルス感染症の影響により，ＤＶを含めた様々

な困難を抱える女性の存在が顕在化したことなど，解決すべき課題が明らかに

なったところである。 

 

更に，ＳＤＧｓの達成が世界的な潮流となり，人権意識が高まる中，栃木県

において，「パートナシップ宣誓制度」が導入され，ＬＧＢＴＱなど性的マイノ

リティへの更なる理解促進が求められるなど，これらの課題にも対応していく

ため，現行計画の見直しが求められている。 

 多様性が尊重され，誰もがいきいきと輝き活躍できる，寛容性のある社会を

目指し，今後更に，男女共同参画の施策を積極的に推進することを強く希望す

る。 
 
当審議会では，このような課題認識のもと，「第５次宇都宮市男女共同参画行

動計画」を策定するにあたって，特に留意すべき重要な視点について，以下の

結論を得たのでここに答申する。 
 

２ 答申 
 

（１） 世代や活動の場に応じた固定的性別役割分担意識やアンコンシャス・バ

イアス（無意識の思い込み）の解消に向けた取組の推進 

 

 男女の区別なく誰もが，社会の一員として活躍し，社会のあらゆる分野にお

ける活動を自由に選択できるようにするためには，性別による固定的役割分担

や慣行に捉われず，多様な生き方を認め合うことが必要であるが，男性シニア

層などの世代や，職場や地域，家庭などの活動の場にも固定的性別役割分担意

識やアンコンシャス・バイアスが根強く残っていることから，各世代に合わせ

た意識醸成に加え，活動の場に応じた取組を推進すること 

また，こうした固定的性別役割分担意識やアンコンシャス・バイアスは，幼

少の頃から長年にわたり形成されるため，男女共同参画意識について，若年層

からの教育に加え，市民に対する学習機会を充実する取組を推進すること 
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（２） 女性の活躍や経済的自立に向けた人材育成・就労支援 

 

 働くことを希望する女性が，仕事と子育て・介護など，二者択一を迫られる

ことなく働き続けるためには，ライフスタイルに応じた柔軟な働き方を選択で

きる職場環境づくりや子育て環境の充実，女性活躍に向けた人材育成や就労支

援に取り組むとともに，男性の家庭参画促進などワーク・ライフ・バランスの

実現に向けた取組を推進すること 

また，本市の９割以上を占める中小企業においては，女性活躍の取組がまだ

十分に進んでいない状況であることから，一般事業主行動計画の策定支援など， 

中小企業において女性が活躍できる職場環境づくりを促進すること 

 

（３） 政策・方針決定過程への女性の参画促進 

 

 男女が社会の対等な構成員として，社会のあらゆる分野における男女共同参

画を推進していくためには，自治会や防災会議等の身近な地域などにおいても，

政策・方針決定過程に女性が参画する機会を確保し，多様な価値観や発想を取

り入れていくことが必要であることから，市民意識の醸成や女性リーダーの育

成，地域活動への女性の参画促進に向けた取組を推進すること 

また，本市の審議会等について，依然として国・県と比較し女性の登用率が

低いことから，審議会等への女性登用の働きかけを一層推進すること 

 

（４） ＤＶ対策や様々な困難を抱える女性への支援の充実 

 

 男女共同参画社会の実現に向けては，男女が個人として尊重され，性別によ

る差別を受けることがない社会が前提となるが，本市において，依然として長

期間にわたりＤＶ被害を受けている女性がいることや，被害者だけでなく，そ

の子どものほとんどが身体的・心理的虐待を受けていることから，暴力の未然

防止や，被害を受けた場合の相談窓口の周知，被害者や被害者の子どもへの支

援の充実に努めること 

 また，新型コロナウイルス感染症の影響などにより，困難を抱える女性の孤

立・潜在化を防ぐため，女性が社会とのつながりを回復し，安心して暮らせる

よう支援の充実に努めること 
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（５） ＬＧＢＴＱなど多様な性や性差に応じた健康についての理解促進 

 

 全ての人が自分らしく生きられる社会を実現するためには，市民一人ひとり

がＬＧＢＴＱなど多様な性への理解を深めることや，人生１００年時代を迎え

る中で，男女が互いの身体的性差に応じた健康についての理解を深めることが

重要であることから，多様な性への理解促進とリプロダクティブ・ヘルス・ラ

イツの観点による，性差やライフステージに応じた健康についての理解促進に

努めること 

 また，ＬＧＢＴＱなど多様な性について，特に，学校を卒業した後の雇用の

場において，性的マイノリティに対する理解が十分に進んでいないことから，

雇用の場における理解や環境づくりを促進すること 

 

宇都宮市においては，「第５次宇都宮市男女共同参画行動計画」の策定にあた

り，本答申書の趣旨を十分に反映するとともに，計画推進にあたっては，市民，

事業者，男女共同参画推進団体等と連携しながら，男女共同参画施策・事業を

総合的・効果的に推進していくことを期待する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和５年２月１０日 答申書の手交（提出）式の様子 
（写真左手：久保正洋副会長，中央：蟹江教子会長，右手：佐藤栄一市長） 
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（４）宇都宮市男女共同参画審議会の会議経過 

 
回 開催日 主な内容 

第１回 令和４年８月１８日 

市から審議会へ諮問 
第５次行動計画の策定について 
・計画策定の趣旨，位置付け，計画の期間課題の抽出 
・第４次計画の評価，社会情勢，国，県の動向の整理 等 

第２回 令和４年１１月１７日 
基本的な考え方，施策の展開 
・基本理念，基本目標，施策の体系，重点施策，成果指標 等 
素案について  
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９ 用語解説 

【あ行】 

【アンコンシャス・バイアス】 

「無意識の思い込み」などと訳され，自分の経験や育った環境，社会属性によって，自分

でも気づかないうちに持つようになった物事の見方や考え方のゆがみ・偏りのこと 
 

【育児・介護休業法】 

平成４年（１９９２年）に施行され，直近においては令和４年（２０２２）年に改正。

育児休業及び介護休業に関する制度等に関する制度を設けるとともに，育児及び家族の介

護を行いやすくするため事業主が講ずべき措置を定め，労働者の職業生活と家庭生活との

両立が図られるよう支援することによって，福祉を増進と，経済及び社会の発展に資する

ことを目的としている。 

 

【ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）】 

 友人・知人等の社会的ネットワークをインターネット上で提供することを目的とするコ

ミュニティ型のサービスのこと 

 

【ＳＤＧｓ】 

「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」に記載された，２０３０年までに持続

可能でよりよい世界を目指す国際目標のこと。ＳＤＧｓは，持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals）の略。 
平成１３年（２００１年）に策定されたミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）の後継として，

平成２７年（２０１５年）９月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された。１７の

のゴール・１６９のターゲットから構成されている。 
 

【ＬＧＢＴＱ】 

Ｌ（レズビアン・女性同性愛者），Ｇ（ゲイ・男性同性愛者），Ｂ（バイセクシャル・両性

愛者），Ｔ（トランスジェンダー・からだの性とこころの性が一致せず，性別に違和感を覚

える人），Ｑ（クエスチョニング・性自認や性的指向が明確ではない人，探している人，決

めかねている人，クィア・ＬＧＢＴに当てはまらない性的マイノリティや，性的マイノリ

ティを広範的に包括する概念）の５つの単語の頭文字をとった言葉で，性的マイノリティ

（性的少数者）を表す総称のひとつ 
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【か行】 

【家族経営協定】 

 家族経営が中心の日本の農業が，魅力ある職業となり，男女を問わず意欲をもって取り

組めるようにするためには，経営内において家族一人一人の役割と責任が明確となり，そ

れぞれの意欲と能力が十分に発揮できる環境づくりが必要であり， これを実現するために，

農業経営を担っている世帯員相互間のルールを文書にして取り決めたもの 

 

【キャリア教育】 

 望ましい職業観や勤労観，職業に関する知識や技能を身に付けさせるとともに，自己の

個性を理解し，主体的に進路を選択する能力と態度を育てる教育 

 

【固定的性別役割分担意識】 

 男女を問わず個人の能力等によって役割を決めることが適当であるにもかかわらず「男

は仕事，女は家庭」などのように，男性，女性という性別を理由として役割を固定的に分

ける考え方のこと 

 

【雇用機会均等法】 

昭和６０年（１９８５年）に制定され，昭和６１年（１９８６年）に施行。雇用の分野

における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに，女性労働者の就業に関して妊

娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を批准することを目的としている。 

 

【さ行】 

【ジェンダー】 

「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別（セ

ックス／sex）がある。一方，社会通念や慣習の中には，社会によって作り上げられた「男

性像」，「女性像」があり，このような男性，女性の別を「社会的・文化的に形成された性

別（ジェンダー／gender）という。「社会的・文化的に形成された性別」は，それ自体に良

い，悪いの価値を含むものではなく，国際的にも使われている。 

 

【ジェンダー平等】 

ひとりひとりの人間が、性別にかかわらず、平等に責任や権利や機会を分かちあい、あ

らゆる物事を一緒に決めること 
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【ジェンダー開発指数（ＧＤＩ）】 

人間開発の成果におけるジェンダー不平等を表すもので，健康，知識，生活水準の３つ

の側面から構成されるもの。具体的には，男女の平均余命や就学年数，国民総所得を用い

て算出。 

 

【ジェンダー・ギャップ指数（ＧＧＩ）】 

世界経済フォーラムが，経済・教育・政治・保健分野における各国内の男女間の格差を

数値化しランク付けしたもので，性別による格差を明らかにできる。０が完全不平等，１

が完全平等を意味する。具体的には労働力率や管理職・専門職に占める比率，識字率，健

康寿命，国会議員に占める比率等を用いて算出。 

 

【ジェンダー不平等指数（ＧＩＩ）】 

国家の人間開発の達成が男女の不平等によってどの程度妨げられているかを明らかにす

るもので，保健分野，エンパワーメント，労働市場の３つの側面から構成されるもの。具

体的には，女性国会議員の割合や出生数，男女別労働力率の割合等を用いて算出。 

 

【女子差別撤廃条約】 

昭和５４年（１９７９年）に国連総会で日本を含む１３０か国の賛成によって採択され，

昭和５６年（１９８１年）に発行。日本は昭和６０年（１９８５年）に批准。 

女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念とし，具体的には，女子に対する

差別を定義し，政治的および公的活動，教育，雇用，保健，家族関係等あらゆる分野での

男女の平等を規定する。 

 

【性自認】 

自分の性別をどのように認識しているかということ 

 

【性的指向】 

人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すものであり，具体的には，恋愛・

性愛の対象が異性に向かう異性愛，同性に向かう同性愛，男女両方に向かう両性愛を指す。 

 

【性的マイノリティ】 

 同性愛者・両性愛者・性同一性障害などのこと。性的少数者。 

 

【生理の貧困】 

 経済的な理由などで生理用品を十分に入手できないことを指す。 
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【セクハラ】 

 セクシュアル・ハラスメントの略。相手の意に反した性的な性質の言動で，身体への不

必要な接触，性的関係の強要，性的うわさの流布，衆目に触れる場所へのわいせつな写真

の掲示など，様々な態様のものが含まれる。特に，雇用の場においては，相手の意に反し

た性的な言動を行い，それに対する対応によって，仕事をする上で一定の不利益を与えた

り，またそれを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させること 

 

【た行】 

【ダイバーシティ】 

 多様性。性別，年齢，人種や国籍，障がいの有無，性的指向，宗教・信条，価値観など

の多様性だけでなく，キャリアや経験，働き方などの多様性も含む。 

 

【ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス】 

 配偶者や恋人など親密な関係にある，又はあった男女間における暴力のこと。なぐる，

蹴る，といった「身体的暴力」だけでなく，交友関係やメールの内容を細かく監視すると

いった「精神的暴力」，嫌がっているのに性行為を強要するといった「性的暴力」，生活費

を渡さないといった「経済的暴力」なども含まれる。 

 

【デートＤＶ】 

 高校生や大学生などの若年層における交際相手からのＤＶのこと 

 

【テレワーク】 

 情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと 

 

【な行】 

【人間開発指数（ＨＤＩ）】 

国連開発計画（UNDP）による指標で，「長寿で健康な生活」，「知識」及び「人間らしい生

活の基準」という人間開発の３つの側面を測定したもの。具体的には，出世時の平均寿命，

知識（平均就学年数及び予想就学年数），一人当たりの国民総所得を用いて算出。 

 

【は行】 

【パートナーシップ制度】 

自治体が同性カップルにパートナーシップ証明書を発行する制度。この証明書は事業所

などに最大限の配慮を求めるもので，これまで対象外であったサービスなどを受けられる

ようにするための支援策。 
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【パタハラ】 

パタニティ・ハラスメントの略。男性が育児参加を通じて自らの父性を発揮する権利や

機会を職場の上司や同僚等が侵害する言動に及ぶこと 

 

【ポジティブ・アクション（積極的改善措置）】 

 様々な分野において，活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため，必要な範囲

内において，男女のいずれか一方に対し，活動に参画する機会を積極的に提供するもので

あり，個々の状況に応じて実施していくもの  

 

【ま行】 

【マタハラ】 

マタニティ・ハラスメントの略。職場における妊娠や出産等に関する嫌がらせ行為のこ

と。妊娠を理由に解雇，不利益な異動，減給・降格等不利益な取り扱いを行うこと 

 

【ら行】 

【リスキリング】 

新しい職業に就くために，あるいは，今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適

応するために，必要なスキルを獲得する・させること 

 

【リプロダクティブ・ヘルス・ライツ】 

「性と生殖に関する健康と権利」と訳され，1994 年に国際人口開発会議において提唱さ

れた概念。性や子どもを産むことなどにおいて，本人の意識が身体的にも精神的にも尊重

され，自分の身体に関することを自分自身で選択し，決められること。また，そのための

健康を享受できること 

 

【リベンジポルノ】 

 別れた恋人や配偶者に対する報復として，交際時に撮影した相手方のわいせつな写真や

映像を，インターネットなどで不特定多数に配布・公開する嫌がらせ行為及びその画像。 

 

【わ行】 

【ワーク・ライフ・バランス】 

 仕事と生活の調和。一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き，仕事上の責任を

果たすとともに，家庭や地域生活などにおいても，人生の各段階に応じて多様な生き方が

選択・実現できる状態のこと 
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